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は　じ　め　に

　新規学校卒業者の採用につきましては、日頃より格別のご協力を賜り、厚くお礼申し上
げます。
　新規学校卒業者にとりまして、「就職」は学校生活から巣立ち、新たに社会人として職
業生活に移行する人生の一大転機であるとともに、その後の社会生活にも大きな影響を与
えるものです。各企業におかれましては、これまで同様、募集・採用活動の秩序維持にご
協力いただきますとともに、一人でも多くの新規学校卒業者が安定した職業生活を送れま
すよう、ご尽力をお願い申し上げます。
　また、採用選考に際し、本来自由であるべき思想、信条等、あるいは出生地、家族状況
や家庭環境を調べることは身元調査に当たります。身元調査を行うことは応募者の適性・
能力に関係のない事柄などを採用基準とすることとなり、公正な採用選考を求める目的に
反することとなります。採用選考に際しましては、基本的人権を尊重した公正な採用選考
システムを確立していただきますようお願い申し上げます。
　この冊子は、新規学校卒業者の募集にあたり、企業の皆様方に是非ご承知おきいただき
たい事柄について取りまとめたものです。後段の「Ⅲ　公正な採用選考」は、新規学校卒
業者の採用選考だけでなく、一般の採用についてもご留意いただきたい事柄を取りまとめ
ましたので、採用選考に際しご活用いただければ幸いです。

令和５年４月

 神奈川労働局
 　　職業安定部職業安定部長

 　 　 仙 　 田 　 　 　 亮
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Ⅰ　学卒求人を申込む前に





１　新規学卒者職業紹介年間スケジュール

学校区分　
　主要事項 中　　学 高　　校 大　学　等

日
期
動
活
人
求
び
及
込
申
人
求

求 人 申 込 開 始 ６ 月 １ 日 以 降 ６ 月 １ 日 以 降 ２ 月 １ 日 以 ■ 降

求人票の返戻・公開 ７ 月 １ 日 以 降 ７ 月 １ 日 以 降 ４ 月 １ 日 以 降 公 示

学校・安定所への求人連絡
（求人連絡開始）

７ 月 １ 日 以 降
安定所が連絡する

７ 月 １ 日 以 降
求人者が学校へ
送付する。

４ 月 １ 日 以 ■ 降
求 人 者 か ら 各 大 学 等 へ 送 付

学 校 訪 問
（求人活動開始）

　７月１日以降
ただし、安定所に求人申込みを行
った日以降で、事前に学校の了解
を得ればいつでもできます。

○３月１日以降
　広報活動開始
○６月１日以降
　採用選考活動開始
○10月１日以降
　採用内定開始

　企業研究会・説明会につい
　ては、正常な学校教育環境
　を確保するとともに、就職
　活動の秩序維持を基本とし
　ます。

日
期
考
選
び
及
薦
推
・
学
見
場
職

応 募 前 職 場
見　学

　７月１日以降
ただし、安定所に求人申込みを行
った日以降で、学校から求人者に
見学を依頼する。

推 薦 開 始 １ 月 １ 日 以 降
（ 積 雪 地 は12月
１日以降）

９ 月 ５ 日 以 降
（ 沖 縄 県 ８ 月30
日以降）

選 考 開 始

求 人 の 有 効 期 間

卒 業 年 の ６ 月 末 卒業・修了年の３月末

１ 月 １ 日 以 降
（ 積 雪 地 は12月
１日以降）

９ 月 16 日 以 降

　　○求人申込みと返戻（中学・高校）
　　 　６月１日から６月30日までに求人申込みをした場合、７月１日以降に求人申込み窓口で返戻しま

す。７月１日以降に求人申込みをした場合は、原則として申込み当日に返戻します。（お預りさせ
ていただき、後日お返しさせていただく場合もあります。）

　　○複数応募（高校）
　　 　９月５日から９月30日までは、生徒１人・１社の応募・推薦、10月１日以降は生徒１人・２社ま

で応募・推薦ができることになっています。（11頁の申し合わせ参照）

 
求人が充足した場合は、求人取消処理を行ないますので、

すみやかに管轄安定所にご連絡ください。
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

（ ）
（ ）
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２　学卒求人申込みに際しての遵守事項

　◆募集の中止、募集人員の削減を行わない
　　 　新規学卒求人の申込みに際しては、長期経営を視野に入れた採用計画に基づき、学歴ごとに確実

に採用できる求人数での募集を行ってください。

　　 　「新規大卒等で採用したため新規高卒者の募集を中止する、募集人員を削減する」ということや、

「中途応募者を採用したため、新規学卒者の募集を中止する、募集人員を削減する」ということは

できません。

　◆採用内定取消し、入職時期の繰下げを行わない
　　 　採用内定取消しや入職時期の繰下げは、その対象となった学生、生徒並びに家族に対し計り知れ

ない衝撃と失望を与えることになる重大な問題です。

　　 　新規学卒者を、次代を担う職業人、社会人として育成していくことが、企業の社会的責務である

ことを深く認識していただき、的確な採用計画に基づいた募集、採用を行っていただくとともに、

決してこのような事態に至らぬよう最大限の対策と努力を講じていただくようお願いいたします。

　◆法律に基づく措置について
　　 　経済情勢の急激な変動等により、やむを得ず上記のような事態が生じた場合は、職業安定法施行

規則第35条の２により、あらかじめ管轄の公共職業安定所等へ所定の様式により通知することが定

められております。（詳細は管轄の公共職業安定所にお尋ねください。）

　　 　また、採用内定取消しを行った場合、職業安定法施行規則第17条の４により、下記①から④のい

ずれかに該当する場合は、その内容（企業名含む）を公表する場合がありますので、十分にご留意

いただくようお願いいたします。

　　　①２年以上連続して行われたもの

　　　②同一年度内において10名以上の者に対して行われたもの

にかや速を用雇たし定安の者のられこ、じ講を置措のめたるす保確を用雇たし定安の者象対 （　　　　

確保した場合を除く）

がんかに等標指の近最す示を量用雇他のそ数者用雇、標指の近最す示を動活業事他のそ量産生 ③　　　

み、事業活動の縮小を余儀なくされているものとは明らかに認められないときに行われたもの

　　　④次のいずれかに該当する事実が確認されたもの

つに由理いな得をるざわ行をし消取定内、てし対に者業卒校学規新たっなと象対のし消取定内 ・　　　

いて十分な説明を行わなかったとき。

。きとたっかなわ行を援支たけ向に保確の先職就の者業卒校学規新たっなと象対のし消取定内 ・　　　

　　※ 公表の対象となった場合、次年度に新規学卒求人の申込の際に、求人票「特記事項」欄にその行

為の事実を明記する措置が講じられます。

重　要
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２　学卒求人申込みに際しての遵守事項

　◆募集の中止、募集人員の削減を行わない
　　 　新規学卒求人の申込みに際しては、長期経営を視野に入れた採用計画に基づき、学歴ごとに確実

に採用できる求人数での募集を行ってください。

　　 　「新規大卒等で採用したため新規高卒者の募集を中止する、募集人員を削減する」ということや、

「中途応募者を採用したため、新規学卒者の募集を中止する、募集人員を削減する」ということは

できません。

　◆採用内定取消し、入職時期の繰下げを行わない
　　 　採用内定取消しや入職時期の繰下げは、その対象となった学生、生徒並びに家族に対し計り知れ

ない衝撃と失望を与えることになる重大な問題です。

　　 　新規学卒者を、次代を担う職業人、社会人として育成していくことが、企業の社会的責務である

ことを深く認識していただき、的確な採用計画に基づいた募集、採用を行っていただくとともに、

決してこのような事態に至らぬよう最大限の対策と努力を講じていただくようお願いいたします。

　◆法律に基づく措置について
　　 　経済情勢の急激な変動等により、やむを得ず上記のような事態が生じた場合は、職業安定法施行

規則第35条の２により、あらかじめ管轄の公共職業安定所等へ所定の様式により通知することが定

められております。（詳細は管轄の公共職業安定所にお尋ねください。）

　　 　また、採用内定取消しを行った場合、職業安定法施行規則第17条の４により、下記①から④のい

ずれかに該当する場合は、その内容（企業名含む）を公表する場合がありますので、十分にご留意

いただくようお願いいたします。

　　　①２年以上連続して行われたもの

　　　②同一年度内において10名以上の者に対して行われたもの

にかや速を用雇たし定安の者のられこ、じ講を置措のめたるす保確を用雇たし定安の者象対 （　　　　

確保した場合を除く）

がんかに等標指の近最す示を量用雇他のそ数者用雇、標指の近最す示を動活業事他のそ量産生 ③　　　

み、事業活動の縮小を余儀なくされているものとは明らかに認められないときに行われたもの

　　　④次のいずれかに該当する事実が確認されたもの

つに由理いな得をるざわ行をし消取定内、てし対に者業卒校学規新たっなと象対のし消取定内 ・　　　

いて十分な説明を行わなかったとき。

。きとたっかなわ行を援支たけ向に保確の先職就の者業卒校学規新たっなと象対のし消取定内 ・　　　

　　※ 公表の対象となった場合、次年度に新規学卒求人の申込の際に、求人票「特記事項」欄にその行

為の事実を明記する措置が講じられます。

重　要 ３　新規学校卒業者と職業安定法上の職業紹介の取扱区分

 ⑴　新規学校卒業者とは
　　 　新規学校卒業者の職業紹介において、取り扱いの対象となる「新規学校卒業者」とは、学校教育

法第１条の規定による中学校、義務教育学校、中等教育学校、高等学校、大学等、特別支援学校（盲

学校、聾学校、養護学校、特別支援学校にあっては、その中学部及び高等部です。）の新規学校卒

業予定者であり、新規中学校及び新規高等学校卒業者に係る職業安定機関の援助の取り扱い期間は、

卒業年の６月末までとし、新規大学等卒業者は卒業年の３月末までとします。

　　 　また、同法第125条の３の規定による専修学校卒業予定者並びに職業能力開発促進法第15条の７

第１項各号に掲げる施設のうち高卒２年訓練課程の修了予定者についても必要な援助を行うものと

し、援助の取扱期間はそれぞれ卒業年及び修了年の３月末までとします。

　　 　なお、船員職業安定法第６条１項に規定する船員として就職しようとする新規学校卒業者及びそ

の他の法令により特別の採用方法が定められている職業（例えば、国家公務員、地方公務員、自衛

隊員等）に就職しようとする新規学校卒業者は、「新規学校卒業者の職業紹介」の対象範囲には含

まれません。

　　 　ただし、上記に就職しようとする新規学校卒業者でも、選職に至るまでの間における職業指導の

過程においては、当然その対象範囲に含まれるものであり、また、結果的に上記に就職することに

なった者であっても、他の職業に就く可能性が皆無となるまでは、対象範囲に含まれます。

 ⑵　新規学校卒業者の職業紹介における職業安定法上の取扱区分は
　　 　本県では、新規学校卒業者の職業紹介にあたっては、職業安定法の規定により、原則として次の

方法により取扱っています。

　　○中 学 校… 職業安定法第26条の規定にもとづき公共職業安定所が全面的に生徒の職業紹介を行っ

ています。

　　○高等学校… 職業安定法第27条の規定にもとづき公共職業安定所長が学校の長に業務の一部を分担

させ、それにもとづき学校の長が生徒の職業紹介を行っています。

　　　　　　　　なお、業務分担の範囲は、おおむねつぎのとおりとなっています。

　　　　　　　　１．求職申込みを受理すること。

　　　　　　　　２．求人の申込みを受理し、かつ、その受理した求人の申込みを安定所に連絡すること。

　　　　　　　　３．求職者を求人者に紹介すること。

　　　　　　　　４．職業指導を行うこと。

　　　　　　　　５．就職後の指導を行うこと。

　　　　　　　　６．公共職業能力開発施設への入所のあっ旋を行うこと。

　　○大 学 等… 職業安定法第33条の２の規定にもとづき学校の長が厚生労働大臣（都道府県労働局長）

に届け出て、無料の職業紹介事業を行うもので、求人受理から就職あっ旋まで学校の

長が行っています。
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ハローワークにおいて新規学校卒業者等に関する職業紹介サービスを利⽤する際は、
以下の事項にご留意ください。

ハローワークの新規学校卒業者等に関する
職業紹介サービスのご利⽤に当たって

 ハローワークへの学卒求人の申込みは、定められた期日から可能です。
 事業所登録と求人申込みは、原則事業所の所在地を管轄するハローワークで⾏ってください。
 ハローワークでは、原則としてすべての求人を受理しますが、法令違反がある場合などには受理
できないことがあります。

 ハローワークは、申込み内容を確認する過程で、追加資料の提出、事業主の来所等を依頼するこ
とがありますので、ご対応ください。これらへの対応がなく、必要な確認がとれない場合、手続
きが完了できず、事業所登録または求人登録ができないことがあります。

 事業所情報と求人の内容は、最新かつ正確な内容となるようにご注意ください。
 ハローワークの事業所登録と求人申込みの必要項目を記載すると、職業安定法に定める明示すべ
き労働条件の明示を⾏ったことになります。また、⻘少年雇⽤情報も記載をお願いいたします。

 その他の記載上の注意事項や記載方法はハローワークが配布しているリーフレット等を参照して
ください。

事業主の皆さま

全体版はこちらから→

事業所登録・求人申込み１

※ハローワークインターネットサービスなどの個別のサービスについて、別途利⽤規約等への同意が
必要である場合もありますので、各サービスの利⽤に際しては、個別に確認をお願いします。

 募集中の求人の応募・採⽤条件を狭めるような変更は、既に紹介されている新規学校卒業者等に
とって不利益変更となる場合があるため、変更の必要性等についてハローワークより確認させて
いただく場合があります。

 紹介済みの新規学校卒業者等には、変更前の応募・採⽤条件による対応をご検討ください。
 学卒求人の募集の取消しや、募集人員の削減を⾏う場合は、所定の様式によりハローワーク及び
高等学校等に求人票を送付している場合は当該学校に事前に通知してください。

 ハローワークの紹介に限らず、求人が充足した場合や、募集を取りやめる場合は、必ず、速やか
にハローワークに求人の取消しの連絡をしてください。

求人の変更・取消し等２

 ハローワークでは、新規学校卒業者等に対してその能⼒に適合する職業を紹介し、求人者に対し
ては、その雇⽤条件に適合する新規学校卒業者等を紹介します。
社会経験が少ない新規学校卒業者等にも伝わるよう、分かりやすい記載をお願いします。

 職業紹介は、紹介を希望する新規学校卒業者等が利⽤するハローワークが⾏います。そのため、
求人事業所を管轄するハローワーク以外から連絡がある場合があります。なお、高卒求人の場合
は、主に学校において⽣徒の就職指導等と併せて職業紹介が⾏われています。

 ハローワークでは、職業紹介を⾏うことに同意いただいた場合に紹介を⾏いますが、求人事業所
の休日など、事前に連絡がつかない場合に、先に紹介を⾏うなどの対応をすることがあります。

職 業 紹 介３
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 ハローワークでは、政府の⾏う無料の職業紹介事業として提供するサービスの円滑な運営その他
厚⽣労働省職業安定局と人材開発統括官、都道府県労働局とハローワークが⾏う業務の遂⾏に必
要な範囲で、利⽤者の情報を収集し、保管、使⽤します。

 具体的な収集する情報の範囲、使⽤目的と使⽤する範囲、
使⽤と提供の制限、安全確保の措置、適⽤範囲等は
別途「プライバシーポリシー」を参照してください。

LL需厚⽣労働省・都道府県労働局

都道府県労働局 ハローワーク

採⽤選考に当たっての注意事項４

採⽤内定取消し及び入職時期繰下げ５

プライバシーポリシー

個人情報等の取扱い６

 一部を除き、ハローワークインターネットサービス上の情報は、一定の要件の下で転載を可能
としており、⺠間の求人情報サイト等で二次利⽤される可能性があります。募集条件が現状と
異なる、または既に無効となった求人が引き続き掲載され続けるといった問題が⽣じた場合に
は、求人事業者は、職業安定法の規定により、当事者としてこれらの求人情報を掲載している
事業者に対して、掲載の中止等を求めることができます。

 新規中学校・高等学校卒業者について、家庭訪問による求人活動、保護者その他関係者に対す
る⾦品または利便の供与、求人票記載事項と⽭盾する記載や誇⼤な表現、学校の事前の了解の
ない学校訪問は⾏わないでください。

 求職者ではない企業等から営業活動の対象とされる可能性があります。特に、無料で求人を公
開するとした事業者からの営業に応じたために、後日、多額の広告料⾦を請求されるといった
悪質な事例も報告されていますので、⼗分ご注意ください。

その他の留意事項７

 新規中学校・高等学校卒業予定者の就職にかかる推薦・選考の開始期日等は、毎年関係機関にお
いて申し合わせていますので、この期日等を遵守してください。

 新規⼤学等卒業予定者の採⽤活動の日程については、政府からの要請を遵守してください。
 職務遂⾏上必要な適性・能⼒に基づいて採⽤選考を⾏うことが必要です。
 求職者等の個人情報を適正に管理するために必要な措置を講じることが必要です。
 採否結果後、応募書類を求人票に定めた方法で適切に返却または廃棄・削除してください。
 採否結果は、採否等を決定後、速やかに応募者、ハローワーク及び高等学校等の学校からの応募
の場合は高等学校等に対してご連絡ください。

 使⽤者は労働契約の締結に際し、労働者に対して賃⾦、労働時間その他の労働条件を、書⾯等の
交付により明示しなければなりません。

 就職活動終了を強要することや、性的な⾔動等のハラスメント⾏為が起こらないようにしてくだ
さい。

 採⽤内定取消し及び事業主都合の一方的な入職時期繰下げは、本人及びその家族に打撃を与える
だけでなく、合理的な理由が認められない採⽤内定取消しは無効になることもあります。

 採⽤内定取消しを防止するためのあらゆる手段を講じるようお願いします。やむを得ず採⽤内定
取消し等を⾏う場合は、ハローワーク及び学校に事前に連絡する必要があります。

 新規学校卒業者等の採⽤内定取消し等を⾏った場合、事業所名が公表されることがあります。

LL041001首03
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Ⅱ　求人申込みの手続きから採用まで

m e m o





１　中学・高校の求人について
 ⑴　中学求人の流れ等

　①　新規中学校卒業者求人申込みの手続き
　　○ 　中卒用求人票及び青少年雇用情報シートを記入し、６月１日以降

出してください。公共職業安定所では提出された中卒用求人票に基
に管轄の公共職業安定所に提

確認のうえ、
づいて、求人内容等について

７月１日以降
● ● ● ● ● ●

にお返しします。
　　○ 　求人票の作成枚数
　　　　求人票は、職種毎に１部作成してください。

　②　求人受付後の事務処理
　　○ 　９月10日までに県内各公共職業安定所が受理した求人は、求人一覧表により県内各中学校に求

人情報として提供します。
　　○ 　県外への求人連絡は求人者の希望等を十分考慮して連絡先公共職業安定所を決定し、７月１日

以降送付します。これを受けた県外の公共職業安定所は、求人情報として一覧表等を作成し管内
の各学校に提供します。

　　　 　（９月11日以降に連絡を受けた求人については、各学校への提供が不定期となりますので、県
外求人連絡を希望する場合は、なるべく早めに求人申込みを行ってください。）

　③　紹介と選考
　　 　職業紹介の正常化と求人秩序の確立を図るため選考開始の期日が下記のように定められています

ので厳守してください。

推薦・選考開始期日　令和６年１月１日以降

　　 　ただし、東北等積雪地の企業への推薦・選考開始期日は、令和５年12月１日以降となっており、
積雪地道県及び地域は次のとおりです。

　　 　北海道、青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島、新潟、富山、石川、福井、長野（飯山公共職業
安定所管内の地域に限る）、島根（松江公共職業安定所隠岐の島出張所管内の地域に限る）

　　※特に選考にあたりましてかならず14～15頁の「選考にあたっての留意事項」を熟読願います。
　④　紹介の手続き
　　○ 　中学の通勤求人の場合は、応募書類（職業相談票（乙））に学校管轄公共職業安定所長が発行

する紹介状を添えて、求人申込み公共職業安定所から事業所へ送付します。
　　○ 　中学の住込み求人の場合は、送出地の公共職業安定所から本県の公共職業安定所を経由して、

応募書類を事業所へ送付しますが、現地出張選考を実施される場合は、送出地公共職業安定所か
ら直接事業所へ送付することもあります。

　⑤　学校訪問
　　 　求人者が求人活動のために中学校を訪問することについては、事前に学校に了解を得てください。

（12頁⑵「学校訪問」を参照のこと。）

中学求人の流れ

※１頁　新規学卒者職業紹介年間スケジュールによる。（中学）

中学校

学　校

管　轄

安定所

事業所

管　轄

安定所

求　人

事業所

確 認 済 の 求 人 要 項 （ ７ 月 １ 日 以 降 ）
採　　否　　通　　知

求人一覧表

応募書類紹介状・応募書類

（７月１日以降）
求人一覧表

（６月１日以降）
求人票・求人要項
（７月１日以降）
確認済の求人票・求人要項の返戻

紹介状・応募書類

採　否　通　知
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 ⑵　高校求人の流れ等

　①　新規高等学校卒業者求人申込みの手続き
　　○ 手続き方法は３種類

求人お申込み後、公共職業安定所で求人内容の確認をします。

⒜　求人申込書（高卒）（19 頁～ 27 頁参照）を記入して提出

 ⒝　公共職業安定所内にある端末で求人情報を仮登録

⒞　ハローワークインターネットサービス上の求人者マイページから求人情報を仮登録

　　詳しくは、ハローワークインターネットサービス「高卒の求人申込み手続についてはこちら

　　をご覧ください」を参照ください。

　　○ 　前年度等の高卒求人票を転用して申込みをする場合は、前年度等の高卒求人票の変更箇所が分

かるように朱書き訂正して提出することもできます。

　　○ 　求人申込書の記入によりお申込みされる場合は、求人申込書（高卒）に必要事項を記入し、６

月１日以降に管轄公共職業安定所に提出してください。公共職業安定所では提出された求人申込

書の求人内容を確認のうえ、７月１日以降に求人票をお返しいたします。７月１日以降に提出し

た求人申込書は、お預りさせていただき、後日お返しさせていただく場合もあります。

　　○ 　７月１日以降に返戻された求人票を複写し、求人者から直接学校あてに送ってください。

　　○　求人申込書（高卒）は、職種毎に１組作成してください。

　　　　※ 初めて求人を提出される場合にはあらかじめ事業所登録が必要です。事業所の所在地を管轄

高校求人の流れ

所
業
事
人
求

）
徒
生
（
校
学
等
高

※１頁　新規学卒者職業紹介年間スケジュールによる。（高校）

（７月１日以降）
確認済の求人票・求人要項の送付/学校訪問

（７月１日以降）
高卒就職情報WEB提供サービスで求人票の公開

（WEB公開希望求人のみ）

（６月１日以降）
求人・求人要項
の申込み

（７月１日以降）
確認済の

求人票・求人要項の返戻

（採用決定の都度）
採用決定状況報告の

提出

（７月１日以降）
応募前職場見学の

申込み

（９月５日以降）
推薦・統一応募書類

（９月16日以降）
選考・採否通知

（10月１日以降）
就職者名簿の提出

● ● ● ● ● ●

（ａ）求人申込書（高卒）（19 頁～ 27 頁参照）を記入して提出
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する公共職業安定所においでください。

　②　推薦依頼（求人票の送付）
　　○ 　求人先学校を指定する場合は、公共職業安定所で受理済の求人票（受理印のあるもの）の写し

と、93頁「推薦依頼高校一覧（別添１）」を当該学校に送付してください。なお、安定所で内容

を確認し返戻された求人票については、加筆等はしないでください。

　　○ 　求人先学校を指定しない場合であっても、特に求人情報を提供したい都道府県、公共職業安定

所がある場合には、当該求人票の写しを当該都道府県、公共職業安定所管内の学校に送付してく

ださい。

　　○ 　推薦依頼する学校を決める際には、神奈川県版高等学校便覧（133頁以降に記載）を参考にし

てください。県外の学校については高卒就職情報WEB提供サービスの高等学校便覧を参考にし

て、学校または管轄公共職業安定所に相談されることをお勧めします。

　　○　公共職業安定所での求人申込み時の手続き

　　　⒜　

 求人申込書と93頁「推薦依頼高校一覧（別添１）」を公共職業安定所に提出してください。

【求人申込書記入方法】

　・「選考方法」の「指定校推薦」欄に学校名および推薦人数を記入（求人者マイページご利用

の場合は入力欄があります）

　　　⒝　

 推薦を依頼する学校を指定する場合（指定校以外は応募不可）

「求人区分」の公開希望欄「４．求人情報を公開しない」を選択

推薦を依頼する学校を指定するが、推薦を依頼した学校以外の応募も受け付ける場合

「求人区分」の公開希望欄「１．事業所名等を含む求人情報を公開する」を選択

　　　※ 指定校が多数あり「選考方法」の「指定校推薦」欄に記入しきれない場合は、93頁「推薦依頼

高校一覧（別添１）」に記入して提出してください。なお、求人申込時に推薦（送付）学校が

決定していない場合は空欄としてください

　　　　 　また、学校を指定しない求人であっても、特に求人情報を提供したい都道府県、公共職業安定

所がある場合は、当該都道府県、公共職業安定所を記入し、求人連絡数欄には求人数をそのま

ま記入してください。

○　高卒求人は充足しない限り、有効期間は卒業年の６月末までとなり、応募を受け付けることに

　なります。なお、求人票上で応募の受付期間を設定することも可能です。

 ⑵　高校求人の流れ等

　①　新規高等学校卒業者求人申込みの手続き
　　○ 手続き方法は３種類

求人お申込み後、公共職業安定所で求人内容の確認をします。

⒜　求人申込書（高卒）（19 頁～ 27 頁参照）を記入して提出

 ⒝　公共職業安定所内にある端末で求人情報を仮登録

⒞　ハローワークインターネットサービス上の求人者マイページから求人情報を仮登録

　　詳しくは、ハローワークインターネットサービス「高卒の求人申込み手続についてはこちら

　　をご覧ください」を参照ください。

　　○ 　前年度等の高卒求人票を転用して申込みをする場合は、前年度等の高卒求人票の変更箇所が分

かるように朱書き訂正して提出することもできます。

　　○ 　求人申込書の記入によりお申込みされる場合は、求人申込書（高卒）に必要事項を記入し、６

月１日以降に管轄公共職業安定所に提出してください。公共職業安定所では提出された求人申込

書の求人内容を確認のうえ、７月１日以降に求人票をお返しいたします。７月１日以降に提出し

た求人申込書は、お預りさせていただき、後日お返しさせていただく場合もあります。

　　○ 　７月１日以降に返戻された求人票を複写し、求人者から直接学校あてに送ってください。

　　○　求人申込書（高卒）は、職種毎に１組作成してください。

　　　　※ 初めて求人を提出される場合にはあらかじめ事業所登録が必要です。事業所の所在地を管轄

高校求人の流れ

所
業
事
人
求

）
徒
生
（
校
学
等
高

※１頁　新規学卒者職業紹介年間スケジュールによる。（高校）

（７月１日以降）
確認済の求人票・求人要項の送付/学校訪問

（７月１日以降）
高卒就職情報WEB提供サービスで求人票の公開

（WEB公開希望求人のみ）

（６月１日以降）
求人・求人要項
の申込み

（７月１日以降）
確認済の

求人票・求人要項の返戻

（採用決定の都度）
採用決定状況報告の

提出

（７月１日以降）
応募前職場見学の

申込み

（９月５日以降）
推薦・統一応募書類

（９月16日以降）
選考・採否通知

（10月１日以降）
就職者名簿の提出

● ● ● ● ● ●

（ａ）求人申込書（高卒）（19 頁～ 27 頁参照）を記入して提出
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　　　※　求人票のインターネットによる公開について
　　　　　 　高卒就職情報WEB提供サービスで公開を希望した高卒求人は、全国の高校にインターネ

ットで公開します。

　　　　　 　そのため、求人者が推薦依頼をしていない高校から応募者が出る場合もあります。応募を

指定の学校に限る等、インターネット非公開を希望する場合は、求人申込み時にお申し出い

ただくようお願いいたします。

　　　　　 　また、求人の内容等から、求人者が学校に対してその内容を直接説明することが適切と判

断される求人については、インターネットに公開しないこともありますのでご了承ください。

　④　紹介と選考
　　　中学校と同様選考開始の期日が下記のように定められておりますので厳守してください。

推薦開始期日　令和５年９月５日以降
（文書の到達する日）

選考開始期日　令和５年９月16日以降

　　　ただし、沖縄県は８月30日以降推薦開始となっております。

　　※特に選考にあたりましては、必ず14～15頁の「選考にあたっての留意事項」を熟読願います。

　⑤　紹介の手続き
　　○　高校求人については、学校から直接事業所に応募書類が送付されます。

　⑥　学校訪問
　　○ 　求人者が求人活動のために高等学校を訪問することについては、学校に事前に了解を得てくだ

さい。

　　　※（12頁⑵「学校訪問」を参照のこと。）

　③　高卒就職情報WEB提供サービスについて
　　　　　 　高卒就職情報WEB提供サービスは、公共職業安定所で受け付けた新規高等学校卒業者に対す

る求人情報や公共職業安定所で入力したイベント等の情報を、高等学校の進路指導担当教諭を通

じて提供し、新規高等学校卒業者の就職活動を支援するシステムです。全国高等学校便覧や都道

府県高等学校就職問題検討会議における申し合わせ等（各都道府県ごとの複数応募の推薦可能時

期等）、求人者マイページを含む求人申込み手続き等が閲覧できます。

　　　　　URL：https://koukou.gakusei.hellowork.mhlw.go.jp/
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事業主のみなさまへ

新規高等学校卒業予定者の応募・推薦について

　新規高卒者の採用につきましては、日頃から格別のご協力をいただき、厚くお礼申し上げます。

　さて、近年の新規高卒者をめぐる就職環境が大きく変化し、従来のいわゆる「１人１社制」では弊害

が生ずるとの指摘がなされるようになりました。そこで、教育行政機関等及び経営者団体と「神奈川県

高等学校就職問題検討会議」において検討した結果、「10月１日以降、１人２社まで応募・推薦可」と

の申し合わせが行われました。

　つきましては、令和５年度におきましても10月１日以降すべての事業主に２社まで複数応募をお願い

することとし、新規高卒者の「就職応募機会の拡大」と「高校生と企業が互いに納得できる応募・推薦

方法の仕組みの整備」のため、今後ともご理解とご協力をお願いいたします。

「神奈川県高等学校就職問題検討会議」の申し合わせについて
　神奈川県高等学校就職問題検討会議において、高等学校卒業予定者の応募・推薦について以下のとおり申し合わせ
を行うこととする。

　 　令和４年度については、推薦開始日からは１人１社の応募・推薦とするが、10月１日以降は１人２社まで
応募・推薦を認める。

　この申し合わせにより、事業主、学校関係者、生徒及びその保護者に、申し合わせ事項についてあらゆる機会を利
用し周知していくものとする。

令和５年３月15日
　　　　　　　　神奈川県高等学校就職問題検討会議

一 般 社 団 法 人　 神 奈 川 県 経 営 者 協 会 一般財団法人　神奈川県私立中学高等学校協会
一般社団法人　神奈川県商工会議所連合会 神 奈 川 県 産 業 労 働 局 労 働 部
神 奈 川 県 商 工 会 連 合 会 神奈川県福祉子どもみらい局子どもみらい部私学振興課
神 奈 川 県 中 小 企 業 経 営 者 協 会 神 奈 川 県 教 育 委 員 会 教 育 局 指 導 部
神 奈 川 県 中 小 企 業 団 体 中 央 会 横浜市教育委員会事務局学校教育企画部
一 般 社 団 法 人　 神 奈 川 経 済 同 友 会 川 崎 市 教 育 委 員 会 事 務 局 学 校 教 育 部
神 奈 川 県 立 学 校 長 会 議 専 門 学 科 部 会 神 奈 川 労 働 局 職 業 安 定 部
神 奈 川 県 市 立 高 等 学 校 長 会

◉　確　認　事　項
　１．複数応募可否の確認

（1）　求人申込みをする際、事業主は複数応募についての可否を申し出ることとする。

　２．複数応募・推薦の方法（９月中に採否の確認が取れていない場合）

（1） 　９月５日から９月30日までの応募・推薦に係る採否が９月30日までに出ていない場合、10月１日以降も
う１社応募・推薦ができる。

（2） 　10月１日以降Ａ・Ｂの２社に応募・推薦し、うち１社から選考結果の連絡があった場合は次のとおりと
する。

　　①　Ａ社内定・Ｂ社連絡待ち
　　　　Ｂ社の連絡を待ち、２社とも内定の場合はＡ社・Ｂ社のいずれかを選択する。
　　②　Ａ社不採用・Ｂ社連絡待ち
　　　　Ｃ社に応募・推薦できるものとする。

　３．内定の承諾（２社から内定を得た場合）

（1） 　生徒は２社の内定を得た場合は、２社目の内定の確認後３日以内に就職先を決定し、内定の承諾及び辞
退を申し出るものとする。

　　　※　求人票のインターネットによる公開について
　　　　　 　高卒就職情報WEB提供サービスで公開を希望した高卒求人は、全国の高校にインターネ

ットで公開します。

　　　　　 　そのため、求人者が推薦依頼をしていない高校から応募者が出る場合もあります。応募を

指定の学校に限る等、インターネット非公開を希望する場合は、求人申込み時にお申し出い

ただくようお願いいたします。

　　　　　 　また、求人の内容等から、求人者が学校に対してその内容を直接説明することが適切と判

断される求人については、インターネットに公開しないこともありますのでご了承ください。

　④　紹介と選考
　　　中学校と同様選考開始の期日が下記のように定められておりますので厳守してください。

推薦開始期日　令和５年９月５日以降
（文書の到達する日）

選考開始期日　令和５年９月16日以降

　　　ただし、沖縄県は８月30日以降推薦開始となっております。

　　※特に選考にあたりましては、必ず14～15頁の「選考にあたっての留意事項」を熟読願います。

　⑤　紹介の手続き
　　○　高校求人については、学校から直接事業所に応募書類が送付されます。

　⑥　学校訪問
　　○ 　求人者が求人活動のために高等学校を訪問することについては、学校に事前に了解を得てくだ

さい。

　　　※（12頁⑵「学校訪問」を参照のこと。）

　③　高卒就職情報WEB提供サービスについて
　　　　　 　高卒就職情報WEB提供サービスは、公共職業安定所で受け付けた新規高等学校卒業者に対す

る求人情報や公共職業安定所で入力したイベント等の情報を、高等学校の進路指導担当教諭を通

じて提供し、新規高等学校卒業者の就職活動を支援するシステムです。全国高等学校便覧や都道

府県高等学校就職問題検討会議における申し合わせ等（各都道府県ごとの複数応募の推薦可能時

期等）、求人者マイページを含む求人申込み手続き等が閲覧できます。

　　　　　URL：https://koukou.gakusei.hellowork.mhlw.go.jp/

－－11－－



２　求人活動のルール

求人活動はお互いに求人秩序を守り、公正かつ適正な求人活動が

行われるよう十分留意してください。

 ⑴　家庭訪問の禁止
　　 　求人活動のために求人者又はその委託を受けた者が直接生徒の家庭を訪問することは、全面的に

禁止されています。

 ⑵　学校訪問
　　　中学　 求人者が求人活動のため中学校を訪問することについては、各都道府県によって規制内容

が異なっている場合もありますので、事前に学校又は学校管轄安定所にお間い合せくださ

い。

　　　高校　 求人申込みのための学校訪問は事業所を管轄する安定所の確認印のある求人票持参のう

え、７月１日以降行ってください。また、管轄安定所に求人申込みを行った日以降、求人

者が情報提供のための学校訪問を行うことは求人票の返戻前であっても差し支えありませ

ん。ただし、学校を訪問する場合は事前に学校の了解を得て訪問してください。

 ⑶　職場見学
　　 　職場見学は、生徒が事前に職業や職場への理解を深め、適切な職業選択ができることを目的とし

ているため、応募書類等の提出を求めたり、採用選考に直接つながる質問をしたり、内定と受け取

られるような話をしないようにしてください。

　　 　また、特定の高校の生徒だけでなく、できる限り多くの高校生が参加できるよう特段のご配意を

お願いします。

 ⑷　利益供与の禁止
　　 　求人者又はその委託を受けた者が、新規学校卒業者、その保護者、その他の関係者に対し、金品

又は利便の供与を行うことにより新規学校卒業者の求人活動を行うことは禁止されています。

 ⑸　縁故募集
　　 　縁故募集については、人間関係の面などで長所がある反面、雇用条件が不徹底であるとか求人秩

序を乱すおそれがあるなど欠点も多く、職場不適応等をおこす原因ともなりますので、なるべく公

共職業安定所を通しての採用をおすすめします。
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 ⑹　文書募集の制限
　　 　新規学校卒業予定者を対象とする取扱いについては、特に、中学・高等学校卒業予定者を対象と

する文書募集につきまして、一定の規制がありますので取扱いに十分注意してください。

　　 　新規中学・高等学校卒業予定者を対象とした新聞広告やポスター、テレビ、ラジオ、インターネ

ット等による募集についてはこれら新規学校卒業者の職業生活に対する知識、職業選択に対する判

断力等が乏しい点を考慮して、特別の職業指導を行う必要があります。したがって、

　　ア．中卒者を対象とする文書募集は、全面禁止されています。

　　イ．高卒者を対象とする文書募集は、７月１日以降、次の条件に留意した上で行うことができます。

　　　a　安定所へ申込みを行った求人であること。

　　　b　求人者管轄安定所名、求人受付番号を記載すること。

　　　c　求人票記載内容と異なる内容のものでないこと。

　　　d　応募の受付けは、学校又は安定所を通じて行うこと。

 ⑺　現地公共職業安定所への訪問
　　 　求人者が、求人活動のため、現地公共職業安定所を訪問される場合は、求人申込み以後に実施し

てください。

 ⑻　求人秩序を乱す行為に対する措置
　　 　以上の禁止規制に違反行為があった場合は「紹介停止」等の措置を受けることとなりますので、

十分ご留意のうえ公正な求人活動をお願いします。

２　求人活動のルール

求人活動はお互いに求人秩序を守り、公正かつ適正な求人活動が

行われるよう十分留意してください。

 ⑴　家庭訪問の禁止
　　 　求人活動のために求人者又はその委託を受けた者が直接生徒の家庭を訪問することは、全面的に

禁止されています。

 ⑵　学校訪問
　　　中学　 求人者が求人活動のため中学校を訪問することについては、各都道府県によって規制内容

が異なっている場合もありますので、事前に学校又は学校管轄安定所にお間い合せくださ

い。

　　　高校　 求人申込みのための学校訪問は事業所を管轄する安定所の確認印のある求人票持参のう

え、７月１日以降行ってください。また、管轄安定所に求人申込みを行った日以降、求人

者が情報提供のための学校訪問を行うことは求人票の返戻前であっても差し支えありませ

ん。ただし、学校を訪問する場合は事前に学校の了解を得て訪問してください。

 ⑶　職場見学
　　 　職場見学は、生徒が事前に職業や職場への理解を深め、適切な職業選択ができることを目的とし

ているため、応募書類等の提出を求めたり、採用選考に直接つながる質問をしたり、内定と受け取

られるような話をしないようにしてください。

　　 　また、特定の高校の生徒だけでなく、できる限り多くの高校生が参加できるよう特段のご配意を

お願いします。

 ⑷　利益供与の禁止
　　 　求人者又はその委託を受けた者が、新規学校卒業者、その保護者、その他の関係者に対し、金品

又は利便の供与を行うことにより新規学校卒業者の求人活動を行うことは禁止されています。

 ⑸　縁故募集
　　 　縁故募集については、人間関係の面などで長所がある反面、雇用条件が不徹底であるとか求人秩

序を乱すおそれがあるなど欠点も多く、職場不適応等をおこす原因ともなりますので、なるべく公

共職業安定所を通しての採用をおすすめします。
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３　採用選考から受入れまで

 ⑴　選考にあたっての留意事項

　 　新規学校卒業者の採用選考につきましては、あくまでも本人の有する職業への適性、能力が採用職

種に適合するかどうかを判断し行ってください。従って適性、能力に直接関係のない本籍地や親の学

歴、職業、収入、資産等を選考の基準とすることは本人の隠れた素質を見失うばかりでなく、将来伸

びようとする大切な芽をつみとり企業にとってもマイナスとなります。

　 　応募する生徒が成長過程にあることを考慮して長所や可能性を積極的に見出し、採用しようとする

方向で選考が行われるようお願いします。

（参考）職業安定法第３条

　何人も、人種、国籍、信条、性別、社会的身分、門地、従前の職業、労働組合の組合員である

こと等を理由として、職業紹介、職業指導等について、差別取扱を受けることがない。（以下略）

　　　 　　　　　　　　求人票に添えて求人者が学校に直接送付提出する、いわゆる推薦依頼文に求め

る人物像等を記載して推薦を依頼する事例が見受けられますが、これらは就職先の職場環境によ

って左右される事項でもあり、また学校教師等の主観による推薦をまねくなど、客観性を欠く採

用条件ともなりますので記載しないようにしてください。

　　　 　したがって、推薦依頼文はあくまでも、時候のあいさつ程度にとどめ、締切日・選考日時・場

所・携帯品などの必要最小限度の記入が望ましいのです。

　　　 　　　　　　を実施する場合は学校教育の内容を十分ご理解いただき、あくまでも作業遂行に必

要な適性、能力を判定する観点から実施するようお願いします。

　　　  　　　　　については、採用職種の作業遂行能力の判定上必要なものだけにとどめてください。

「私の家族」「おいたち」などのテーマは本人の家族状況、生育歴や思想、信条等を選考の過程

に持ち込むことになりますので記述させないようお願いします。

　　　 　　　　　はあらかじめ、その目的、方法、質問内容等を明確に定めて実施していただくととも

に応募する生徒の立場を十分考慮し基本的人権を尊重する観点で実施してください。

　　　 　なお、選考の際に、本人中心でなく本人をとりまく家族状況（家族の職業・収入・住宅の状況）

によって判断することは、本人中心であるべき選考の正しい判断を妨げることになります。

　　　 　また、応募者の適性・能力に関係のない思想・信条・宗教・加入団体等についての質問は、応

募者の適性・能力に対する判断に誤りをきたすばかりでなく、応募者の基本的人権を侵す恐れが

ありますのでやめてください。

　　　 　　　　　　採用選考に関する身元調査には予断と偏見が入りやすく、事実がゆがめられて報告

されることが少なくありません。このようなことが思いがけない不公平な結果を生み出すことに

なり、本人の適性・能力を中心とした公正な選考を阻害することになりますので絶対に行わない

でください。

　　　 　　　　　　は、中学は職業相談票（乙）を、高校は全国高等学校統一用紙を使用することにな

１　推薦依頼文書

２　学科試験

３　作　文

４　面　接

５　家庭調査

６　応募書類
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っています。とくに高校の場合、求人者が独自に応募書類を定めて使用したりする例が見受けら

れることがありますが、選考当日においても事業所独自の用紙の使用はもとより、全国高等学校

統一用紙以外の書類の使用又は提出を求めることは絶対に行わないようお願いします。

　　　 　　　　　　採用選考時の健康診断については、学校保健法第４条または第６条の規定の中で定

期的に実施していますので、各学校からの推薦を尊重し、あえて実施する必要性はないと判断さ

れます。（60～61頁「採用選考時の健康診断」参照）

　　　 　選考にあたっての留意事項等につきましては、特にⅢ「公正な採用選考」を熟読いただき、従

来の選考方法をもう一度チェックされるようお願いします。

 ⑵　採用選考と採否通知

　①　選考方法
　　 　新規学卒者の選考方法は、学科試験、面接、適性検査等があり、各方法についてその必要性等を

十分検討のうえ、最も適切な方法を選び、求人票（中卒）・求人申込書に表示してください。なお、

書類選考のみで選考するというようにひとつの方法のみで選考する方法は、正確な評価に欠けるお

それがありますので、面接試験等を実施し、総合的に評価するようにしてください。

　　　また、応募があった場合すみやかに選考の日時や場所の略図を学校および本人へご連絡ください。

※適性検査を実施する場合は（インターネット上の受検含む）、選考開始時期（９月16日）以降に

実施してください。

応募者は採否の通知を待っています

「合格者のみに通知する」は不可です。

　②　採否（選考結果）の通知
　　 　選考結果の通知は、合否に関わらず、学校及び学校を通じて本人に、文書にてすみやかに（求人

票記載の日数厳守）行ってください。

　新規高卒予定者の応募・推薦は申し合わせにより、「９月中は１人１社、10月１日以降１人２社

まで可」（神奈川県）となっています。選考結果通知が遅れますと、採用に至らなかった生徒が他

企業へ応募する機会が失われる重大な結果となりますので、この点を十分にご配慮ください。

　　 　また、学卒者を紹介した公共職業安定所は、求人の充足状況や今後の募集予定を把握する必要が

ありますので、すみやかに必ず報告してください。（選考結果については詳細に記述しておいてく

ださい。）

　　　なお、不採用の場合は、その理由を具体的に明記し、応募書類とともに学校に送付してください。

　　※採否の通知にあたりましては、個人情報保護のため、誤送付・誤送信にご留意してください。

 ⑶　採用決定者への連絡（内定後であっても、本人との連絡は学校を通してください。）

いろいろのご苦心を経て採用を決定されましたが、赴任迄にはまだ日時があります。採用決定者

が元気な顔で入職してこれるよう本人や家族に連絡をたやさないようにすることが必要です。愛

情のこもる連絡が、就職者には親近感を、家族には信頼感を与えます。

　①　就職者への連絡
　　 　定期的に、順次つぎの事柄を知らせましょう。（１回に多くの事柄を急いで知らせようとすると

７　健康診断

３　採用選考から受入れまで

 ⑴　選考にあたっての留意事項

　 　新規学校卒業者の採用選考につきましては、あくまでも本人の有する職業への適性、能力が採用職

種に適合するかどうかを判断し行ってください。従って適性、能力に直接関係のない本籍地や親の学

歴、職業、収入、資産等を選考の基準とすることは本人の隠れた素質を見失うばかりでなく、将来伸

びようとする大切な芽をつみとり企業にとってもマイナスとなります。

　 　応募する生徒が成長過程にあることを考慮して長所や可能性を積極的に見出し、採用しようとする

方向で選考が行われるようお願いします。

（参考）職業安定法第３条

　何人も、人種、国籍、信条、性別、社会的身分、門地、従前の職業、労働組合の組合員である

こと等を理由として、職業紹介、職業指導等について、差別取扱を受けることがない。（以下略）

　　　 　　　　　　　　求人票に添えて求人者が学校に直接送付提出する、いわゆる推薦依頼文に求め

る人物像等を記載して推薦を依頼する事例が見受けられますが、これらは就職先の職場環境によ

って左右される事項でもあり、また学校教師等の主観による推薦をまねくなど、客観性を欠く採

用条件ともなりますので記載しないようにしてください。

　　　 　したがって、推薦依頼文はあくまでも、時候のあいさつ程度にとどめ、締切日・選考日時・場

所・携帯品などの必要最小限度の記入が望ましいのです。

　　　 　　　　　　を実施する場合は学校教育の内容を十分ご理解いただき、あくまでも作業遂行に必

要な適性、能力を判定する観点から実施するようお願いします。

　　　  　　　　　については、採用職種の作業遂行能力の判定上必要なものだけにとどめてください。

「私の家族」「おいたち」などのテーマは本人の家族状況、生育歴や思想、信条等を選考の過程

に持ち込むことになりますので記述させないようお願いします。

　　　 　　　　　はあらかじめ、その目的、方法、質問内容等を明確に定めて実施していただくととも

に応募する生徒の立場を十分考慮し基本的人権を尊重する観点で実施してください。

　　　 　なお、選考の際に、本人中心でなく本人をとりまく家族状況（家族の職業・収入・住宅の状況）

によって判断することは、本人中心であるべき選考の正しい判断を妨げることになります。

　　　 　また、応募者の適性・能力に関係のない思想・信条・宗教・加入団体等についての質問は、応

募者の適性・能力に対する判断に誤りをきたすばかりでなく、応募者の基本的人権を侵す恐れが

ありますのでやめてください。

　　　 　　　　　　採用選考に関する身元調査には予断と偏見が入りやすく、事実がゆがめられて報告

されることが少なくありません。このようなことが思いがけない不公平な結果を生み出すことに

なり、本人の適性・能力を中心とした公正な選考を阻害することになりますので絶対に行わない

でください。

　　　 　　　　　　は、中学は職業相談票（乙）を、高校は全国高等学校統一用紙を使用することにな
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なかなか理解できなかったり、忘れてしまうことがあります。）

　　◦ 　県外の学卒者に対しては、これから生活していくうえでの心構えや、注意事項をあらかじめ知

らせておくことが大切です。

　　◦ 　事業所の内容や将来性、入社後従事する仕事の内容、労働条件、福利厚生施設等をはっきりと

知らせる。

　　◦ 　宿舎の所在地、略図ほか周囲の環境、施設の内容を写真にして送る。

　　◦ 　赴任する方法、日時をわかりやすく知らせる。（家族の付添いについては確認すること。）

　　◦ 　赴任の際に持参する品物（例えば寝具、身の回り品、印鑑、転出証明書等）の目録を作って送

る。

　　◦ 　赴任の際に送る小荷物の送り先、最寄駅名や荷物の送付方法等を知らせる。

　　◦ 　定時制、通信制高校等の入学希望者には、必要な事柄を連絡してあげましょう。

　　◦ 　社内報や機関誌等を発刊の都度送付しておくことも一方法でしょう。

　②　予期しない事態が発生した場合の連絡
　　 　やむを得ず採用取消し、赴任日の変更、労働条件の変更等がありましたら、独断で行わず、すみ

やかに求人申込み公共職業安定所へ連絡をとるようお願いします。

　③　入社前に提出を求める書類
　　　採用内定時に求める書類は、「入社承諾書」だけにしてください。（102頁参照）

　　 　採用内定以降で「身元保証書」「従業員カード」の提出を求める場合は、本人に十分説明し了解

を得た上で行ってください。なお、戸籍謄（抄）本については、提出を求めないようにしてくださ

い。（104頁参照）

 ⑷　県外学卒就職者の赴任方法

　①　赴任させる方法
　　１　事業主引率　　　　２　単身赴任

　　　事業主引率とは……事業主の方が直接先方へ出向いて、採用決定者を引率する方法です。

　　　単身赴任とは……… 採用決定者がひとりで、あるいは保護者等に引率を依頼する方法です。

　②　赴任方法の通知
　 　事業所で決めた採用決定者の赴任方法は、なるべく早めに、送出公共職業安定所、出身学校、採用

決定者あてに知らせることが必要です。

　 　事業主引率の場合は、赴任の日時、集合場所、引率者の氏名、輸送の方法や経路などを詳しく書き

添えてください。また単身赴任の場合は保護者が引率するようお願いします。

　 　特に新規中学卒業者の場合は２月末日までに赴任受入計画について受入・送出公共職業安定所及び
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出身中学校へ報告してください。
　また、赴任時期は卒業後とし、赴任終了後は７日以内に赴任受入れについて受入・送出公共職業安
定所及び出身中学校へ報告してください。

　 

 ⑸　学卒就職者の受入れと職場適応

いよいよ令和６年３月新規学卒就職者が皆さんの事業所に入ることになり、受入れの準備を進め
る段階になりました。
新規学卒者は、心身ともに未成熟な時期に社会生活に入り、企業での活動に参加するわけですから、
そこでの不安やとまどいは大変なものです。新規学卒者が、よき職業人、よき社会人として健全
な成長を遂げるよう皆さんの温かいご配慮をお願いします。

　①　就業開始期日について
　　 　新規中学校卒業者の就業開始（実習、研修等を含む）時期は、労働基準法第56条の規定により令

和５年４月１日以降としてください。

　　 　また、新規高等学校卒業者の就業開始時期については３月31日までは高等学校に籍があることか

らできる限り令和６年４月１日以降としてください。

　　 　卒業するまでは学業（授業、テスト、学校行事等）が優先となります。卒業前の実習・教育訓練
等の研修は学校教育に支障を及ぼすことが考えられるため、入社後は事業主の指揮命令のもとで行
ってください。
　なお、次のような場合もすべて事前研修と考えますのでご注意ください。生徒・家族にとって、
内定先事業所からの研修参加要請等は心理的に断りにくいものですので、ご配慮をお願いします。

○オリエンテーションの開催　　○研修　　○入社の打合せ会（内定者説明会）
○忘年会、新年会等への出席　　○レポートの提出

　　 　ただし、ある程度の人員を採用する事業所で制服等の採寸を行う場合は、事前に学校の了承を得
て授業に影響のない日、時間帯であればやむを得ないこととします。

　②　受入れ体制の点検整備について
　　ア　求人条件の確認
　　 　まず、公共職業安定所に申込んだ「学卒求人票」の内容を、手持の控によって再確認してくださ

い。実際に履行されるべき雇用条件は、求人票記載の内容と同じか、それ以上であることが絶対必
要です。特に賃金就業時間等の雇用条件の相違は、就職後の離転職につながる原因となりやすいも
のです。

　　イ　直接指導者の訓練
　　 　事前に、学卒者の指導係、相談相手など、適任者を選定しておきましょう。また、それ以外の先

輩従業員に対しても、社内掲示等の方法で、学卒者の迎え方、育て方を指導するなど、全社的な受
入れ体制づくりが必要です。

　　ウ　適正配置計画
　　　職場配置前の研修、教育・訓練を行ってください。

なかなか理解できなかったり、忘れてしまうことがあります。）

　　◦ 　県外の学卒者に対しては、これから生活していくうえでの心構えや、注意事項をあらかじめ知

らせておくことが大切です。

　　◦ 　事業所の内容や将来性、入社後従事する仕事の内容、労働条件、福利厚生施設等をはっきりと

知らせる。

　　◦ 　宿舎の所在地、略図ほか周囲の環境、施設の内容を写真にして送る。

　　◦ 　赴任する方法、日時をわかりやすく知らせる。（家族の付添いについては確認すること。）

　　◦ 　赴任の際に持参する品物（例えば寝具、身の回り品、印鑑、転出証明書等）の目録を作って送

る。

　　◦ 　赴任の際に送る小荷物の送り先、最寄駅名や荷物の送付方法等を知らせる。

　　◦ 　定時制、通信制高校等の入学希望者には、必要な事柄を連絡してあげましょう。

　　◦ 　社内報や機関誌等を発刊の都度送付しておくことも一方法でしょう。

　②　予期しない事態が発生した場合の連絡
　　 　やむを得ず採用取消し、赴任日の変更、労働条件の変更等がありましたら、独断で行わず、すみ

やかに求人申込み公共職業安定所へ連絡をとるようお願いします。

　③　入社前に提出を求める書類
　　　採用内定時に求める書類は、「入社承諾書」だけにしてください。（102頁参照）

　　 　採用内定以降で「身元保証書」「従業員カード」の提出を求める場合は、本人に十分説明し了解

を得た上で行ってください。なお、戸籍謄（抄）本については、提出を求めないようにしてくださ

い。（104頁参照）

 ⑷　県外学卒就職者の赴任方法

　①　赴任させる方法
　　１　事業主引率　　　　２　単身赴任

　　　事業主引率とは……事業主の方が直接先方へ出向いて、採用決定者を引率する方法です。

　　　単身赴任とは……… 採用決定者がひとりで、あるいは保護者等に引率を依頼する方法です。

　②　赴任方法の通知
　 　事業所で決めた採用決定者の赴任方法は、なるべく早めに、送出公共職業安定所、出身学校、採用

決定者あてに知らせることが必要です。

　 　事業主引率の場合は、赴任の日時、集合場所、引率者の氏名、輸送の方法や経路などを詳しく書き

添えてください。また単身赴任の場合は保護者が引率するようお願いします。

　 　特に新規中学卒業者の場合は２月末日までに赴任受入計画について受入・送出公共職業安定所及び
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─ 16 ─

　　 　就職直後の相当期間を導入教育にあて、職務遂行上必要とする知識と技能を付与したうえで、職

場に配置することが大切です。

　　　また就職者各人を適正に配置して仕事に対する意欲と自信を持たせ、職責を自覚させてください。

　　 　なお、配置・教育訓練にあたり、性別により異なる取扱いを行うことは男女雇用機会均等法によ

り禁止されています。

　③　就職後の職場適応指導について
　　 　入職して２ヵ月～３ヵ月位たつと離職が急増します。これは、仕事や環境にも幾分なれ、緊張感

もようやくほぐれて、周囲を見まわしたとき、期待と現実のギャップを意識することに原因がある

ようです。この時期は定着上もっとも大切な時期ですから、不平・不満を早く汲みあげ、早期に最

善の解決策を講ずることが肝要です。

　　 　こうしたことから新規学卒就職者を一日でも早く職場に適応させるため、中卒者や障害者等職場

定着上特別の指導を要する者に対し、安定所職員及び相談員が就職直後から計画的、継続的に就職

先事業所を訪問し、職場適応指導を実施しています。職員等の訪問の際には求人者各位の御協力を

お願いします。

 ⑹　公共職業安定所及び学校への連絡

　①　求人数、求人条件等を変更した場合
　　 　求人受付後、求人条件等を変更する場合、また、止むを得ず求人取消しや採用内定取消し、入職

時期の繰り下げ等を行おうとする場合には、必ず事前に公共職業安定所及び学校に連絡してください。

　②　採否の結果が判明した場合
　　 　応募者の採用選考を実施した結果については、採否結果通知書（101頁参照）により通知してくだ

さい。

　③　学校または現地公共職業安定所等の訪問計画がある場合
　　 　学校または現地公共職業安定所等の訪問される場合は、事前に了解を得てからにしてください。

　④　その他行政機関に対し連絡または報告の必要があると認められた場合
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求職者に対して、従事すべき業務内容、賃⾦、労働時間、その他
の労働条件を明示することが、職業安定法第5条の３により義務
付けられています。労働条件などの明示は、労働者が職場に適応
してその能⼒を有効に発揮するためにも、就職後のトラブルを避
ける上からも重要です。

労働条件は、そのまま採用後の労働条件になることが期待されて
います。求職者から誤解を生じにくいかたちで、正確かつわかり
やすく記載してください。
ハローワークの窓口では、わかりやすい記載方法のアドバイスを
⾏っています。お気軽にご相談ください。

また、労働条件を正確に伝えることに加えて、平均勤続年数や研
修の有無および内容といった職場情報を新卒者等に提供すること
が、「若者雇用促進法」によって求められています。

求人事業主の皆さまへ

（事業主の方へ）

求人申込書（高卒）の
書き方のポイント

厚⽣労働省・都道府県労働局・ハローワーク

求人の募集中止及び募集人員の削減をする場合は、ハローワークに連絡する必
要があります。
労働条件及び求人申込書に記載した内容は変更しないでください。
やむを得ず変更する場合は速やかにハローワークにご連絡ください。
応募者の基本的人権を尊重し、適性・能力のみを基準とした、公正な採用選考
を行ってください。
https://www.mhlw.go.jp/www2/topics/topics/saiyo/saiyo.htm

LL040331首03

─ 16 ─

　　 　就職直後の相当期間を導入教育にあて、職務遂行上必要とする知識と技能を付与したうえで、職

場に配置することが大切です。

　　　また就職者各人を適正に配置して仕事に対する意欲と自信を持たせ、職責を自覚させてください。

　　 　なお、配置・教育訓練にあたり、性別により異なる取扱いを行うことは男女雇用機会均等法によ

り禁止されています。

　③　就職後の職場適応指導について
　　 　入職して２ヵ月～３ヵ月位たつと離職が急増します。これは、仕事や環境にも幾分なれ、緊張感

もようやくほぐれて、周囲を見まわしたとき、期待と現実のギャップを意識することに原因がある

ようです。この時期は定着上もっとも大切な時期ですから、不平・不満を早く汲みあげ、早期に最

善の解決策を講ずることが肝要です。

　　 　こうしたことから新規学卒就職者を一日でも早く職場に適応させるため、中卒者や障害者等職場

定着上特別の指導を要する者に対し、安定所職員及び相談員が就職直後から計画的、継続的に就職

先事業所を訪問し、職場適応指導を実施しています。職員等の訪問の際には求人者各位の御協力を

お願いします。

 ⑹　公共職業安定所及び学校への連絡

　①　求人数、求人条件等を変更した場合
　　 　求人受付後、求人条件等を変更する場合、また、止むを得ず求人取消しや採用内定取消し、入職

時期の繰り下げ等を行おうとする場合には、必ず事前に公共職業安定所及び学校に連絡してください。

　②　採否の結果が判明した場合
　　 　応募者の採用選考を実施した結果については、採否結果通知書（101頁参照）により通知してくだ

さい。

　③　学校または現地公共職業安定所等の訪問計画がある場合
　　 　学校または現地公共職業安定所等の訪問される場合は、事前に了解を得てからにしてください。

　④　その他行政機関に対し連絡または報告の必要があると認められた場合
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４　大学等の求人について

 ⑴　大学等求人の流れ等

　 　大学等とは、学校教育法第１条の規定による大学（大学院、短期大学を含む）、高等専門学校、お

よび同法125条３の規定による専修学校、並びに職業能力開発促進法第15条の７第１項各号に掲げる

施設のうち高卒２年訓練課程の修了予定者です。

　①　求人の申込みと求人票等の作成について
　　○ 　公共職業安定所での求人申込み受付は２月１日からです。

手続き方法は３種類

　　　 求人お申込み後、公共職業安定所で求人内容の確認をします。

 

　　〇 　前年度等の大卒求人票を転用して申込みをする場合は、前年度等の大卒求人票の変更箇所が分

かるように朱書き訂正して提出することもできます。

　　〇 　公共職業安定所で受け付けた求人票（105～106頁）を必要部数複写して求人者から４月１日以

降直接各大学等に送付し、推薦を依頼することができます。

　　〇 　大学等から「自己申告書」の提出を求められた場合は、ご協力をお願いします。

　②　公共職業安定所で受理した求人票について
　　 　公共職業安定所で受理した求人票は、全国の公共職業安定所において、４月１日以降公開します。

　　　また、ハローワークインターネットサービスによる求人情報の公開ができます。

　③　採用と選考について
　　 　大学等卒業予定者の採用選考活動の開始は、６月１日以降となります。また、採用に際しては、

特定の大学や、二部学生、身体に配慮を要する学生等を除外することなく、すべての学生に応募と

受験の機会を与えてください。

　　　なお、採用内定は10月１日以降行ってください。

⒜　求人申込書（大卒）（39 頁～ 49 頁参照）を記入して提出

⒝　公共職業安定所内にある端末で求人情報を仮登録

⒞　ハローワークインターネットサービス上の求人者マイページから求人情報を仮登録
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４　大学等の求人について

 ⑴　大学等求人の流れ等

　 　大学等とは、学校教育法第１条の規定による大学（大学院、短期大学を含む）、高等専門学校、お

よび同法125条３の規定による専修学校、並びに職業能力開発促進法第15条の７第１項各号に掲げる

施設のうち高卒２年訓練課程の修了予定者です。

　①　求人の申込みと求人票等の作成について
　　○ 　公共職業安定所での求人申込み受付は２月１日からです。

手続き方法は３種類

　　　 求人お申込み後、公共職業安定所で求人内容の確認をします。

 

　　〇 　前年度等の大卒求人票を転用して申込みをする場合は、前年度等の大卒求人票の変更箇所が分

かるように朱書き訂正して提出することもできます。

　　〇 　公共職業安定所で受け付けた求人票（105～106頁）を必要部数複写して求人者から４月１日以

降直接各大学等に送付し、推薦を依頼することができます。

　　〇 　大学等から「自己申告書」の提出を求められた場合は、ご協力をお願いします。

　②　公共職業安定所で受理した求人票について
　　 　公共職業安定所で受理した求人票は、全国の公共職業安定所において、４月１日以降公開します。

　　　また、ハローワークインターネットサービスによる求人情報の公開ができます。

　③　採用と選考について
　　 　大学等卒業予定者の採用選考活動の開始は、６月１日以降となります。また、採用に際しては、

特定の大学や、二部学生、身体に配慮を要する学生等を除外することなく、すべての学生に応募と

受験の機会を与えてください。

　　　なお、採用内定は10月１日以降行ってください。

⒜　求人申込書（大卒）（39 頁～ 49 頁参照）を記入して提出

⒝　公共職業安定所内にある端末で求人情報を仮登録

⒞　ハローワークインターネットサービス上の求人者マイページから求人情報を仮登録
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２　令和５年度大学、短期大学及び高等専門学校卒業・修了予定者に係る就職について（申合わせ）
　　（令和４年３月28日　就職問題懇談会）

　大学、短期大学及び高等専門学校（以下「大学等」という。）は、経済・社会構造が大きく変化している状況の中で、学生に高い学力
と豊かな人間性を身につけさせた上で、社会に送り出す社会的使命を負っている。その責務を果たすためには、正常な学校教育と学生の
学修環境を確保することが不可欠である。
　その理念の下、国公私立の大学等で構成する就職問題懇談会は、令和５年度卒業・修了予定者の就職・採用活動が多様化している中
で、学生の均等な就職機会を確保するため、各大学等が取り組む事項について下記のとおり申し合わせる。
　この申合せを行うに当たり、各大学等においては、全教職員が協力し、全学的にこれを実行するよう努める。
　なお、就職活動の秩序維持に関して、各大学等が取り組むだけでなく、就職問題懇談会としても企業等に対し協力要請を行う。

記

１�．各大学等は、就職・採用選考活動に関する本申合せの大きな目的が、学生の学修時間の確保や留学などの多様な経験を得る機会の確
保など、学生の学修環境の整備であることを再度認識する。その上で、各大学等は、学事暦に十分に配慮し、以下の就職・採用選考活
動の日程を遵守するとともに、企業等に対して、その遵守を要請する。

　　　・広報活動開始ⅰ� ：　卒業・修了年度に入る直前の３月１日以降
　　　・採用選考活動開始ⅱ� ：　卒業・修了年度の６月１日以降
　　　・正式な内定日� ：　卒業・修了年度の10月１日以降

　なお、海外留学や教育実習に取り組む学生も考慮して、多様性に配慮した広報活動及び採用選考活動を実施することを企業等に要請
する。
　また、卒業・修了後であっても新卒採用に応募を可能とすることも要請する。

２�．各大学等は、就職・採用選考活動に関し、学生に対して、関連情報の周知や情報提供に努めるとともに、個別の相談や指導等を行
い、企業等に具体的な対応を要請する必要がないか確認するなど、きめ細かな支援を行う。

３�．各大学等は、採用選考において学生の学業への取組状況を適切に評価するよう企業等に要請するとともに、企業等で適切な評価に資
する情報を、積極的に提供し、学生が自らの成果を企業等に対して容易に説明ができるように努める。

４�．各大学等は、インターンシップの本来の趣旨に鑑み、その教育的効果を高めることに努める。また、「企業説明会」については、
「ワンデーインターンシップ」などと称して実施することがないよう、特に留意すること、なお、インターンシップ等で取得した学生
情報について、広報活動・採用選考活動に使用しないことを、企業等に要請する。
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５�．各大学等は、学生が求人広告会社やその他就職支援サービス会社を利用するに当たっては、新卒採用サービスの多様化に伴い、学生
がその特徴を十分に理解した上で、業界・企業の十分な研究を通じて、適切な利用方法により、進路を検討するよう学生への周知・指
導すること。なお、就職・採用選考活動の早期化を増長させないよう、学内での案内にも十分に留意すること。

　具体的取組

１．就職・採用選考活動の円滑な実施

（１）就職・採用選考活動日程に関する留意事項
　　 �大学等は、就職・採用選考活動の日程及びそれに付随して実施される「企業説明会」、「学校推薦」、「正式内定開始日」につい

て、以下の取扱いを遵守すること。
①「企業説明会」の取扱い
　�　企業等が採用を目的として、事前に採用予定数や選考日程などの採用情報を広く学生に発信する「企業説明会」に対する会場提供
や協力については、卒業・修了前年度３月１日以降とすること。また、「ワンデーインターンシップ」などと称して、就業体験を伴
わず、実態として特定の企業の説明にとどまるプログラムとならないように留意すること。
②学校推薦の取扱い
　　学校推薦は、卒業・修了年度の６月１日以降とすること。
③正式内定に至るまでの対応
　�　学生が正式内定に至るまで、いたずらに複数の内々定を保有した状態を継続することがないよう誠意ある対応に努めることを指導
するとともに、９月30日以前の内々定は学生を拘束するものではない旨を周知徹底すること。

（２）学生への周知・情報提供
①�就職・採用選考活動に関して注意すべき点の十分な周知
　�　各大学等は、学生が混乱することのないよう、就職・採用選考活動の時期等について、その趣旨を含めて、学生に対して十分に周
知すること。特に、採用選考活動が授業期間と重複するスケジュールであることを踏まえ、学生個々の学業と採用選考関係の日程が
重複する場合には、採用選考関係の日程調整に関して企業等に相談することが可能であることを周知・指導すること。
②�留学や教育実習等を希望する学生への周知
　�　各大学等は、留学や教育実習等を検討している学生には、企業等が様々な募集機会を設けることについて、積極的に検討するよう
依頼しているとともに、そうした機会を提供している場合には、企業等が情報発信するよう求めていること等を周知・指導するこ
と。
③�就職関連情報の積極的な提供
　�　学生が進路選択する際の検討に資するため、各大学等は、特定の企業に偏らない様々な企業に関する情報や、学部・分野別の就職
実績等に関する情報の積極的な提供に努めること。また、海外への留学や外国人留学生の受入れを積極的に進めている大学等は、日
本人海外留学者ⅲや外国人留学生に対し、企業での採用に関する情報をインターネットなどの多様な通信手段も活用して積極的に提
供し、就職活動において不利にならないよう配慮すること。

（３）学修成果等に関する情報の公表等の実施
 �　各大学等は、学生の卒業・修了前年度までの学業への取組状況を学生が企業等に対して容易に説明ができるよう、企業等にとって
利用しやすい形（ｅポートフォリオなど）で提供するなど、当該取組状況の適切な評価に資する情報を企業等に積極的に提供するこ
と。

（４）相談体制の充実
 �　就職活動中の学生には、企業等からなかなか内々定がもらえないといったことや、企業等の職員からのハラスメントなど、あって
はならないことが過去に起こっていることから、ガイダンスなどを通じてあらかじめ学生に注意喚起するとともに、これらに学生が
巻き込まれた場合に適切な対応ができるよう、既存の就職支援窓口の充実や学生支援担当者の意識啓発を進めること。

２．就職・採用選考活動の公平・公正の確保について

（１）インターンシップに係る大学の関与と学生への周知
 �　インターンシップとは、「インターンシップの推進に当たっての基本的考え方Ⅳ」（以下、「三省合意」という）では「学生が在学
中に自らの専攻、将来のキャリアに関連した就業体験を行うこと」とされていることから、大学教育の一環として位置付けるととも
に、各大学等が積極的に関与すること。各大学等が実施に関わる場合は、「三省合意」及び「「インターンシップの更なる充実に向
けて�議論の取りまとめ」等を踏まえた「インターンシップの推進に当たっての基本的考え方」に係る留意点についてⅤ」を踏まえ、
適切な実施を徹底すること。
 �　学生に対しては、インターンシップは原則として就職・採用選考活動そのものではないということを周知すること。また、「ワン
デーインターンシップ」などと称して、実質的に就業体験が伴わず業務説明の場となっているものについては、インターンシップで
はない旨を周知すること。
 �　加えて、実質的に業務説明の場となっているインターンシップと称するものへの参加を理由に授業等を欠席することは認めないこ
とが望ましいこと。
 �　なお、不適切な取組が行われていることを確認した場合には、各大学等において、今後の学生に対する指導等の際、必要に応じて
当該企業等に関する情報として共有すること。

　（２）企業がインターンシップ等で取得した学生情報の取扱い
 �　各大学等は、企業等がインターンシップ等で取得した学生情報について、広報活動・採用選考活動に使用しないことを要請するこ
と。ただし、令和５年度卒業・修了予定者を対象とし、広報活動・採用選考活動の開始期日以降に実施されるインターンシップで、
あらかじめ広報活動・採用選考活動の趣旨を含むことが示されている場合は、この限りではない。
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３．その他の事項について

（１）求人広告会社やその他就職支援サービス会社の利用
 �　各大学等は、学生が求人広告会社やその他就職支援サービス会社を利用した就職活動を行う際には、それらが本申合せを遵守した
サービスであることを確認するとともに、学生がそれぞれのサービスの特徴を十分に理解した上で利用するように指導し、学生が学
業と就職活動を両立できる環境の確保に努めること。なお、就職・採用選考活動の早期化を増長させないよう、学内での案内にも十
分に留意すること。

（２）各大学等における職員採用の対応
 　企業等への就職・採用選考活動のみならず、各大学等における職員採用においても、本申合せを踏まえた対応を行うこと。

（３）本申合せの周知
 �　各大学等は、本申合せの内容について、学内の教職員はもとより、学生への周知徹底を図り、学生に不安と混乱が生じないよう適
切に対応すること。
 �　また、企業等に対しても、本申合せの内容の周知を図ること。各大学等による企業等への直接的な要請は本申合せの趣旨の理解促
進に極めて重要であるため、各大学は主体的に上記に取り組み、一層の周知徹底に努めること。

（用語解説）

ⅰ　�広報活動とは、採用を目的として、業界情報、企業情報、新卒求人情報などを学生に対して広く発信していく活動を指す。
　�　開始期日の起点は、自社の採用サイトあるいは求人広告会社やその他就職支援サービス会社の運営するサイト等で学生の登録を受け
付けるプレエントリーの開始時点（令和５年度卒業・修了予定者は令和５年３月１日）とする。
　�　また、会社説明会などのように、学生が自主的に参加又は不参加を決定することができるイベントは、その後の選考活動に影響しな
い旨を明示するとともに、学事日程に十分配慮すること。
　�　開始期日前は、ホームページにおける文字や写真、動画などを活用した情報発信、文書や冊子等の文字情報によるＰＲなど、不特定
多数に向けた情報発信にとどめ、学生情報の取得や学生情報を活用した活動は行わないこと。
　（広報活動日程を事前に公表することは差し支えない。）
　�　なお、求人広告会社やその他就職支援サービス会社は、開始期日の前後を問わず大学の授業・試験期間を十分に配慮したサイト等の
運　営に留意すること。
　�　求人広告会社やその他就職支援サービス会社とは、従来の就職情報会社のみならず、学生の就職支援サービスに関わるすべての民間
企業・団体を指す。

ⅱ�　採用選考活動とは、一定の基準に照らして学生を選抜することを目的とした活動を指す。具体的には、選考の意思をもって学生の順
位付け又は選抜を行うもの、あるいは、当該活動に参加しないと選考のための次のステップに進めないものであり、こうした活動のう
ち、時間と場所を特定して行う面接や試験などの活動を指す。

ⅲ���令和５年度卒業・修了予定者のうち、留学期間が就職・採用選考活動の日程と重複する者など。

ⅳ��　「インターンシップの推進に当たっての基本的考え方」（平成27年12月10日一部改正　文部科学省、厚生労働省、経済産業省）
（抜粋）

　�　インターンシップと称して就職・採用活動開始時期前に就職・採用活動そのものが行われることにより、インターンシップ全体に対
する信頼性を失わせるようなことにならないよう、インターンシップに関わる者それぞれが留意することが、今後のインターンシップ
の推進に当たって重要である。

ⅴ�　�「インターンシップの更なる充実に向けて　議論のとりまとめ」等を踏まえた「インターンシップの推進に当たっての基本的考え
方」に係る留意点について～より教育的効果の高いインターンシップの推進に向けて～（平成29年10月25日　文部科学省、厚生労働
省、経済産業省）（抜粋）

１�．就業体験を伴わないプログラムをインターンシップと称して行うことは適切ではない。
　インターンシップについては、就業体験を伴うことが必要です。一方で、いわゆるワンデーインターンシップなど短期間で実施され
るプログラムの中には、就業体験を伴わず、企業等の業務説明の場となっているものが存在することが懸念されます。
インターンシップの信頼性の確保や教育効果の向上のため、こうしたプログラムをインターンシップと称して行うことがないよう御留
意ください。また、就業体験を伴わないプログラムについては、インターンシップと称さず、実態に合った別の名称（例：セミナー、
企業見学会）を用いてくださいますようよろしくお願いいたします。

２�．より教育効果の高いインターンシップの推進を図る
　　　（略）
　インターンシップを正規の教育課程に位置付ける場合には、「基本的考え方」にのっとりつつ、インターンシップの実施期間につい
ては、より教育効果を高める観点から、５日間以上の実習期間を担保することが望まれます。
　地域の事情や企業規模等により、連続した５日間の実習が困難な場合は、事前・事後学習との組合せや、５日間で複数の企業におい
て実習を行う等の形態も可能であると考えられますが、教育プログラムとして単位認定を行うものであれば、可能な限り連続した５日
間とするなど、一定期間のまとまりにより職業生活を体験することが有益であると考えられます。
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３ 公共職業安定所における取扱い 

令和５年度の安定所における取扱いは次のとおりとします。 

（１）求人票等の展示・公開等の取扱いについて 

令和５年度の大学等卒業予定者に係る求人票、求人要項等は、令和５年４月１日以降に

展示・公開する。 

また、当該求人申込みの受理開始は令和５年２月１日以降とする。 

安定所において求人申込みを受理する際には、当該求人者に求人票の展示・公開日につ

いて説明をするとともに、安定所では、令和５年度の大学等卒業予定者に対し同年５月 31

日以前には職業紹介を行わないことから、事業主等も当該求人票による採用選考活動を行

わないよう、安定所から事業主等に了解を得るものとする。 

なお、同年度の大学等卒業予定者が同年５月 31 日以前にハローワークの職業紹介を経ず

にハローワークインターネットサービス経由で応募（オンライン自主応募）をした場合に

ついても、当該求人票による採用選考を行わないよう、説明すること。 

（２）求人情報、ガイドブック等の発行について 

令和５年度の大学等卒業予定者を対象とした求人要項の記載のある求人情報、ガイドブ

ック等の発行は、令和５年４月１日以降に行うこととする。 

（３）大学等卒業予定者を対象とした就職面接会について 

安定所が主催する大学等卒業予定者を対象とした就職面接会は、地域の中小企業等と学

生等とのマッチングに大きな効果が期待されることから、採用選考活動開始以降、大学等

の学事日程等に最大限配慮しつつ、積極的に開催するものとする。 

なお、当該就職面接会の開催に当たっては、新型コロナウイルス感染症の感染防止策を

徹底するとともに、令和５年度の大学等卒業予定者のニーズに応じてオンラインを活用す

るものとする。 

（４）専修学校卒業予定者等の取扱いについて 

遵守要請は、令和５年度の専修学校卒業予定者及び公共職業能力開発施設等長期間の訓

練課程修了予定者を対象とするものではないが、安定所においては、これらの者も令和５

年度の大学等卒業予定者と同様の取扱いとする。 

（５）公平・公正で透明な採用の確保等 

   安定所としては、事業主等に対し、学生が安心して就職活動に取り組めるよう、次の点

について理解の促進を図るものとする。 

① 応募者に広く門戸を開き、応募者の適性・能力に基づいた公正な採用選考を行うこと。 

② 男女雇用機会均等法（雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法

律（昭和 47 年法律第 113 号））の趣旨に沿った採用活動を行うこと。 

③ セクシュアルハラスメントやパワーハラスメントを行わないとともに、学生等の意思に反

して就職活動の終了を強要するような行為等により、学生等の自由な就職活動を妨げない

ようにすること。 

④ 募集の中止、募集人員の削減、採用内定取消し及び入職時期繰下げが生じないよう、適切な

採用計画に基づいて採用内定を行うこと。 

⑤ 卒業・修了後少なくとも３年以内の既卒者の応募機会の確保に加えて、通年採用・秋期採用

や応募時の居住地に関係ない「地域限定正社員」制度の積極的な導入等、多様な選考・採用

機会の拡大に努めること。 

⑥ 大学等卒業予定者とともに、高校卒業予定者等についても安定的な採用の確保を図ること。 
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⑶　新卒応援ハローワークのご案内

　 　「横浜新卒応援ハローワーク」、川崎公共職業安定所内に「川崎新卒応援ハローワ
ーク」を設置し、大学院・大学・短期大学・高専、専修学校卒業年次の学生や卒業後
３年以内の方を重点的に就職支援を行っており、業務内容等は次のとおりです。

　　○　 希望職種の選定、エントリーシートや履歴書の作成、面接の受け方などの仕事
探しに関する相談や職業紹介。

　　○　大卒者等の全国求人情報等の検索や職業訓練情報の提供。
　　○　就職フェア（面接会）や就職活動に役立つ各種セミナーを開催。
　　○　臨床心理士による心理相談を実施（予約制）。
　　○　 キャリアインサイト（適職診断ツール）、VPI職業興味検査、厚生労働省編一

般職業適性検査（GATB）による適性診断を行ない、診断後は結果の解説やカ
ウンセリングを実施（予約制）。

　　○　企業への人材確保・定着支援

企業のみなさまへ
　新卒応援ハローワークでは、新卒者等の人材確保・定着に向けた支援を受けることが
できます。
　１． 新卒者等の人材確保を希望する企業の皆様に対し、求人充足に向けた相談・助言・

新卒者等の紹介を行います。
　２． 新卒者等の就職後のフォローアップとして、事業所訪問による雇用管理上の課題

の把握を行い、必要に応じて、新卒者等や企業の方々に対して職場定着のための
助言等を実施します。

横浜新卒応援ハローワーク

開設日時：平日９時30分から18時　　第１・３土曜日　10時から17時
　　　　　（日曜日、祝日、年末年始は除く）
URL：https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-hellowork/list/yokohama_shinsotsu.html
　　　＊横浜新卒応援ハローワークは、大卒求人のみを取り扱っております。
川崎新卒応援ハローワーク

開設日時：月曜日から金曜日（土・日曜日、祝日、年末年始を除く）
　　　　　８時30分から17時
URL：https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-hellowork/list/kawasaki_shinsotsu.html
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・求職者に対して、従事すべき業務内容、賃⾦、労働時間、
その他の労働条件を明示することが、職業安定法第5条の３
により義務付けられています。労働条件などの明示は、労働
者が職場に適応してその能⼒を有効に発揮するためにも、就
職後のトラブルを避ける上からも重要です。

・労働条件は、そのまま採用後の労働条件になることが期待
されています。求職者から誤解を生じにくいかたちで、正確
かつわかりやすく記載してください。やむを得ず求人内容を
変更する場合は、ハローワークへの申出や求人者マイページ
から速やかに修正し、常に最新の内容にしてください。

・ハローワークの窓口では、わかりやすい記載方法のアドバ
イスを⾏っています。お気軽にご相談ください。

・また、労働条件を正確に伝えることに加えて、平均勤続年
数や研修の有無および内容といった職場情報を新卒者等に提
供することが「若者雇用促進法」によって求められています。

・応募者の基本的人権を尊重し、適性・能⼒のみを基準とし
た、公正な採用選考を⾏ってください。
https://www.mhlw.go.jp/www2/topics/topics/saiyo/saiyo.htm

求人事業主の皆さまへ

（事業主の方へ）

求人申込書（大卒等）の
書き方のポイント

厚⽣労働省・都道府県労働局・ハローワーク
LL040331首01

⑶　新卒応援ハローワークのご案内

　 　「横浜新卒応援ハローワーク」、川崎公共職業安定所内に「川崎新卒応援ハローワ
ーク」を設置し、大学院・大学・短期大学・高専、専修学校卒業年次の学生や卒業後
３年以内の方を重点的に就職支援を行っており、業務内容等は次のとおりです。

　　○　 希望職種の選定、エントリーシートや履歴書の作成、面接の受け方などの仕事
探しに関する相談や職業紹介。

　　○　大卒者等の全国求人情報等の検索や職業訓練情報の提供。
　　○　就職フェア（面接会）や就職活動に役立つ各種セミナーを開催。
　　○　臨床心理士による心理相談を実施（予約制）。
　　○　 キャリアインサイト（適職診断ツール）、VPI職業興味検査、厚生労働省編一

般職業適性検査（GATB）による適性診断を行ない、診断後は結果の解説やカ
ウンセリングを実施（予約制）。

　　○　企業への人材確保・定着支援

企業のみなさまへ
　新卒応援ハローワークでは、新卒者等の人材確保・定着に向けた支援を受けることが
できます。
　１． 新卒者等の人材確保を希望する企業の皆様に対し、求人充足に向けた相談・助言・

新卒者等の紹介を行います。
　２． 新卒者等の就職後のフォローアップとして、事業所訪問による雇用管理上の課題

の把握を行い、必要に応じて、新卒者等や企業の方々に対して職場定着のための
助言等を実施します。

横浜新卒応援ハローワーク

開設日時：平日９時30分から18時　　第１・３土曜日　10時から17時
　　　　　（日曜日、祝日、年末年始は除く）
URL：https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-hellowork/list/yokohama_shinsotsu.html
　　　＊横浜新卒応援ハローワークは、大卒求人のみを取り扱っております。
川崎新卒応援ハローワーク

開設日時：月曜日から金曜日（土・日曜日、祝日、年末年始を除く）
　　　　　８時30分から17時
URL：https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-hellowork/list/kawasaki_shinsotsu.html
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５　新規学卒障害者にもっと雇用の場を

　～障害者をあなたの職場に積極的に迎えましょう～

　近年、社会における障害者の雇用についての理解と関心が高まり、障害者の雇用状況は着実に改善さ

れているところですが、まだ、多くの障害者の方々が働く場を求めており、依然厳しい状況が続いてお

ります。

　このような状況の中、公共職業安定所では、個々の障害者の特性、能力に見合った職場の開拓に努め

ています。事業主のみなさま、是非雇用の場の確保にご協力をお願いします。

　また、新規学卒障害者につきましては、就労、社会参加に向けた職場実習にご協力をお願いします（県

内の特別支援学校については152～153頁参照。）。

　～民間企業では、2.3%以上の障害者を雇用しなければなりません～

　「障害者の雇用の促進等に関する法律」により、事業主は、障害者雇用率（2.3%）によって計算され

る法定雇用障害者数以上の障害者を雇用しなければなりません（障害者雇用率制度）。

　もし、雇用率を達成していない場合は、まず、管轄の公共職業安定所へご相談ください。

　また、公共職業安定所では障害者就職面接会を実施しております。積極的な参加をお願いします。

　※ 　常用労働者43.5人以上雇用している事業主は１人以上の障害者を雇用する義務があります（常用

労働者数43.5人×2.3%=1.0人）。

〔障害者雇用チェックポイント〕

☆　あなたの事業所は法定雇用率に達していますか。

　　 あなたの職場にも障害者ができる仕事がたくさんあるはずです。もう一度確かめてみてはい

かがですか。

☆　障害者雇用推進者を配置していますか。

☆　障害者職業生活相談員資格認定講習会をご存じですか。

☆　職場適応援助者（ジョブコーチ）事業をご存じですか。

☆　トライアル雇用助成金等、障害者の雇入れに関する各種助成制度をご存じですか。
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　～障害者の採用については、公共職業安定所へご相談ください～

　　障害者の採用や採用後の雇用管理等についての相談は、まず、公共職業安定所へご連絡ください。

○　障害者の職業相談

　 　各公共職業安定所では、障害者専門の職員・相談員を配置し、求職の申込みから採用後のアフター

ケアまで一貫した職業相談、紹介等を行っています。

　 　また、きめ細やかな職業相談を、より円滑に、かつ効果的に実施できるよう、各公共職業安定所に

手話協力員や就職支援ナビゲーター（障害者支援分）等が配置されています。

○　障害者のための各種援護措置

　　障害者雇用を促進するために事業主及び障害者に対して様々な援護措置が講じられています。

　　詳しくは、各公共職業安定所へお問い合わせください。

　 　なお、神奈川労働局ホームページや厚生労働省ホームページにも援護措置に関する情報を掲載して

おります。

　　　　神奈川労働局ホームページ　　　https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-roudoukyoku/

　　　　厚生労働省ホームページ　　　　https://www. mhlw.go.jp

企業

○ジョブコーチ

○相談支援事業所

○福祉事務所

○発達障害者支援センター

○難病相談・支援センター

○医療機関 等

・専門援助部門が担当
・就職支援コーディネーターを配置

し、関係機関と調整

主査：ハローワーク職員

その他の就労支援者

就職を希望している
福祉施設利用者等

就職に向けた取り組み 就職

職場定着

職業生活
の安定

就労支援・生活支援 職場定着支援・就業生活支援

ハローワークを中心とした「チーム支援」

○地域障害者職業センター

○障害者就業・生活支援センター

○就労移行支援事業所

○職業能力開発校

○特別支援学校 等

副主査：福祉施設等職員

障害者就労支援チーム

５　新規学卒障害者にもっと雇用の場を

　～障害者をあなたの職場に積極的に迎えましょう～

　近年、社会における障害者の雇用についての理解と関心が高まり、障害者の雇用状況は着実に改善さ

れているところですが、まだ、多くの障害者の方々が働く場を求めており、依然厳しい状況が続いてお

ります。

　このような状況の中、公共職業安定所では、個々の障害者の特性、能力に見合った職場の開拓に努め

ています。事業主のみなさま、是非雇用の場の確保にご協力をお願いします。

　また、新規学卒障害者につきましては、就労、社会参加に向けた職場実習にご協力をお願いします（県

内の特別支援学校については152～153頁参照。）。

　～民間企業では、2.3%以上の障害者を雇用しなければなりません～

　「障害者の雇用の促進等に関する法律」により、事業主は、障害者雇用率（2.3%）によって計算され

る法定雇用障害者数以上の障害者を雇用しなければなりません（障害者雇用率制度）。

　もし、雇用率を達成していない場合は、まず、管轄の公共職業安定所へご相談ください。

　また、公共職業安定所では障害者就職面接会を実施しております。積極的な参加をお願いします。

　※ 　常用労働者43.5人以上雇用している事業主は１人以上の障害者を雇用する義務があります（常用

労働者数43.5人×2.3%=1.0人）。

〔障害者雇用チェックポイント〕

☆　あなたの事業所は法定雇用率に達していますか。

　　 あなたの職場にも障害者ができる仕事がたくさんあるはずです。もう一度確かめてみてはい

かがですか。

☆　障害者雇用推進者を配置していますか。

☆　障害者職業生活相談員資格認定講習会をご存じですか。

☆　職場適応援助者（ジョブコーチ）事業をご存じですか。

☆　トライアル雇用助成金等、障害者の雇入れに関する各種助成制度をご存じですか。
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６　優良な中小企業の認定制度について

○優良な中小企業の認定制度（ユースエール認定制度）

　 若者雇用促進法に基づく認定（ユースエール認定）制度とは、若者の採用・育成に積極的で、若者の

雇用管理の状況などが優良な中小企業を厚生労働大臣が認定し、これらの企業に対して情報発信を後

押しすることなどにより、企業が求める人材の円滑な採用を支援し、求職中の若者とのマッチング向

上を図る事業です。
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Ⅲ　公正な採用選考

６　優良な中小企業の認定制度について

○優良な中小企業の認定制度（ユースエール認定制度）

　 若者雇用促進法に基づく認定（ユースエール認定）制度とは、若者の採用・育成に積極的で、若者の

雇用管理の状況などが優良な中小企業を厚生労働大臣が認定し、これらの企業に対して情報発信を後

押しすることなどにより、企業が求める人材の円滑な採用を支援し、求職中の若者とのマッチング向

上を図る事業です。
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40頁
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※令和３年度に全国のハローワークで
把握した846件の内訳

家族に関すること
40.5％

思想
12.4％

住宅状況
11.1％

本籍・出生地
8.5％

健康診断
1.7％

その他
25.8％

40頁
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　また、転勤や緊急対応の可否を判断するためにという理由から家族構成等を質問するケースも見受けら

れますが、その場合も「転勤のお願いにあたり配慮すべきことはありますか」「オンコール対応（○○分以

内の出勤）がありますが対応は可能でしょうか」といったような、尋ね方をしましょう。
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　また、転勤や緊急対応の可否を判断するためにという理由から家族構成等を質問するケースも見受けら

れますが、その場合も「転勤のお願いにあたり配慮すべきことはありますか」「オンコール対応（○○分以

内の出勤）がありますが対応は可能でしょうか」といったような、尋ね方をしましょう。
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【解説】

　応募者の中にLGBT等性的マイノリティの方も当たり前に存在するということを意識した面接を行いま

しょう。強制的にカミングアウトをさせるような質問や蔑称とされている表現には注意が必要です。また、

性的マイノリティかどうかにかかわらず、性的指向や性自認について、業務に必要な事項以上の興味本位

の質問はしないようにしましょう。

　性的指向及び性自認は他の様々な要素と同様に、その人を構成するアイデンティティに関わる要素でも

あります。

　差別と捉えられるような対応をしないためにも、個人の尊厳に関わる問題として尊重し、性的指向や性

自認にかかわらず、公正な採用選考を心がけましょう。

※　「性同一性障害」とは、身体的な性と性自認が異なり、困難を抱える場合に医学的な診断がなされる

場合の診断名です。いわゆるLGBTとは病気や障がいではありません。

（LGBT 等性的マイノリティに関すること）

女性と記入があるけど見た目は男性だよね？

性的適合手術はしているの？
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（64頁） （66頁） （68頁） （71頁） （73頁） （78頁）

【解説】

　応募者の中にLGBT等性的マイノリティの方も当たり前に存在するということを意識した面接を行いま

しょう。強制的にカミングアウトをさせるような質問や蔑称とされている表現には注意が必要です。また、

性的マイノリティかどうかにかかわらず、性的指向や性自認について、業務に必要な事項以上の興味本位

の質問はしないようにしましょう。

　性的指向及び性自認は他の様々な要素と同様に、その人を構成するアイデンティティに関わる要素でも

あります。

　差別と捉えられるような対応をしないためにも、個人の尊厳に関わる問題として尊重し、性的指向や性

自認にかかわらず、公正な採用選考を心がけましょう。

※　「性同一性障害」とは、身体的な性と性自認が異なり、困難を抱える場合に医学的な診断がなされる

場合の診断名です。いわゆるLGBTとは病気や障がいではありません。

（LGBT 等性的マイノリティに関すること）

女性と記入があるけど見た目は男性だよね？

性的適合手術はしているの？
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　新規中学校卒業予定者については、全国的に定められた「職業相談票（乙）」（88頁参照）を使用
します。
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②新規高等学校卒業予定者
　新規高等学校卒業予定者については、厚生労働省、文部科学省及び全国高等学校長協会が協議し
て定めた「全国高等学校統一用紙」（95～96頁参照）を使用します。
　事業主が独自に作成する応募書類（社用紙）は使わないようにしてください。

③新規大学等卒業予定者
　専修学校、高等専門学校、短期大学、大学の新規卒業予定者については、統一的な応募様式は定め
られていませんが、厚生労働省では、就職差別につながるおそれのある事項を除いた「新規大学等卒
業予定者用標準的事項の参考例」を示していますので、これに基づいたエントリーシート、または、「厚
生労働省履歴書様式例」（126頁参照）の使用を推奨しています。

④一般求職者
　新規学校卒業予定者以外の応募者については、「厚生労働省履歴書様式例」（126頁参照）の使用
を推奨しています。
　職業訓練校修了予定者については、その職業訓練校において定められた応募書類がある場合、そ
の書類を使用し、定められていない場合には、「厚生労働省履歴書様式例」の使用を推奨しています。
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②新規高等学校卒業予定者
　新規高等学校卒業予定者については、厚生労働省、文部科学省及び全国高等学校長協会が協議し
て定めた「全国高等学校統一用紙」（95～96頁参照）を使用します。
　事業主が独自に作成する応募書類（社用紙）は使わないようにしてください。

③新規大学等卒業予定者
　専修学校、高等専門学校、短期大学、大学の新規卒業予定者については、統一的な応募様式は定め
られていませんが、厚生労働省では、就職差別につながるおそれのある事項を除いた「新規大学等卒
業予定者用標準的事項の参考例」を示していますので、これに基づいたエントリーシート、または、「厚
生労働省履歴書様式例」（126頁参照）の使用を推奨しています。

④一般求職者
　新規学校卒業予定者以外の応募者については、「厚生労働省履歴書様式例」（126頁参照）の使用
を推奨しています。
　職業訓練校修了予定者については、その職業訓練校において定められた応募書類がある場合、そ
の書類を使用し、定められていない場合には、「厚生労働省履歴書様式例」の使用を推奨しています。

－－71－－



－－72－－



－－73－－



－－74－－



－－75－－



－－76－－



57～62頁以降を参照
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（83頁「指針」参照）
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（84頁参照）

（83頁「指針」参照）
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参照）
紙別頁18（。

※推進員設置対象事業所（神奈川）
（1）常時使用する従業員の数が80人以上である事業所。

ただし、工場、支店、営業所等については、人事権（採用権）を有する事業所。
（2）（1）のほか、公共職業安定所長が推進員を選任することが適当であると認める事業所。
（3）（1）及び（2）にかかわらず、職業紹介事業または労働者派遣事業を行う事業所。

　事業主が、同和問題などの人権問題について正しい理解と認識のもとに、公正な採用選考を行っ
ていただくため、一定規模以上の事業所（※）に「公正採用選考人権啓発推進員」（以下「推進員」とい
う。）を選任していただいています。
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公正採用選考人権啓発推進員選任（変更）報告書
3

参照）
紙別頁18（。

※推進員設置対象事業所（神奈川）
（1）常時使用する従業員の数が80人以上である事業所。

ただし、工場、支店、営業所等については、人事権（採用権）を有する事業所。
（2）（1）のほか、公共職業安定所長が推進員を選任することが適当であると認める事業所。
（3）（1）及び（2）にかかわらず、職業紹介事業または労働者派遣事業を行う事業所。

　事業主が、同和問題などの人権問題について正しい理解と認識のもとに、公正な採用選考を行っ
ていただくため、一定規模以上の事業所（※）に「公正採用選考人権啓発推進員」（以下「推進員」とい
う。）を選任していただいています。
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6  人権啓発ＤＶＤ一覧

（設置ハローワーク）

横浜・港北・川崎北・平塚・藤沢・相模原・厚木

設置ハローワーク　横浜・川崎北・平塚・藤沢・相模原・厚木・港北
題名及び制作年 時間 内容

1 内定者からの手紙
　公正な採用選考
のために
（平成21年）

26分 　公正な採用選考の基本となる人権尊重の意識を、採用選考後も広く浸透させることの重
要性を考えさせる作品です。

2 どうしてそんなこと
聞くの
　公正な採用選考
のために
（平成22年）

27分 　公正な採用選考をするためには、予断や偏見を取り払い適性と能力のみを判断基準とす
ることが大切です。
　この作品では、エントリーシートのあり方を考えることをきっかけに、採用選考担当者に
とって必要十分な、公正採用選考のための情報を紹介します。

3 本当の出会いのた
めに
　エントリーから始
まる公正採用選考
（平成23年）

27分 　エントリーから筆記試験、面接といった一連の流れの中で、いかにして受験者の基本的人
権を守り、企業にとっても受験者にとっても望ましい採用選考のあり方が実現できるかを
提起する作品です。

4 だれにでも開かれ
ていますか？
～公正な採用選考
を求めて
（平成24年）

28分 　就職における採用選考は、応募者の人生を左右しかねないとても重要な機会です。採用する
側が門戸を狭め、特定の人に絞った採用を志向するようなことになれば、応募者の職業選択の
自由を侵すことになります。
　採用選考において企業が門戸を広く開き、人権に対する感覚を高めていくことが非常に
重要であるという視点で、公正な採用選考を進めることを図る作品です。

5 みんなで語ろう！公
正な採用選考
（平成25年）

26分 　企業の人事部門の担当者にとって、公正な採用選考の知識とそれを具現化する技能は体得し
ておくべきものです。公正な採用選考について知っているつもりでも、その基本的な考え方を改
めて学ぶことは、人事採用における更なるスキルアップにつながります。
　この作品は、職場でありがちな採用選考に関わる事例を短くとりあげ、その事例から考えるべ
き公正採用選考の基本的な考え方を学ぶことを図る作品。

6 なぜ企業に人権啓
発が必要なのか
（平成26年）

22分 　企業にとって人権啓発とは何なのでしょうか？頭では、差別や偏見なく、人権に配慮して行動
しなければいけないと知っているとは思いますが、では、自分の日々の業務の中で、何ができるの
でしょうか。
　この作品は、人権啓発を考えるためのヒントを、企業を舞台に日常の会社生活の一コマを切り
取ったわかりやすいドラマとして構成し、あらためて考えるための素材として活用できる作品。

7 フェアな会社で働き
たい
（平成27年）

25分 　企業がさまざまなステークホルダーの人権を尊重することは、現代の企業にとって必須のこと
であり、またそのための社員教育も重要になっています。しかし、社員が人権啓発について、具体
的に自分のこととしてとらえることは難しいことでもあります。
　この作品は、人事部の新入社員の体験をドラマにして、公正な採用選考をはじめとする企業に
おける人権のあり方について学ぶ教材として活用できる作品。

8 人権啓発は企業に
どんな力をもたらす
のか
（平成28年）

25分 　いま、企業は利潤追求という価値観だけでなく、社会にとって責任ある存在であるという立場
が求められています。そのために、企業内で人権啓発の必要性が高まっています。
　この作品は、企業に働く人が人権の視点を取り入れて仕事に関わっていくことが企業にどん
な力をもたらすかということを、ドラマ形式で事例をとりあげながら考えていく作品。

9 “尊重する”から始め
よう
～公正採用選考の
基本を学ぶ～
（平成29年）

29分 　いま、企業は利潤追求だけでなく、社会にとって責任ある存在であることが求められています。
そのものさしとなるのが企業の採用選考活動です。採用選考は短い期間ですが、その一瞬の間に
会社と応募者双方の将来がかかっています。
　この作品は、採用選考に関わる事例を短く取り上げ、公正な採用選考の基本的な考え方と、そ
の原点である同和問題と人権尊重のこころを学ぶことを図る作品。

10 公正な採用選考が
企業にもたらすもの
（平成30年）

29分 　企業において、採用選考は会社の未来を描くための大切な業務であり、それを公正に行うこと
によって良い人材を確保することは、企業の発展に不可欠なことです。採用選考が公正に行われ
ず、予断や偏見により採用担当者が合否の判断を誤ると、かけがえのない人材を永久に失ってし
まいます。また、そればかりではなく、採用選考時に応募者の人権をないがしろにすれば、その情
報が広く伝播し、会社そのものの信頼を失いかねません。
　この作品では、公正な採用選考の意義や、公正さをいかに守っていくかなどについて、具体的
な事例をふんだんに盛り込み、企業の採用担当者の目線でわかりやすく描いています。

5
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11 なぜ公正採用選考
は基本なのか
（令和元年）

25分 　採用選考の場は、企業にとって、その企業のあり方を社会に提示する窓になっているという面
もあります。フェアな採用選考をすることは、その企業のあり方を社会に向けて表現するという
側面につながります。
　この作品は、ある企業を舞台に、人事部の採用担当者たちがさまざまな部署を訪ね、採用選
考のための面接のロールプレイを重ねることを描いた作品です。さまざまな部署の多様な意見
を受け止め、応募者が質問を受けたときどう感じるのか。不適切な質問とはどういうもので、な
ぜ不適切なのか。また、逆に適切な質問とはどのようなものか。そして、そもそもなぜ公正採用
選考は基本なのかということに向き合っていく内容です。

12 出会いを豊かなも
のに
～公正さでのぞむ
採用選考～
（令和２年）

30分 　よりよい採用選考のためには、応募者の適性と能力のみを判断基準とし、応募者の基本的人
権を尊重した採用選考を行うことが重要です。
　この作品では、公正な採用選考をおこなうために、どのようなことに気をつければよいか、ま
た、より良い採用選考の方法はどんなものかを解説するためのものです。立場や知識の違う多
様な担当者が登場しますので、いろいろな立場の採用担当者の目線で視聴することが可能な作
品です。

13 想いの“架け橋”に
なる
～公正な採用選考
のために～
（令和３年）

28分 　採用選考は、応募者と企業の想いを結ぶ“架け橋”と言えます。応募者はいきいきと働ける
より良い職場を求め、企業は優秀な人材を採用して思い切り働いてもらいたい。その両者を
つなぐ採用選考の場においては、応募者の人権を尊重し、広く門戸を開くことが大切です。
また、適性と能力をはかる適切な評価基準をつくることも重要です。
　この作品は、人事部に配属された新入社員が、上司のあたたかい指導を受け、同期入社社
員と心の交流をしながら、人事部員として採用選考の基本を身に着けていく成長ものがた
りです。

14 ともに歩むために
～公正な採用選考の
理解と認識をめざし
て～
（令和４年）

28分 　この作品は、ある企業の人事職員が採用選考において相次ぐ内定辞退に直面し、さらに
就活情報サイトでの批判的な書き込みコメントをきっかけに、自身の会社できちんと公正
な採用選考が行われていたのか、人権意識やCSR（企業の社会的責任ある行動）の観点で
無意識のつまずきが無かったか、採用プロセスの検証と点検を行っていくことで、改めて
公正な採用選考に向き合う物語です。
　新たな仲間を探して出会い、互いを知って共に歩むために。そして働く従業員ひとりひ
とりが人権意識を持って歩むために、公正な採用選考の理解と認識をめざす映像教材です。
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Ⅳ　様式（記入例）・参考資料集

11 なぜ公正採用選考
は基本なのか
（令和元年）

25分 　採用選考の場は、企業にとって、その企業のあり方を社会に提示する窓になっているという面
もあります。フェアな採用選考をすることは、その企業のあり方を社会に向けて表現するという
側面につながります。
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ぜ不適切なのか。また、逆に適切な質問とはどのようなものか。そして、そもそもなぜ公正採用
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のに
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採用選考～
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30分 　よりよい採用選考のためには、応募者の適性と能力のみを判断基準とし、応募者の基本的人
権を尊重した採用選考を行うことが重要です。
　この作品では、公正な採用選考をおこなうために、どのようなことに気をつければよいか、ま
た、より良い採用選考の方法はどんなものかを解説するためのものです。立場や知識の違う多
様な担当者が登場しますので、いろいろな立場の採用担当者の目線で視聴することが可能な作
品です。

13 想いの“架け橋”に
なる
～公正な採用選考
のために～
（令和３年）

28分 　採用選考は、応募者と企業の想いを結ぶ“架け橋”と言えます。応募者はいきいきと働ける
より良い職場を求め、企業は優秀な人材を採用して思い切り働いてもらいたい。その両者を
つなぐ採用選考の場においては、応募者の人権を尊重し、広く門戸を開くことが大切です。
また、適性と能力をはかる適切な評価基準をつくることも重要です。
　この作品は、人事部に配属された新入社員が、上司のあたたかい指導を受け、同期入社社
員と心の交流をしながら、人事部員として採用選考の基本を身に着けていく成長ものがた
りです。

14 ともに歩むために
～公正な採用選考の
理解と認識をめざし
て～
（令和４年）

28分 　この作品は、ある企業の人事職員が採用選考において相次ぐ内定辞退に直面し、さらに
就活情報サイトでの批判的な書き込みコメントをきっかけに、自身の会社できちんと公正
な採用選考が行われていたのか、人権意識やCSR（企業の社会的責任ある行動）の観点で
無意識のつまずきが無かったか、採用プロセスの検証と点検を行っていくことで、改めて
公正な採用選考に向き合う物語です。
　新たな仲間を探して出会い、互いを知って共に歩むために。そして働く従業員ひとりひ
とりが人権意識を持って歩むために、公正な採用選考の理解と認識をめざす映像教材です。





１　学卒関係各種様式集
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⻘少年雇⽤情報シートの記⼊例
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推薦依頼高校一覧

推薦人数

（別添１）

推薦人数

職    種

■　推薦を依頼する高等学校等を記入のうえ、求人申込書（高卒）とともに窓口に提出してください。

安定所名 学 校 名学 校 名安定所名

事業所名

県 名 県 名

総数
（管外） 校

校 人

人
安定所処理欄

（管内）

5
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推薦依頼高校一覧

推薦人数

人
安定所処理欄

※安定所記入欄のため記入し
ないこと

（管内） 6
総数

（管外） 1 校 2

校 10 人

小田原

山梨県 富士吉田 G高校 2

神奈川県

E高校 2

1

F高校 1

D高校 3

安定所名

事務職事業所名

県 名

（別添１）

〈記入例〉

職    種

C高校 1

■　推薦を依頼する高等学校等を記入のうえ、求人申込書（高卒）とともに窓口に提出してください。

安定所名 学 校 名

甲商事

平塚 A高校

B高校

推薦人数学 校 名

2

県 名
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推薦依頼高校一覧

推薦人数

人
安定所処理欄

※安定所記入欄のため記入し
ないこと

（管内） 6
総数

（管外） 1 校 2

校 10 人

小田原

山梨県 富士吉田 G高校 2

神奈川県

E高校 2

1

F高校 1

D高校 3

安定所名

事務職事業所名

県 名

（別添１）

〈記入例〉

職    種

C高校 1

■　推薦を依頼する高等学校等を記入のうえ、求人申込書（高卒）とともに窓口に提出してください。

安定所名 学 校 名

甲商事

平塚 A高校

B高校

推薦人数学 校 名

2

県 名
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神奈川労働局（株）
人事部
労働　太郎

労働　太郎

�
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入社承諾書参考例

　採用（内定）者に対して採用（内定）通知を交付し、「入社承諾書」など
を求める場合、一方的に企業側だけに都合のよい、合理的でない取消条件・
留保条件をつけないようにしてください。

令和
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入社承諾書参考例

　採用（内定）者に対して採用（内定）通知を交付し、「入社承諾書」など
を求める場合、一方的に企業側だけに都合のよい、合理的でない取消条件・
留保条件をつけないようにしてください。

令和
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身元保証に関する法律

　企業で採用内定後に要求する身元保証書は、労働者が使用者に損害を与えた場合に、その損害賠償を

保証するという性質のものですが、使用者と労働者との間に、対等な労働契約があるとすれば、さらに

労働者に身元を保証させる必要はないと考えられます。

　また、保証人の実印や、印鑑証明書を求めたり、保証人に「30歳以上の人」や「既婚者が望ましい」

などの条件をいろいろ付けている例が見受けられます。

　身元保証書を、従来から取っているなどの安易な理由で提出させるのではなく、その必要性や内容に

ついて、再度十分に検討していただき、提出させる場合であっても、労働者の人権を十分に尊重し必要

以上にプレッシャーを与えることのないようにしてください。

　「身元保証に関する法律」では、身元保証契約の期間を「期間の定めがない場合は３年、期間の定め

があっても最長５年が限度」とし、事情の変更に基づく解約権を保証人に与え、さらに責任額の判定に

当たっては、使用者の過失の有無や身元保証人をなすに至った事情などを斟酌して、責任を軽減しうる

裁量権を裁判所に与えるなどとしています。また、「民法」改正により令和２年４月１日から、保証の

限度額が設定されていない身元保証契約は無効となります。
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身元保証に関する法律

　企業で採用内定後に要求する身元保証書は、労働者が使用者に損害を与えた場合に、その損害賠償を

保証するという性質のものですが、使用者と労働者との間に、対等な労働契約があるとすれば、さらに

労働者に身元を保証させる必要はないと考えられます。

　また、保証人の実印や、印鑑証明書を求めたり、保証人に「30歳以上の人」や「既婚者が望ましい」

などの条件をいろいろ付けている例が見受けられます。

　身元保証書を、従来から取っているなどの安易な理由で提出させるのではなく、その必要性や内容に

ついて、再度十分に検討していただき、提出させる場合であっても、労働者の人権を十分に尊重し必要

以上にプレッシャーを与えることのないようにしてください。

　「身元保証に関する法律」では、身元保証契約の期間を「期間の定めがない場合は３年、期間の定め

があっても最長５年が限度」とし、事情の変更に基づく解約権を保証人に与え、さらに責任額の判定に

当たっては、使用者の過失の有無や身元保証人をなすに至った事情などを斟酌して、責任を軽減しうる

裁量権を裁判所に与えるなどとしています。また、「民法」改正により令和２年４月１日から、保証の

限度額が設定されていない身元保証契約は無効となります。
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＊オンライン自主応募を行う場合は、求職者マイページからアップ
ロードし提出可。
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２　参考資料

はじめに
　新規学校卒業者の就職は、学校生活から新たに職業生活に入る人生の大きな転機とな
るものであり、それが適切に行われるかどうかによって、その将来を左右することにも
なるものです。しかし、新規学校卒業者は、職業や職場に関する知識・経験に乏しく、
適切な職業選択と円滑な就職を行うためには、関係者の助言、援助を必要とします。
　また、最近、学生・生徒に大きな打撃と不安を与える採用内定取消し及び入職時期繰
下げといった重大な事態が発生し、新規学校卒業者の就職に大きな影響を与えています。
　この指針は、このような状況を踏まえ、新規学校卒業者の採用に関する秩序を確立し、
その円滑な就職を促進することを目的として、新規学校卒業者を採用しようとする事業
主に考慮していただく事項を取りまとめたものです。
　企業各位におかれましては、新規学校卒業者の採用について、この指針を参考に、適
正な募集・採用を行っていただくようお願いいたします。

厚 生 労 働 省
都 道 府 県 労 働 局
ハ ロ ー ワ ー ク

（公共職業安定所）

新規学校卒業者の採用に関する指針

＊オンライン自主応募を行う場合は、求職者マイページからアップ
ロードし提出可。
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１　適正な募集・採用計画の立案
　学生・生徒にとって、就職は、職業生活の第一歩を踏み出すことになる重要なもので
あり、就職先の決定に当たっては、慎重な検討と多くの関係者の援助が必要とされるも
のです。
　一方、企業にとっても、新規学校卒業者は、長期的に企業活動を支えることを期待さ
れている人材であり、その採用は重要な意義を持つものです。
　このため、事業主は、募集・採用計画の立案に当たり、次の事項について考慮すべき
です。

動変な幅大の数用採・集募の年毎、はてった当に案立の画計用採・集募、は主業事　 ①
ができるだけ生じないよう、入職後の人材育成等雇用管理面にも配慮しつつ、中長期
的な人事計画等に基づいて、必要な人材を真に必要なだけ採用する方針を確立するよ
う努めるものとする。

計事人な的期長中、りた当に案立の画計用採・集募な的体具の度年該当、は主業事　 ②
画等の下、企業の人員構成、職場における要員の過不足の状態等を十分見極めた上で、
募集・採用計画数を決定するよう努めるものとする。

確明不等」内以人○○「、」名干若「、りた当に定決の数画計用採・集募、は主業事　 ③
な表現・実際の採用計画数を超えた人数による募集等は避け、採用人数を明確にする
よう努めるものとする。

２　募集・採用活動
　新規学校卒業者の募集・採用活動が無秩序に行われた場合、学生・生徒の学業に支障
を生じる外、特定の学校等に求人が集中し、就職の機会が制限される可能性があること
及び学生・生徒の就職活動も無秩序化し、重複内定を誘発しやすい環境をつくり出すこ
とといった問題が発生することが懸念されます。
　また、企業の募集・採用計画の内容及び募集・採用予定人員は、学生・生徒が就職先
を決定するに当たって、重要な判断材料となるものであり、安易な募集の中止又は募集
人員の削減は、円滑な就職の妨げとなるものです。
　このため、事業主は、募集・採用活動の実施に当たり、次の事項について考慮すべき
です。
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の用採・集募に徒生・生学のく多、りた当にるす施実を動活用採・集募、は主業事　 ①
周知を図り、広く応募の機会が確保されるよう配慮するとともに、職務内容、労働条
件等求人内容の情報を正確に学生・生徒に提供するよう努めるものとする。

に正適きづ基に力能、性適の徒生・生学、はてった当にう行を考選用採、は主業事　 ②
実施するよう努めるものとする。

秩無の動活職就の徒生・生学、はてった当にるす施実を動活用採・集募、は主業事　 ③
序化による重複内定が誘発されないためにも、定められた採用選考開始の期日を遵守
する等秩序を保つよう努めるものとする。

定安業職共公、はに合場るすとうお行を減削の員人集募は又止中の集募、は主業事　 ④
所へあらかじめ通知するものとする。

能業職び及設施発開力能業職共公、校学修専、校学門専等高、大短、学大、しだた　 　
力開発大学校を新たに卒業しようとする者に係る募集人員の削減に係る通知は、これ
らの募集人員の合計を、当初の募集人員の合計より30人以上かつ３割以上減じよう
とする場合に限るものとする。

３　採用内定
　採用内定は、学生・生徒にとっては、その企業への採用が保証されたものとして、当
該企業を信頼して、他の企業を選択する権利を放棄するものであることから、採用内定
は重大な意義を持つものです。
　このため、事業主は、採用内定を行うに当たり、次の事項について考慮すべきです。

①　事業主は、採否の結果を学生・生徒に対して明確に伝えるものとする。

、しとのもう行ていづ基にし通見の用採な実確、はに合場う行を定内用採、は主業事　 ②
採用内定者に対しては、文書により、採用の時期、採用条件及び採用内定期間中の権
利義務関係を明確にする観点から取消し事由等を明示するものとする。

るすと期始の労就を期時社入の年例の業企該当、はに般一、もに的法、は定内用採　 ③
労働契約が成立したと認められる場合が多いことについて、事業主は十分に留意する
ものとする。

１　適正な募集・採用計画の立案
　学生・生徒にとって、就職は、職業生活の第一歩を踏み出すことになる重要なもので
あり、就職先の決定に当たっては、慎重な検討と多くの関係者の援助が必要とされるも
のです。
　一方、企業にとっても、新規学校卒業者は、長期的に企業活動を支えることを期待さ
れている人材であり、その採用は重要な意義を持つものです。
　このため、事業主は、募集・採用計画の立案に当たり、次の事項について考慮すべき
です。

動変な幅大の数用採・集募の年毎、はてった当に案立の画計用採・集募、は主業事　 ①
ができるだけ生じないよう、入職後の人材育成等雇用管理面にも配慮しつつ、中長期
的な人事計画等に基づいて、必要な人材を真に必要なだけ採用する方針を確立するよ
う努めるものとする。

計事人な的期長中、りた当に案立の画計用採・集募な的体具の度年該当、は主業事　 ②
画等の下、企業の人員構成、職場における要員の過不足の状態等を十分見極めた上で、
募集・採用計画数を決定するよう努めるものとする。

確明不等」内以人○○「、」名干若「、りた当に定決の数画計用採・集募、は主業事　 ③
な表現・実際の採用計画数を超えた人数による募集等は避け、採用人数を明確にする
よう努めるものとする。

２　募集・採用活動
　新規学校卒業者の募集・採用活動が無秩序に行われた場合、学生・生徒の学業に支障
を生じる外、特定の学校等に求人が集中し、就職の機会が制限される可能性があること
及び学生・生徒の就職活動も無秩序化し、重複内定を誘発しやすい環境をつくり出すこ
とといった問題が発生することが懸念されます。
　また、企業の募集・採用計画の内容及び募集・採用予定人員は、学生・生徒が就職先
を決定するに当たって、重要な判断材料となるものであり、安易な募集の中止又は募集
人員の削減は、円滑な就職の妨げとなるものです。
　このため、事業主は、募集・採用活動の実施に当たり、次の事項について考慮すべき
です。
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４　採用内定取消し等の防止
　新規学校卒業者に対しての事業主の一方的な都合による採用内定取消し及び入職時
期の繰下げは、その円滑な就職を妨げるものであり、特に、採用内定取消しについては
対象となった学生及び生徒本人並びに家族に計り知れないほどの打撃と失望を与える
とともに、社会全体に対しても大きな不安を与えるものであり、決してあってはならな
い重大な問題です。
　このため、事業主は、次の事項について十分考慮すべきです。

①　事業主は、採用内定を取り消さないものとする。

手るゆらあ等う行を力努営経の限大最、めたるす止防をし消取定内用採、は主業事　 ②
段を講ずるものとする。

合に的観客、はに合場るれらめ認とたし立成が約契働労ていつに者定内用採、おな　 　
理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない採用内定取消しは無効とさ
れることについて、事業主は十分に留意するものとする。

下繰期時職入は又し消取定内用採もてしうど、りよに情事いな得をむや、は主業事　 ③
げを検討しなければならない場合には、あらかじめ公共職業安定所に通知するととも
に、公共職業安定所の指導を尊重するものとする。この場合、解雇予告について定め
た労働基準法第20条及び休業手当について定めた同法第26条等関係法令に抵触す
ることのないよう十分留意するものとする。

いつに保確の先職就の徒生・生学たっなと象対のし消取定内用採、は主業事、おな　 　
て最大限の努力を行うとともに、採用内定取消し又は入職時期繰下げを受けた学生・
生徒から補償等の要求には誠意を持って対応するものとする。

＜問い合わせ先＞
本リーフレットの内容については、
最寄りのハローワーク（公共職業安定所）までお問い合わせ下さい。

（2009.1）
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令和５年度から⼤学⽣等のインターンシップの取扱いが変わります

■ 令和４年６⽉、⽂部科学省・厚⽣労働省・経済産業省の合意による「インターンシップの
推進に当たっての基本的考え方」（３省合意）を改正し、大学⽣等のキャリア形成支援に係る
取組を類型化するとともに、一定の基準を満たしたインターンシップで企業が得た学⽣情報を、
広報活動や採⽤選考活動に使⽤できるよう⾒直しました。
(「採用と大学教育の未来に関する産学協議会」（経団連と大学関係者で構成）が令和４年４⽉に公表した報告書を踏まえた
⾒直しです。題名も「インターンシップを始めとする学⽣のキャリア形成支援に係る取組の推進に当たっての基本的考え
方」に改めています。）。

■ この改正は、令和７年３⽉に卒業・修了する学⽣（学部⽣ならば令和５年度に学部３年⽣に
進学する学⽣）が、令和５年度に参加するインターンシップから適⽤されます。中小企業や
スタートアップ企業においても、職場での就業体験を組み込んだインターンシップの実施を
⾃社の魅⼒・良さ・仕事のやりがい等を学⽣に伝える機会と捉え、前向きにご検討ください。

改正のポイント

① インターンシップ等の学⽣のキャリア形成支援に係る取組を４つに類型化
「インターンシップ」とは称さない 「インターンシップ」と称して実施

就業体験を必須とせず、「個社・業界の情報提供等」
や「教育」が目的

タイプ１
オープン・
カンパニー

タイプ１
オープン・
カンパニー

タイプ２
キャリア教育
タイプ２

キャリア教育
タイプ４

⾼度専門型インターン
シップ（試⾏）

タイプ４
⾼度専門型インターン
シップ（試⾏）

就業体験が必須 「⾃⾝の能⼒の⾒極め」や
「評価材料の取得」が目的

② 一定の基準を満たすインターンシップ（タイプ３）で取得した学⽣情報を、広報活動・採⽤選考
活動の開始時期以降に限り、それぞれ使⽤可能

【一定の基準とは】
・就業体験要件（実施期間の半分を超える日数を就業体験に充当）
・指導要件（職場の社員が学⽣を指導し、学⽣にフィードバックを⾏う）
・実施期間要件（汎用能⼒活用型は５日間以上。専門活用型は２週間以上）
・実施時期要件（卒業・修了前年度以降の⻑期休暇期間中）
・情報開示要件（学⽣情報を活用する旨等を募集要項等に明示）

３省合意⽂書

https://www.mhlw.g
o.jp/content/118000
00/000949684.pdf

https://www.sangaku
kyogikai.org/activities

産学協議会事務局
解説動画

https://youtu.be/
TqfHF0lgtdA

産学協議会
2021年度報告書

■ タイプ１〜４は学⽣のキャリア形成支援に係る取組であって、採⽤活動では
ありません。
学⽣は採用選考活動開始時期以降、改めて採用選考のためのエントリーが必要

になります。
■ タイプや基準の詳細のほか、インターンシップ実施の際の体制整備、安全、
災害補償の確保、ハラスメント対応、労働関係法令の適用、受け入れ時の公正性
等の確保等の留意事項は、３省合意をご確認ください。

（活用例） 広報活動開始以降 ︓企業説明会の案内送付等
採用選考活動開始以降︓採用選考プロセスの一部免除等

３学年次３⽉〜

広報活動
採用選考活動

インターンシップ
〜３学年次２⽉末まで ４学年次６⽉〜

（取得した学⽣の情報）

タイプ３
汎⽤的能⼒・専門活⽤型
インターンシップ

４　採用内定取消し等の防止
　新規学校卒業者に対しての事業主の一方的な都合による採用内定取消し及び入職時
期の繰下げは、その円滑な就職を妨げるものであり、特に、採用内定取消しについては
対象となった学生及び生徒本人並びに家族に計り知れないほどの打撃と失望を与える
とともに、社会全体に対しても大きな不安を与えるものであり、決してあってはならな
い重大な問題です。
　このため、事業主は、次の事項について十分考慮すべきです。

①　事業主は、採用内定を取り消さないものとする。

手るゆらあ等う行を力努営経の限大最、めたるす止防をし消取定内用採、は主業事　 ②
段を講ずるものとする。

合に的観客、はに合場るれらめ認とたし立成が約契働労ていつに者定内用採、おな　 　
理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない採用内定取消しは無効とさ
れることについて、事業主は十分に留意するものとする。

下繰期時職入は又し消取定内用採もてしうど、りよに情事いな得をむや、は主業事　 ③
げを検討しなければならない場合には、あらかじめ公共職業安定所に通知するととも
に、公共職業安定所の指導を尊重するものとする。この場合、解雇予告について定め
た労働基準法第20条及び休業手当について定めた同法第26条等関係法令に抵触す
ることのないよう十分留意するものとする。

いつに保確の先職就の徒生・生学たっなと象対のし消取定内用採、は主業事、おな　 　
て最大限の努力を行うとともに、採用内定取消し又は入職時期繰下げを受けた学生・
生徒から補償等の要求には誠意を持って対応するものとする。

＜問い合わせ先＞
本リーフレットの内容については、
最寄りのハローワーク（公共職業安定所）までお問い合わせ下さい。

（2009.1）
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厚⽣労働省・都道府県労働局・ハローワーク

求人企業の皆さまへ

2020年（令和２年）３月30日から、改正職業安定法の⼀部や関連する政令・
省令・指針が施⾏され、ハローワークは、⼀定の労働関係法令違反のある求⼈者
からの求⼈の申し込みなどを受理しないことが可能となっております。
このリーフレットでは、求⼈企業の皆さまが、ハローワークに求⼈を申し込む

際に留意していただきたい点をお知らせします。
※ 違反した場合に求人不受理となる規定が追加になります（施⾏日︓令和４年10月１日）。

ハローワークは、原則として、全ての求人の申し込みを受理しなければならないとされて

います。たただだしし、、以以下下ののいいずずれれかかのの要要件件にに該該当当すするる場場合合ににはは、、求求人人のの申申しし込込みみをを受受理理ししなないい

ここととががででききまますす。。

○ ハローワークは、求人の申し込みが上記の要件に該当するか否か、求人者に対して報告を

求めることができるとされており、職業安定法では、求求人人者者はは、、ハハロローーワワーーククかかららそそのの求求めめ

ががああっったたととききはは、、正正当当なな理理由由ががなないい限限りり、、応応じじななけけれればばななららなないいとされています。

① 内容が法令に違反する求人
② 労働条件が通常の労働条件と⽐べて著しく不適当な求人
③ ⼀定の労働関係法令違反のある求⼈者による求⼈
④ 求人者が労働条件を明示しない求人
⑤ 暴⼒団員など（※）による求⼈

（※）暴⼒団員、法人で役員の中に暴⼒団員がいる者、暴⼒団員がその事業活動を支配する者
⑥ 正当な理由なく、ハローワークからの報告の求めに応じなかった求⼈者による求⼈

【参考：職業安定法】

第五条の六 公共職業安定所、特定地方公共団体及び職業紹介事業者は、求人の申込みは全て受理しなければならない。ただし、

次の各号のいずれかに該当する求人の申込みは受理しないことができる。

一～六 （上記①～⑥のとおりであるため省略）

２ 公共職業安定所、特定地方公共団体及び職業紹介事業者は、求人の申込みが前項各号に該当するかどうかを確認するため必

要があると認めるときは、当該求人者に報告を求めることができる。

３ 求人者は、前項の規定による求めがあつたときは、正当な理由がない限り、その求めに応じなければならない。

○ 正当な理由なく、ハローワークからの報告の求めに応じなかった場合は、求⼈
の申し込みが受理されないことになりますので、報告にご協⼒ください。

○ また、報告の際に、事実に相違する報告をした場合には、都道府県労働局によ
る勧告や公表などの対象となる可能性があるので、正しい内容の報告をお願いし
ます。

改正職業安定法（求⼈不受理）について

LL040930 首01
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対対象象条条項項法法律律

＜男女同一賃金＞第４条、＜強制労働の禁止＞第５条、＜労働条件明示＞第15条第１項及び

第３項、＜賃金＞第24条、第37条第１項及び第４項、＜労働時間＞第32条、第36条第６

項（第２号及び第３号に係る部分に限る）、第141条第３項、＜休日・休暇等＞第34条、

第35条第１項、第39条第１項、第２項、第５項、第７項及び第９項、＜年少者関係＞第56

条第１項、第61条第１項、第62条第１項及び第２項、第63条、＜妊産婦関係＞第64条の

２（第１号に係る部分に限る）、第64条の３第１項、第65条、第66条、第67条第２項

（※）労働者派遣法第44条（第４項を除く）の規定により適用する場合を含む。

労働基準法

＜労働条件等の明示＞第５条の３第１項（労働者の募集を行う者に係る部分に限る）、第２

項及び第３項、第５条の４第１項（労働者の募集を行う者に係る部分に限る）及び第２項

（労働者の募集を行う者に係る部分に限る）、＜求職者等の個人情報の取扱い＞第５条の５

（労働者の募集を行う者に限る）、＜求人の申込み時の報告＞第５条の６第３項、＜委託募

集＞第36条、＜労働者募集に係る報酬受領・供与の禁止＞第39条（労働者の募集を行う者

に係る部分に限る）、第40条、＜労働争議への不介入＞第42条の２において読み替えて準

用する法第20条（労働者の募集を行う者に係る部分に限る）、＜秘密を守る義務＞第51条

（労働者の募集を行う者に係る部分に限る）

職業安定法

第４条第１項最低賃金法

第30条の２第１項及び第２項（第30条の５第２項及び第30条の６第２項において準用する
場合を含む）
（※）第30条の２第１項の規定を労働者派遣法第47条の４の規定により適用する場合を含む。

労働施策総
合推進法

第５条から第７条、第９条第１項から第３項、第11条第１項及び第２項（第11条の３第２

項、第17条第２項及び第18条第２項において準用する場合を含む）、第11条の３第１項、

第12条及び第13条第１項

（※）労働者派遣法第47条の２の規定により適用する場合を含む。

男女雇用機
会均等法

第６条第１項、第９条の３第１項、第10条、第12条第１項、第16条（第16条の４及び第
16条の７において準用する場合を含む）、第16条の３第１項、第16条の６第１項、第16
条の８第１項（第16条の９第１項において準用する場合を含む）、第16条の10、第17条
第１項（第18条第１項において準用する場合を含む）、第18条の２、第19条第１項（第
20条第１項において準用する場合を含む）、第20条の２、第21条第2項、第23条第１項か
ら第３項まで、第23条の２、第25条第１項及び第２項（第52条の４第２項及び第52条の
５第２項において準用する場合を含む）及び第26条
（※）労働者派遣法第47条の３の規定により適用する場合を含む。

育児・介護
休業法

違違反反ししたた場場合合にに求求人人のの申申込込みみがが受受理理さされれなないいここととととななるる法法律律のの規規定定

基基本本ととななるる不不受受理理期期間間対対象象ととななるる主主ななケケーースス

法違反の是正後６か月経過する
まで

１年間に２回以上、同一の対象条項違
反により是正指導を受けた場合労働基準法及び

最低賃金法に関する規定 送検された日から１年経過する
まで

対象条項違反により送検され、公表さ
れた場合

法違反の是正後６か月経過する
まで

対象条項に違反し、法違反の是正を求
める勧告に従わず、公表された場合

職業安定法、労働施策総
合推進法、男女雇用機会
均等法及び育児・介護休

業法に関する規定

以以下下にに該該当当すするる場場合合ににはは、、求求人人のの申申込込みみがが受受理理さされれまませせんん
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新規学校卒業者を採用する際は
労働関係法令の規定などを確認してください
新規学校卒業者の就職は、学校生活から新たに職業生活に入る人生の大きな転機となる

ものです。しかし、新規学校卒業者は、職業や職場に関する知識や経験に乏しく、適切な
職業選択と円滑な就職を⾏うためには、関係者の助言や援助を必要とします。

このリーフレットは、「⻘少年の雇⽤機会の確保及び職場への定着に関して事業主、特
定地方公共団体、職業紹介事業者等その他関係者が適切に対処するための指針」（平成27
年厚生労働省告⽰第406号）をもとに、新規学校卒業者の採⽤に当たり確認いただきたい
事項をまとめたものです。

事業主の皆さまには、新規学校卒業者を採⽤する際、このリーフレットや関係法令など
を参考に、適正な募集・採⽤に努めていただくようお願いいたします。

厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク

事業主の皆さまへ

１．募集・労働契約締結に当たって遵守すべき事項など

（裏⾯に続く）

時間外労働について固定残業代制を採用している場合の記載例

１ 基本給（××円）

２ □□手当（時間外労働の有無にかかわらず、○時間分の時間外手当として△△円を支給）

３ ○時間を超える時間外労働分についての割増賃金は追加で支給

※ 「□□」には、固定残業代に該当する手当の名称を記載してください。また、□□手当に固定残業代以外の

手当を含む場合には、固定残業代分を分けて記載してください。

※ 深夜労働や休日労働について固定残業代制を採用する場合も同様です。

●労働条件を明⽰してください（職業安定法第５条の３）

●広告等により提供する求人等に関する情報は的確に表⽰してください（同法第５条の４）
●職業安定法に基づく大臣指針により、以下の点に配慮してください

・募集の段階で、労働条件を変更する可能性があるときは、その旨を併せて明⽰してく
ださい
・明⽰した労働条件が変更になったときは、求職者に対して速やかに通知してください

●固定残業代制を採⽤する場合は、固定残業代に関する労働時間数と⾦額等の計算方法、固
定残業代を除外した基本給の額、固定残業時間を超える時間外労働、休日労働及び深夜労
働分についての割増賃⾦を追加で⽀払うことなどを明⽰すること（記載例参照）

募集時

労働契約
締結時
または
締結後

●労働条件を明⽰してください（労働基準法第15条第１項）

●明⽰された労働条件が事実と異なる場合、労働者は即時に労働契約を解除することができ
ます（同法第15条第２項）

●労働条件の変更には、労使の合意が必要です（労働契約法第８条）

●当初明⽰した労働条件が変更される場合は、変更内容について明⽰して下さい
（職業安定法第５条の３第３項）
→なお、学校卒業⾒込者等については、特に配慮が必要であるため、当初明⽰した条件を
変更し、削除し、⼜は当初明⽰した条件に含まれない従事すべき業務の内容等を追加する
ことは不適切であるとされています

労働契約
締結前

LL040930開若03
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新規卒業予定者の募集を⾏うに当たっては、学校などの卒業者が、卒業後少なくとも三年
間は応募できるようにしてください。また、できる限り年齢の上限を設けないようにし、年
齢の上限を設ける場合には、⻘少年が広く応募できるよう検討してください。

（１）通年採⽤や秋季採⽤の導入などを積極的に検討してください。
（２）国・地方公共団体などの施策を活⽤しながら、いわゆるUIJターン就職などによる就

職機会の提供に積極的に取り組んでください。

学校やハローワーク等と連携し、インターンシップや職場体験の受入れを⾏うなどの積極
的な協⼒をお願いします。なお、インターンシップや職場体験であっても、労働基準法など
の労働関係法令が適⽤される場合もあるので、ご留意ください。

「インターンシップを始めとする学生のキャリア形成⽀援に係る取組の推進に当たっての基本的考え方」
（令和４年６⽉13日 ⽂部科学省・厚生労働省・経済産業省）を踏まえて実施してください。

３．学校などの卒業者の取扱い

４．新規卒業予定者に関する採用方法

５．インターンシップ・職場体験の機会の提供

前述のほか、事業主は以下の点についてご留意ください。
・募集・採⽤計画の⽴案に当たっては、毎年の募集・採⽤人数が大きく変動しないよう、入
職後の人材育成など雇⽤管理⾯にも配慮しつつ、中⻑期的な人事計画などに基づいて、必
要な人材だけを採⽤してください。

・当該年度の具体的な募集・採⽤計画の⽴案に当たり、中⻑期的な人事計画などの下、企業
の人員構成、職場における要員の過不⾜の状況などを⼗分⾒極めた上で、募集・採⽤人数
を決定してください。

・募集・採⽤人数の計画決定に当たり、「若⼲名」、「○○人以内」など不明確な表現、実
際の採⽤計画を超えた人数の募集などは避け、採⽤人数を明確にしてください。

（１）採⽤内定を⾏う際は、確実な採⽤の⾒通しに基づいて、採否の結果を明確に伝えて
ください。

（２）採⽤の時期や採⽤条件、採⽤内定取消事由などは、⽂書で明⽰してください。また、
学校などの卒業が採⽤条件となる場合は、内定時に明⽰してください。

（３）採⽤内定者について労働契約が成⽴したと認められる場合には、客観的に合理的な
理由がなく、社会通念上相当であると認められない採⽤内定の取消しは無効となり
ますので、⼗分にご留意ください。

（４）やむを得ない事情により採⽤内定の取消しや入職（入社）時期の繰下げを⾏うとき
は、新規卒業予定者の就職先の確保に最大限努⼒するとともに、該当者からの補償
などの要求に誠意を持って対応してください。また、所定の様式により、あらかじ
めハローワークに通知してください。

２．採用内定に当たって遵守すべき事項など

６．その他
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若者の募集・採用等に関する指針
ご対応いただきたい５つのポイントを紹介します
若者雇用促進法に基づく指針とは
⻘少年の雇⽤機会の確保及び職場への定着に関して事業主、特定地⽅公共団体、
職業紹介事業者等その他の関係者が適切に対処するための指針

• 「⻘少年の雇⽤の促進等に関する法律」（若者雇⽤促進法）に基づき、
若者を募集・採用等する事業主などが講ずべき措置をまとめた指針です。

• 職業安定法の改正（令和４年10月１日施⾏）に伴い、⻘少年の募集を⾏う
際のルールが変わります。

 ⻘少年が適切に職業選択を⾏い、安定的に働くことができるように、労働条件などの明示などに関す
る事項を遵守すること。

 広告等により提供する⻘少年の募集に関する情報等は、⻘少年に誤解を⽣じさせるような表示としない
こと。また、当該情報を正確かつ最新の内容に保つこと。

 明示する従事すべき業務の内容等は、虚偽または誇大な内容としないこと。

 固定残業代を採⽤する場合は、固定残業代に関する労働時間数と⾦額等の計算⽅法などを明示すること。

 職業安定法に基づく職業紹介事業者等指針※第５を踏まえ、求職者等の個⼈情報を適切に取り扱うこと

新規学卒者などを募集する事業主の皆さまへ

 労働契約が成⽴したと認められる場合には、客観的に合理的な理由を⽋き、社会通念上相
当であると認められない採用内定取消しは無効とされることに⼗分に留意し、採⽤内定取
消しを防⽌するため、最⼤限の経営努⼒などを⾏うこと。やむを得ない事情により採⽤内
定取消しなどを⾏う場合には、就職先の確保について最大限の努⼒を⾏うこと。
※ 職業安定法施⾏規則第35条第2項では、採⽤内定取消しなどを⾏おうとする事業主は、所定の様式に
より、あらかじめ、公共職業安定所等に通知することとなっています。

 採⽤内定または採⽤内々定と引き替えに、他の事業主に対する就職活動を取りやめるよう
強要することなどの職業選択の⾃由を妨げる⾏為などは、⻘少年に対する公平・公正な就
職機会の提供の観点から⾏わないこと。

 労働契約が成⽴したと認められる場合には、採⽤内定者に対して、⾃由な意思決定を妨げ
るような内定辞退の勧奨は、違法な権利侵害に当たるおそれがあることから⾏わないこと。

固定残業代の詳細

指針の全体版も
ご覧ください

労働関係法令の留意点

新規!!

募集にあたっての労働条件の明示などの対応が必要です１

内定取消しは無効になることもあります２

※ 「職業紹介事業者、求⼈者、労働者の募集を⾏う者、募集受託者、募
集情報等提供事業を⾏う者、労働者供給事業者、労働者供給を受けよ
うとする者等がその責務等に関して適切に対処するための指針」
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 既卒者が卒業後少なくとも3 年間は「新卒枠」に応募できるようにすることや、できる限
り上限年齢を設けないように努めること。

 通年採用や秋季採用の導入等の個々の事情に配慮した柔軟な対応を積極的に検討するよう
努めること。

LL需

 ホームページでの公表などで、⻘少年雇用情報の全ての項目について情報提供することが望まし
いこと。

厚⽣労働省・都道府県労働局

⻘少年雇用情報とは
若者雇⽤促進法により、事業主は、応募者などに対して、平均勤続年数や研

修の有無と内容といった就労実態等の職場情報を提供する仕組みがあります。
職場情報は、新卒者の募集を⾏う企業に対し、企業規模を問わず、
(ⅰ) 幅広い情報提供を努⼒義務
(ⅱ) 応募者等から求めがあった場合は、以下の３類型（ア〜ウ）ごとに

１つ以上の情報提供を義務
としています。
(ア) 募集・採⽤に関する状況
(イ) 職業能⼒の開発・向上に関する状況
(ウ) 企業における雇⽤管理に関する状況

 事業主は、雇⽤する労働者が就職活動中の学⽣やインターンシップを⾏っている者等に対す
る言動について、必要な注意を払うよう配慮することが望ましいこと。

特に就職活動中の学⽣に対するセクシュアルハラスメント等は、正式な採⽤活
動のみならず、OB・OG訪問等の場でも問題化しています。

企業としての責任を⾃覚し、OB・OG訪問等の際も含めて、セクシュアルハラ
スメント等は⾏ってはならないものであり厳正な対応を⾏う旨などを、研修など
を実施し社員に対して周知徹底すること、OB・OG訪問等を含めて学⽣と接する
際のルールをあらかじめ定めること等により、未然の防⽌に努めましょう。

⻘少年雇⽤情報の詳細

通年採⽤・秋季採⽤の詳細既卒者の応募の詳細

都道府県労働局 ハローワーク

就活⽣などに対するハラスメントにも注意してください３

ハラスメントの詳細

「⻘少年雇用情報」の情報提供が必要です４

卒業後３年以内の者も「新卒枠」での応募受付ができるよう努めてください５

LL040930開若01
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厚生労働省では、「青少年の雇用の促進等に関する法律」に基づき、若者の雇用
機会の確保と職場定着に関して、事業主、特定地方公共団体、職業紹介事業者など
の関係者が適切に対処するための指針を定めています※。

この指針では、学校卒業見込者の採用枠について以下としています。

採用に至った 採用に至らなかった 応募不可 不明

上限はない ３年超
２年超～３年以内 １年超～２年以内
１年以内 不明

（資料出所） 厚生労働省 「労働経済動向調査（ 年 月）」

（注）前年度に新規学卒者枠で正社員の募集を行った事業所（ 事業所）を として集計。

（注）構成比は小数点以下を四捨五入しているため、計は必ずしも とはならない。

新規学卒者採用枠に応募可能な
卒業後の経過期間

新規学卒者採用枠での
既卒者の応募受付状況

（参考）

（資料出所） 厚生労働省 「労働経済動向調査（ 年 月）」
（注）前年度に新規学卒者枠で正社員の募集を行った事業所のうち、既卒者が応募可能だった事業所

（ 事業所）を として集計。

（注）構成比は小数点以下を四捨五入しているため、計は必ずしも とはならない。

（注）各項目で四捨五入して算出しているため、足し上げた数値と表面の数値は、必ずしも一致しない。

意欲・能力があるにも関わらず、在学中に就職先が決まらないまま卒業せざるを
得なかった方に対し、新卒採用の門戸を閉ざすことは、学生だけではなく会社に
とっても大きな損失です。

事業主の皆さまには、日頃より適切な若者の募集・採用にご協力いただいており
ますが、この指針に沿って、改めて若者の雇用機会の拡大にご協力をお願い申し上
げます。

 既卒者が卒業後少なくとも 年間は応募できるように努めること
 できる限り上限年齢を設けないように努めること

※詳しくは、こちらのリーフレットもご覧ください︓

開若
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固定残業代制を採用する場合は、募集要項や求人票などに、
次の①〜③の内容すべてを明⽰してください。

厚⽣労働省・都道府県労働局・ハローワーク

近年、募集要項や求⼈票の「固定残業代」を含めた賃⾦表⽰をめぐるトラブル
が⾒受けられます。若者が就職先の企業を選択する際には、正確な労働条件の表
⽰が重要であり、「若者雇⽤促進法」に基づく指針でも、「固定残業代」につい
て適切な表⽰をするよう定めています。
事業主の皆さまには、求⼈・募集の段階で、指針を踏まえた「固定残業代」の

明⽰をしっかり⾏っていただき、また、職業紹介事業者の皆さまも、求⼈を受け
付ける際は明⽰が適切になされるように働きかけをお願いいたします。

若者の募集・求人の申込みをお考えの事業主の皆さまへ
職業紹介事業者の皆さまへ

固定残業代 を賃⾦に含める場合は、
適切な表⽰をお願いします。

① 固定残業代を除いた基本給の額
② 固定残業代に関する労働時間数と⾦額等の計算⽅法
③ 固定残業時間を超える時間外労働、

休日労働および深夜労働に対して割増賃⾦を追加で⽀払う旨

第二の一（一）ハ（ハ）
賃⾦に関しては、賃⾦形態（⽉給、日給、時給等の区分）、基本給、定額的に⽀払われる手当、通勤手当、昇給に

関する事項等について明⽰すること。また、一定時間分の時間外労働、休日労働及び深夜労働に対する割増賃⾦を定
額で⽀払うこととする労働契約を締結する仕組みを採⽤する場合は、名称のいかんにかかわらず、一定時間分の時間
外労働、休日労働及び深夜労働に対して定額で⽀払われる割増賃⾦（以下この（ハ）及びレ（ハ）において｢固定残
業代｣という。）に係る計算⽅法（固定残業代の算定の基礎として設定する労働時間数（以下この（ハ）において
「固定残業時間」という。）及び⾦額を明らかにするものに限る。）、固定残業代を除外した基本給の額、固定残業
時間を超える時間外労働、休日労働及び深夜労働分についての割増賃⾦を追加で⽀払うこと等を明⽰すること。

※※

※「固定残業代」とは、その名称にかかわらず、一定時間分の時間外労働、休日労働および深夜労働に
対して定額で支払われる割増賃⾦のことです。

⻘少年の雇用機会の確保及び職場への定着に関して事業主、特定地方公共団体、
職業紹介事業者等その他の関係者が適切に対処するための指針（抜粋）

※「□□」には、固定残業代に該当する手当の名称を記載します。
※「□□手当」に固定残業代以外の手当を含む場合には、固定残業代分を分けて記載してください。
※ 深夜労働や休日労働について固定残業代制を採⽤する場合も、同様の記載が必要です。

▶ 時間外労働について固定残業代制を採用している場合の記載例
① 基本給（××円）（②の手当を除く額）
② □□手当（時間外労働の有無にかかわらず､○時間分の時間外手当として△△円を支給）
③ ○時間を超える時間外労働分についての割増賃⾦は追加で支給

【注意点】

【参考】

LL040930開若04
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時間外割増賃⾦をめぐるトラブルには、次のような裁判例があります。
【Ｔ事件（平成24年３⽉８日 / 最高裁第一小法廷判決）】
本件雇⽤契約は、(略) 基本給を⽉額41万円とした上で、⽉間総労働時間が180時間を超
えた場合には、その超えた時間につき１時間当たり一定額を別途⽀払い、(略) ⽉間180
時間以内の労働時間中の時間外労働がされても、基本給⾃体の⾦額が増額されることはな
い。(略) 基本給について、通常の労働時間の賃⾦に当たる部分と労働基準法第37条第１
項の規定する時間外の割増賃⾦に当たる部分とを判別することはできないものというべき
である。これらによれば、(略) 時間外労働をした場合に、⽉額41万円の基本給の⽀払を
受けたとしても、その⽀払によって、⽉間180時間以内の労働時間中の時間外労働につい
て労働基準法第37条第1項の規定する割増賃⾦が⽀払われたとすることはできない(略)。
【Ｕ事件（平成20年10⽉７日 / 東京地裁判決）】
販売手当(略) は、いずれも各店舗の売上等に応じて⽀給されるものであり、これが従業
員が時間外労働や深夜労働をした場合に⽀給される割増賃⾦と同様の性質を有するものと
はいい難い。(略) 販売手当が時間外勤務手当に代わるものであるという説明をしたとま
では述べていないのであるし、他に販売手当が時間外勤務手当に代わるものであるという
説明をしたことを認めるに足りる証拠はないから、(略) 販売手当の⽀払をもって時間外
及び深夜の割増賃⾦の⽀払ということはできない。
【Ｆ事件（平成20年３⽉21日/ 東京地裁判決）】
少なくとも労働者が⾃分が当⽉働いた分についてどれだけの時間外労働がなされ、それに
対していくらの割増賃⾦が出ているのかを概算的にでも有効・適切に知ることができなけ
れば、労使の合意に基づいた労働条件の中⾝としての賃⾦なり給与条件の合意が成⽴した
ことにはならない。

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

社会保険・労働保険に関すること

雇用形態に関すること

休日に関すること

選考方法・応募書類に関すること

職種・仕事の内容に関すること

就業時間に関すること

賃金に関すること（固定残業代を含む）

0% 20% 40% 60% 80%

就業時間に関すること

社会保険・労働保険に関すること

雇用形態に関すること

休日に関すること

職種・仕事の内容に関すること

賃金に関すること（固定残業代を含む） 出典：民間人材ビジネス実
態把握調査（厚生労働省
平成28年８月）

※複数回答

出典：厚生労働省職業安定
局調べ （平成29年度）

※１件の申出等で複数の内容
を含むものは、それぞれの
内訳に計上

参考資料 賃⾦・固定残業代に関する申出･苦情等

ハローワークにおける、求人票の記載内容と実際の労働条件の相違に対する申出・苦情
で、一番多い内容は「賃⾦に関すること（固定残業代を含む）」です。

⺠間職業紹介機関を利⽤して就職活動した⽅の「求人条件と採用条件が異なっていた」
という不満で、一番多い内容は「賃⾦に関すること（固定残業代を含む）」です。
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一般の求職者等向け
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一般の求職者等向け
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神奈川県の最低賃金（令和４年10月１日改正）

○地域別最低賃金

最低賃金の件名
最低賃金額 効力発生

年 月 日 摘　　　　　要
時間額

神奈川県最低賃金 1,071円 令和４年10月１日
　県下すべての労働者に適用されます。
　ただし、下欄の産業別最低賃金が適用され
る者は除かれます。

○産業別最低賃金

最低賃金の件名 最低賃金額
（時間単位）

効力発生
年 月 日

特定（産業別）最低賃金適用除外者
（上欄の神奈川県最低賃金が適用されます）

特
　

産
（
定

　
業

　

最
）
別

　
低

　
賃

　
金

塗 料 製 造 業

令和４年度の
特定（産業別）
最低賃金は、改
正されなかった
ため、地域最
低賃金（時間額
1,071円）が適
用されます。

地域最低賃金の効
力発生日は令和４
年10月１日です。

①18歳未満又は65歳以上の者

②雇入れ後6か月未満（ただし自動車小売業
については3か月未満）の者であって、技能
習得中のもの

③清掃、片付けその他これらに準ずる軽易な
業務に主として従事する者

④非鉄金属・同合金圧延業、電線・ケーブル
製造業及び電子部品・デバイス・電子回路、
電気機械器具、情報通信機械器具製造業最低
賃金については、①、②、③に加え、次に掲
げる業務に主として従事する者も適用除外さ
れます。

作操はくし若具工手は又りよに業作手　 イ　
が容易な小型動力機を用いて行う巻線、
組線、取付け、選別、検査等の業務

⑤塗料製造業最低賃金については、①、②に
加え、次に掲げる業務に主として従事する者
も適用除外されます。

　イ　清掃、片付けの業務
　ロ　ラベルはりの業務

そり取のたふび及缶き空るよに業作手　 ハ　
ろえ並びに充てんラインヘの送給、包装、
箱詰め、袋詰め、こん包又は18リット
ル缶未満の充てん製品運搬の業務

鉄 鋼 業

電子部品・デバイス・
電子回路、電気機械
器具、情報通信機械
器具製造業

非鉄金属・同合金圧
延業、電線・ケーブ
ル製造業

ボイラ・原動機、ポ
ンプ・圧縮機器、一
般産業用機械・装置、
建設機械・鉱山機械、
金属加工機械製造業

輸 送 用 機 械
器 具 製 造 業

自動車小売業

（注）○ボイラ・原動機、ポンプ・圧縮機器、一般産業用機械・装置、建設機械・鉱山機械、金属加工機械製造業
　　　 …他に分類されないはん用機械・装置製造業、化学機械・同装置製造業、真空装置・真空機器製造業、農業用トラ

クタ製造業を含み、家庭用エレベータ製造業、冷凍機・温湿調整装置製造業、建設用ショベルトラック製造業を除
く。

　　　○電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業…医療用計測器製造業を除く。
　　　○輸送用機械器具製造業…建設用ショベルトラック製造業を含む。
　　　○自動車小売業…自動車部分品・附属品小売業を含み、二輪自動車小売業（原動機付自転車を含む）を除く。

　◎　最低賃金はパートタイマー、臨時、アルバイト等の労働者にも適用されます。

　◎　賃金額を時間当たりの金額に換算し、最低賃金と比較します。
　　　例　日給制の場合　日給額÷１日の所定労働時間≧最低賃金額
　　　　　月給制の場合　月給額÷月の所定労働時間（月により所定労働時間が異なる場合は年間平均）≧最低賃金額

　◎　次の賃金は、最低賃金の対象となる賃金には含まれません。
　　①精皆勤手当、通勤手当、家族手当　　　　　　②臨時に支払われる賃金
　　③１か月を超える期間ごとに支払われる賃金　　④時間外・休日労働に対する賃金、深夜割増賃金
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具体的計算方法について

　実際の賃金が最低賃金以上となっているかどうかを調べるには、家族手当などの除外賃金を差し引い
た賃金額と適用される最低賃金額を次の方法で比較します。
　あなたの給料の支払われ方が、
①　時間給の場合
　　時間給≧最低賃金額
②　日給の場合・
　　日給÷１日の所定労働時間≧最低賃金額
③　①、②以外（週給・月給等）の場合
　　賃金額を時間当たりの金額に換算し、最低賃金額と比較します。（換算方法は次の計算例を参照）

月給者の場合
　神奈川県で働く労働者Aさんの場合（神奈川県最賃適用者）
○　年間所定労働日数255日
○　月給225,000円（うち家族手当20,000円、精勤手当20,000円、通勤手当20,000円）
○　所定労働時間は毎日８時間
　　（神奈川県最低賃金は、時間額1,071円です。）

　　　　　　　　　　　　　　　　⬇
１．まず、最低賃金の対象とならない家族・精勤・通勤手当を除きます。
２．月給制の場合は、次のような計算式を用いて比較します。

３．Aさんの場合、２の計算式にあてはめると、

　したがって、この場合は最低賃金を満たしていないことになります。

　産業別最低賃金についても、平成15年度の改正時から時間額のみの表示となりましたが、１日の所定
労働時間が８時間より短い労働者に対して、支払われる賃金額を低下させることは、労働基準法第１条
第２項の規定に抵触することになりますので、ご注意ください。
　詳しくは神奈川労働局　賃金室
または最寄りの労働基準監督署にお尋ねください。

神奈川労働局ホームページ　https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-roudoukyoku/

　最低賃金についての照合、相談は─
4537）112（540☎　室金賃部準基働労局働労川奈神　　　

　　　又は最寄りの労働基準監督署

月 給 額 ×12か 月 　　　≧　　　最低賃金額年間総所定労働時間

月 給165,000円 ×12か 月  ≒ 970円＜最低賃金1,071円年間所定労働日数255日×８時間

神奈川県の最低賃金（令和４年10月１日改正）

○地域別最低賃金

最低賃金の件名
最低賃金額 効力発生

年 月 日 摘　　　　　要
時間額

神奈川県最低賃金 1,071円 令和４年10月１日
　県下すべての労働者に適用されます。
　ただし、下欄の産業別最低賃金が適用され
る者は除かれます。

○産業別最低賃金

最低賃金の件名 最低賃金額
（時間単位）

効力発生
年 月 日

特定（産業別）最低賃金適用除外者
（上欄の神奈川県最低賃金が適用されます）

特
　

産
（
定

　
業

　

最
）
別

　
低

　
賃

　
金

塗 料 製 造 業

令和４年度の
特定（産業別）
最低賃金は、改
正されなかった
ため、地域最
低賃金（時間額
1,071円）が適
用されます。

地域最低賃金の効
力発生日は令和４
年10月１日です。

①18歳未満又は65歳以上の者

②雇入れ後6か月未満（ただし自動車小売業
については3か月未満）の者であって、技能
習得中のもの

③清掃、片付けその他これらに準ずる軽易な
業務に主として従事する者

④非鉄金属・同合金圧延業、電線・ケーブル
製造業及び電子部品・デバイス・電子回路、
電気機械器具、情報通信機械器具製造業最低
賃金については、①、②、③に加え、次に掲
げる業務に主として従事する者も適用除外さ
れます。

作操はくし若具工手は又りよに業作手　 イ　
が容易な小型動力機を用いて行う巻線、
組線、取付け、選別、検査等の業務

⑤塗料製造業最低賃金については、①、②に
加え、次に掲げる業務に主として従事する者
も適用除外されます。

　イ　清掃、片付けの業務
　ロ　ラベルはりの業務

そり取のたふび及缶き空るよに業作手　 ハ　
ろえ並びに充てんラインヘの送給、包装、
箱詰め、袋詰め、こん包又は18リット
ル缶未満の充てん製品運搬の業務

鉄 鋼 業

電子部品・デバイス・
電子回路、電気機械
器具、情報通信機械
器具製造業

非鉄金属・同合金圧
延業、電線・ケーブ
ル製造業

ボイラ・原動機、ポ
ンプ・圧縮機器、一
般産業用機械・装置、
建設機械・鉱山機械、
金属加工機械製造業

輸 送 用 機 械
器 具 製 造 業

自動車小売業

（注）○ボイラ・原動機、ポンプ・圧縮機器、一般産業用機械・装置、建設機械・鉱山機械、金属加工機械製造業
　　　 …他に分類されないはん用機械・装置製造業、化学機械・同装置製造業、真空装置・真空機器製造業、農業用トラ

クタ製造業を含み、家庭用エレベータ製造業、冷凍機・温湿調整装置製造業、建設用ショベルトラック製造業を除
く。

　　　○電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業…医療用計測器製造業を除く。
　　　○輸送用機械器具製造業…建設用ショベルトラック製造業を含む。
　　　○自動車小売業…自動車部分品・附属品小売業を含み、二輪自動車小売業（原動機付自転車を含む）を除く。

　◎　最低賃金はパートタイマー、臨時、アルバイト等の労働者にも適用されます。

　◎　賃金額を時間当たりの金額に換算し、最低賃金と比較します。
　　　例　日給制の場合　日給額÷１日の所定労働時間≧最低賃金額
　　　　　月給制の場合　月給額÷月の所定労働時間（月により所定労働時間が異なる場合は年間平均）≧最低賃金額

　◎　次の賃金は、最低賃金の対象となる賃金には含まれません。
　　①精皆勤手当、通勤手当、家族手当　　　　　　②臨時に支払われる賃金
　　③１か月を超える期間ごとに支払われる賃金　　④時間外・休日労働に対する賃金、深夜割増賃金
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令和５年度賃金早見表
求人票に記載の月額から所得税、社会保険料等が控除されます。手取月額の参考にしてください。
・雇用保険料は、1,000分の6で計算してあります。（建設の事業、農林水産・清酒製造の事業は、1,000分の4）
・健康保険料は、100分の10.02（折半）で、介護保険に該当しない被保険者として計算しています。
・厚生年金保険料は、100分の18.300（折半）で計算してあります。
・税額は甲欄扶養親族等の数は0で計算してあります。
・概算額ですので詳細については、関係機関にお問い合わせください。

〔令和５年３月作成〕
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140,000� 840� 7,114� 12,993� 20,947� 119,053� 1,750� 22,697� 117,303�
141,000� 846� 7,114� 12,993� 20,953� 120,047� 1,750� 22,703� 118,297�
142,000� 852� 7,114� 12,993� 20,959� 121,041� 1,850� 22,809� 119,191�
143,000� 858� 7,114� 12,993� 20,965� 122,035� 1,850� 22,815� 120,185�
144,000� 864� 7,114� 12,993� 20,971� 123,029� 1,950� 22,921� 121,079�
145,000� 870� 7,114� 12,993� 20,977� 124,023� 1,950� 22,927� 122,073�
146,000� 876� 7,515� 13,725� 22,116� 123,884� 1,950� 24,066� 121,934�
147,000� 882� 7,515� 13,725� 22,122� 124,878� 1,950� 24,072� 122,928�
148,000� 888� 7,515� 13,725� 22,128� 125,872� 2,050� 24,178� 123,822�
149,000� 894� 7,515� 13,725� 22,134� 126,866� 2,050� 24,184� 124,816�
150,000� 900� 7,515� 13,725� 22,140� 127,860� 2,150� 24,290� 125,710�
151,000� 906� 7,515� 13,725� 22,146� 128,854� 2,150� 24,296� 126,704�
152,000� 912� 7,515� 13,725� 22,152� 129,848� 2,260� 24,412� 127,588�
153,000� 918� 7,515� 13,725� 22,158� 130,842� 2,260� 24,418� 128,582�
154,000� 924� 7,515� 13,725� 22,164� 131,836� 2,360� 24,524� 129,476�
155,000� 930� 8,016� 14,640� 23,586� 131,414� 2,360� 25,946� 129,054�
156,000� 936� 8,016� 14,640� 23,592� 132,408� 2,360� 25,952� 130,048�
157,000� 942� 8,016� 14,640� 23,598� 133,402� 2,460� 26,058� 130,942�
158,000� 948� 8,016� 14,640� 23,604� 134,396� 2,460� 26,064� 131,936�
159,000� 954� 8,016� 14,640� 23,610� 135,390� 2,550� 26,160� 132,840�
160,000� 960� 8,016� 14,640� 23,616� 136,384� 2,550� 26,166� 133,834�
161,000� 966� 8,016� 14,640� 23,622� 137,378� 2,610� 26,232� 134,768�
162,000� 972� 8,016� 14,640� 23,628� 138,372� 2,610� 26,238� 135,762�
163,000� 978� 8,016� 14,640� 23,634� 139,366� 2,680� 26,314� 136,686�
164,000� 984� 8,016� 14,640� 23,640� 140,360� 2,680� 26,320� 137,680�
165,000� 990� 8,517� 15,555� 25,062� 139,938� 2,680� 27,742� 137,258�
166,000� 996� 8,517� 15,555� 25,068� 140,932� 2,680� 27,748� 138,252�
167,000� 1,002� 8,517� 15,555� 25,074� 141,926� 2,740� 27,814� 139,186�
168,000� 1,008� 8,517� 15,555� 25,080� 142,920� 2,740� 27,820� 140,180�
169,000� 1,014� 8,517� 15,555� 25,086� 143,914� 2,800� 27,886� 141,114�
170,000� 1,020� 8,517� 15,555� 25,092� 144,908� 2,800� 27,892� 142,108�
171,000� 1,026� 8,517� 15,555� 25,098� 145,902� 2,860� 27,958� 143,042�
172,000� 1,032� 8,517� 15,555� 25,104� 146,896� 2,860� 27,964� 144,036�
173,000� 1,038� 8,517� 15,555� 25,110� 147,890� 2,920� 28,030� 144,970�
174,000� 1,044� 8,517� 15,555� 25,116� 148,884� 2,920� 28,036� 145,964�
175,000� 1,050� 9,018� 16,470� 26,538� 148,462� 2,920� 29,458� 145,542�
176,000� 1,056� 9,018� 16,470� 26,544� 149,456� 2,980� 29,524� 146,476�
177,000� 1,062� 9,018� 16,470� 26,550� 150,450� 2,980� 29,530� 147,470�
178,000� 1,068� 9,018� 16,470� 26,556� 151,444� 3,050� 29,606� 148,394�
179,000� 1,074� 9,018� 16,470� 26,562� 152,438� 3,050� 29,612� 149,388�
180,000� 1,080� 9,018� 16,470� 26,568� 153,432� 3,120� 29,688� 150,312�
181,000� 1,086� 9,018� 16,470� 26,574� 154,426� 3,120� 29,694� 151,306�
182,000� 1,092� 9,018� 16,470� 26,580� 155,420� 3,200� 29,780� 152,220�
183,000� 1,098� 9,018� 16,470� 26,586� 156,414� 3,200� 29,786� 153,214�
184,000� 1,104� 9,018� 16,470� 26,592� 157,408� 3,270� 29,862� 154,138�
185,000� 1,110� 9,519� 17,385� 28,014� 156,986� 3,200� 31,214� 153,786�
186,000� 1,116� 9,519� 17,385� 28,020� 157,980� 3,270� 31,290� 154,710�
187,000� 1,122� 9,519� 17,385� 28,026� 158,974� 3,270� 31,296� 155,704�
188,000� 1,128� 9,519� 17,385� 28,032� 159,968� 3,340� 31,372� 156,628�
189,000� 1,134� 9,519� 17,385� 28,038� 160,962� 3,340� 31,378� 157,622�
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190,000� 1,140� 9,519� 17,385� 28,044� 161,956� 3,410� 31,454� 158,546�
191,000� 1,146� 9,519� 17,385� 28,050� 162,950� 3,410� 31,460� 159,540�
192,000� 1,152� 9,519� 17,385� 28,056� 163,944� 3,480� 31,536� 160,464�
193,000� 1,158� 9,519� 17,385� 28,062� 164,938� 3,480� 31,542� 161,458�
194,000� 1,164� 9,519� 17,385� 28,068� 165,932� 3,550� 31,618� 162,382�
195,000� 1,170� 10,020� 18,300� 29,490� 165,510� 3,550� 33,040� 161,960�
196,000� 1,176� 10,020� 18,300� 29,496� 166,504� 3,550� 33,046� 162,954�
197,000� 1,182� 10,020� 18,300� 29,502� 167,498� 3,620� 33,122� 163,878�
198,000� 1,188� 10,020� 18,300� 29,508� 168,492� 3,620� 33,128� 164,872�
199,000� 1,194� 10,020� 18,300� 29,514� 169,486� 3,700� 33,214� 165,786�
200,000� 1,200� 10,020� 18,300� 29,520� 170,480� 3,700� 33,220� 166,780�
201,000� 1,206� 10,020� 18,300� 29,526� 171,474� 3,770� 33,296� 167,704�
202,000� 1,212� 10,020� 18,300� 29,532� 172,468� 3,770� 33,302� 168,698�
203,000� 1,218� 10,020� 18,300� 29,538� 173,462� 3,840� 33,378� 169,622�
204,000� 1,224� 10,020� 18,300� 29,544� 174,456� 3,840� 33,384� 170,616�
205,000� 1,230� 10,020� 18,300� 29,550� 175,450� 3,910� 33,460� 171,540�
206,000� 1,236� 10,020� 18,300� 29,556� 176,444� 3,910� 33,466� 172,534�
207,000� 1,242� 10,020� 18,300� 29,562� 177,438� 3,980� 33,542� 173,458�
208,000� 1,248� 10,020� 18,300� 29,568� 178,432� 3,980� 33,548� 174,452�
209,000� 1,254� 10,020� 18,300� 29,574� 179,426� 4,050� 33,624� 175,376�
210,000� 1,260� 11,022� 20,130� 32,412� 177,588� 3,980� 36,392� 173,608�
211,000� 1,266� 11,022� 20,130� 32,418� 178,582� 3,980� 36,398� 174,602�
212,000� 1,272� 11,022� 20,130� 32,424� 179,576� 4,050� 36,474� 175,526�
213,000� 1,278� 11,022� 20,130� 32,430� 180,570� 4,050� 36,480� 176,520�
214,000� 1,284� 11,022� 20,130� 32,436� 181,564� 4,120� 36,556� 177,444�
215,000� 1,290� 11,022� 20,130� 32,442� 182,558� 4,120� 36,562� 178,438�
216,000� 1,296� 11,022� 20,130� 32,448� 183,552� 4,200� 36,648� 179,352�
217,000� 1,302� 11,022� 20,130� 32,454� 184,546� 4,200� 36,654� 180,346�
218,000� 1,308� 11,022� 20,130� 32,460� 185,540� 4,270� 36,730� 181,270�
219,000� 1,314� 11,022� 20,130� 32,466� 186,534� 4,270� 36,736� 182,264�
220,000� 1,320� 11,022� 20,130� 32,472� 187,528� 4,340� 36,812� 183,188�
221,000� 1,326� 11,022� 20,130� 32,478� 188,522� 4,340� 36,818� 184,182�
222,000� 1,332� 11,022� 20,130� 32,484� 189,516� 4,410� 36,894� 185,106�
223,000� 1,338� 11,022� 20,130� 32,490� 190,510� 4,410� 36,900� 186,100�
224,000� 1,344� 11,022� 20,130� 32,496� 191,504� 4,480� 36,976� 187,024�
225,000� 1,350� 11,022� 20,130� 32,502� 192,498� 4,480� 36,982� 188,018�
226,000� 1,356� 11,022� 20,130� 32,508� 193,492� 4,550� 37,058� 188,942�
227,000� 1,362� 11,022� 20,130� 32,514� 194,486� 4,550� 37,064� 189,936�
228,000� 1,368� 11,022� 20,130� 32,520� 195,480� 4,630� 37,150� 190,850�
229,000� 1,374� 11,022� 20,130� 32,526� 196,474� 4,630� 37,156� 191,844�
230,000� 1,380� 12,024� 21,960� 35,364� 194,636� 4,550� 39,914� 190,086�
231,000� 1,386� 12,024� 21,960� 35,370� 195,630� 4,630� 40,000� 191,000�
232,000� 1,392� 12,024� 21,960� 35,376� 196,624� 4,630� 40,006� 191,994�
233,000� 1,398� 12,024� 21,960� 35,382� 197,618� 4,700� 40,082� 192,918�
234,000� 1,404� 12,024� 21,960� 35,388� 198,612� 4,700� 40,088� 193,912�
235,000� 1,410� 12,024� 21,960� 35,394� 199,606� 4,770� 40,164� 194,836�
236,000� 1,416� 12,024� 21,960� 35,400� 200,600� 4,770� 40,170� 195,830�
237,000� 1,422� 12,024� 21,960� 35,406� 201,594� 4,840� 40,246� 196,754�
238,000� 1,428� 12,024� 21,960� 35,412� 202,588� 4,840� 40,252� 197,748�
239,000� 1,434� 12,024� 21,960� 35,418� 203,582� 4,910� 40,328� 198,672�
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令和５年度賃金早見表
求人票に記載の月額から所得税、社会保険料等が控除されます。手取月額の参考にしてください。
・雇用保険料は、1,000分の6で計算してあります。（建設の事業、農林水産・清酒製造の事業は、1,000分の4）
・健康保険料は、100分の10.02（折半）で、介護保険に該当しない被保険者として計算しています。
・厚生年金保険料は、100分の18.300（折半）で計算してあります。
・税額は甲欄扶養親族等の数は0で計算してあります。
・概算額ですので詳細については、関係機関にお問い合わせください。
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240,000� 1,440� 12,024� 21,960� 35,424� 204,576� 4,910� 40,334� 199,666�
241,000� 1,446� 12,024� 21,960� 35,430� 205,570� 4,980� 40,410� 200,590�
242,000� 1,452� 12,024� 21,960� 35,436� 206,564� 4,980� 40,416� 201,584�
243,000� 1,458� 12,024� 21,960� 35,442� 207,558� 5,050� 40,492� 202,508�
244,000� 1,464� 12,024� 21,960� 35,448� 208,552� 5,050� 40,498� 203,502�
245,000� 1,470� 12,024� 21,960� 35,454� 209,546� 5,130� 40,584� 204,416�
246,000� 1,476� 12,024� 21,960� 35,460� 210,540� 5,130� 40,590� 205,410�
247,000� 1,482� 12,024� 21,960� 35,466� 211,534� 5,200� 40,666� 206,334�
248,000� 1,488� 12,024� 21,960� 35,472� 212,528� 5,200� 40,672� 207,328�
249,000� 1,494� 12,024� 21,960� 35,478� 213,522� 5,270� 40,748� 208,252�
250,000� 1,500� 13,026� 23,790� 38,316� 211,684� 5,200� 43,516� 206,484�
251,000� 1,506� 13,026� 23,790� 38,322� 212,678� 5,200� 43,522� 207,478�
252,000� 1,512� 13,026� 23,790� 38,328� 213,672� 5,270� 43,598� 208,402�
253,000� 1,518� 13,026� 23,790� 38,334� 214,666� 5,270� 43,604� 209,396�
254,000� 1,524� 13,026� 23,790� 38,340� 215,660� 5,340� 43,680� 210,320�
255,000� 1,530� 13,026� 23,790� 38,346� 216,654� 5,340� 43,686� 211,314�
256,000� 1,536� 13,026� 23,790� 38,352� 217,648� 5,410� 43,762� 212,238�
257,000� 1,542� 13,026� 23,790� 38,358� 218,642� 5,410� 43,768� 213,232�
258,000� 1,548� 13,026� 23,790� 38,364� 219,636� 5,480� 43,844� 214,156�
259,000� 1,554� 13,026� 23,790� 38,370� 220,630� 5,480� 43,850� 215,150�
260,000� 1,560� 13,026� 23,790� 38,376� 221,624� 5,560� 43,936� 216,064�
261,000� 1,566� 13,026� 23,790� 38,382� 222,618� 5,560� 43,942� 217,058�
262,000� 1,572� 13,026� 23,790� 38,388� 223,612� 5,560� 43,948� 218,052�
263,000� 1,578� 13,026� 23,790� 38,394� 224,606� 5,680� 44,074� 218,926�
264,000� 1,584� 13,026� 23,790� 38,400� 225,600� 5,680� 44,080� 219,920�
265,000� 1,590� 13,026� 23,790� 38,406� 226,594� 5,680� 44,086� 220,914�
266,000� 1,596� 13,026� 23,790� 38,412� 227,588� 5,780� 44,192� 221,808�
267,000� 1,602� 13,026� 23,790� 38,418� 228,582� 5,780� 44,198� 222,802�
268,000� 1,608� 13,026� 23,790� 38,424� 229,576� 5,780� 44,204� 223,796�
269,000� 1,614� 13,026� 23,790� 38,430� 230,570� 5,890� 44,320� 224,680�
270,000� 1,620� 14,028� 25,620� 41,268� 228,732� 5,780� 47,048� 222,952�
271,000� 1,626� 14,028� 25,620� 41,274� 229,726� 5,780� 47,054� 223,946�
272,000� 1,632� 14,028� 25,620� 41,280� 230,720� 5,890� 47,170� 224,830�
273,000� 1,638� 14,028� 25,620� 41,286� 231,714� 5,890� 47,176� 225,824�
274,000� 1,644� 14,028� 25,620� 41,292� 232,708� 5,890� 47,182� 226,818�
275,000� 1,650� 14,028� 25,620� 41,298� 233,702� 5,990� 47,288� 227,712�
276,000� 1,656� 14,028� 25,620� 41,304� 234,696� 5,990� 47,294� 228,706�
277,000� 1,662� 14,028� 25,620� 41,310� 235,690� 5,990� 47,300� 229,700�
278,000� 1,668� 14,028� 25,620� 41,316� 236,684� 6,110� 47,426� 230,574�
279,000� 1,674� 14,028� 25,620� 41,322� 237,678� 6,110� 47,432� 231,568�
280,000� 1,680� 14,028� 25,620� 41,328� 238,672� 6,110� 47,438� 232,562�
281,000� 1,686� 14,028� 25,620� 41,334� 239,666� 6,210� 47,544� 233,456�
282,000� 1,692� 14,028� 25,620� 41,340� 240,660� 6,210� 47,550� 234,450�
283,000� 1,698� 14,028� 25,620� 41,346� 241,654� 6,210� 47,556� 235,444�
284,000� 1,704� 14,028� 25,620� 41,352� 242,648� 6,320� 47,672� 236,328�
285,000� 1,710� 14,028� 25,620� 41,358� 243,642� 6,320� 47,678� 237,322�
286,000� 1,716� 14,028� 25,620� 41,364� 244,636� 6,320� 47,684� 238,316�
287,000� 1,722� 14,028� 25,620� 41,370� 245,630� 6,420� 47,790� 239,210�
288,000� 1,728� 14,028� 25,620� 41,376� 246,624� 6,420� 47,796� 240,204�
289,000� 1,734� 14,028� 25,620� 41,382� 247,618� 6,420� 47,802� 241,198�
290,000� 1,740� 15,030� 27,450� 44,220� 245,780� 6,420� 50,640� 239,360�
291,000� 1,746� 15,030� 27,450� 44,226� 246,774� 6,420� 50,646� 240,354�
292,000� 1,752� 15,030� 27,450� 44,232� 247,768� 6,420� 50,652� 241,348�
293,000� 1,758� 15,030� 27,450� 44,238� 248,762� 6,530� 50,768� 242,232�
294,000� 1,764� 15,030� 27,450� 44,244� 249,756� 6,530� 50,774� 243,226�
295,000� 1,770� 15,030� 27,450� 44,250� 250,750� 6,530� 50,780� 244,220�
296,000� 1,776� 15,030� 27,450� 44,256� 251,744� 6,640� 50,896� 245,104�
297,000� 1,782� 15,030� 27,450� 44,262� 252,738� 6,640� 50,902� 246,098�
298,000� 1,788� 15,030� 27,450� 44,268� 253,732� 6,640� 50,908� 247,092�
299,000� 1,794� 15,030� 27,450� 44,274� 254,726� 6,750� 51,024� 247,976�
300,000� 1,800� 15,030� 27,450� 44,280� 255,720� 6,750� 51,030� 248,970�
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301,000� 1,806� 15,030� 27,450� 44,286� 256,714� 6,750� 51,036� 249,964�
302,000� 1,812� 15,030� 27,450� 44,292� 257,708� 6,850� 51,142� 250,858�
303,000� 1,818� 15,030� 27,450� 44,298� 258,702� 6,850� 51,148� 251,852�
304,000� 1,824� 15,030� 27,450� 44,304� 259,696� 6,850� 51,154� 252,846�
305,000� 1,830� 15,030� 27,450� 44,310� 260,690� 6,960� 51,270� 253,730�
306,000� 1,836� 15,030� 27,450� 44,316� 261,684� 6,960� 51,276� 254,724�
307,000� 1,842� 15,030� 27,450� 44,322� 262,678� 6,960� 51,282� 255,718�
308,000� 1,848� 15,030� 27,450� 44,328� 263,672� 7,070� 51,398� 256,602�
309,000� 1,854� 15,030� 27,450� 44,334� 264,666� 7,070� 51,404� 257,596�
310,000� 1,860� 16,032� 29,280� 47,172� 262,828� 6,960� 54,132� 255,868�
311,000� 1,866� 16,032� 29,280� 47,178� 263,822� 7,070� 54,248� 256,752�
312,000� 1,872� 16,032� 29,280� 47,184� 264,816� 7,070� 54,254� 257,746�
313,000� 1,878� 16,032� 29,280� 47,190� 265,810� 7,070� 54,260� 258,740�
314,000� 1,884� 16,032� 29,280� 47,196� 266,804� 7,180� 54,376� 259,624�
315,000� 1,890� 16,032� 29,280� 47,202� 267,798� 7,180� 54,382� 260,618�
316,000� 1,896� 16,032� 29,280� 47,208� 268,792� 7,180� 54,388� 261,612�
317,000� 1,902� 16,032� 29,280� 47,214� 269,786� 7,280� 54,494� 262,506�
318,000� 1,908� 16,032� 29,280� 47,220� 270,780� 7,280� 54,500� 263,500�
319,000� 1,914� 16,032� 29,280� 47,226� 271,774� 7,280� 54,506� 264,494�
320,000� 1,920� 16,032� 29,280� 47,232� 272,768� 7,390� 54,622� 265,378�
321,000� 1,926� 16,032� 29,280� 47,238� 273,762� 7,390� 54,628� 266,372�
322,000� 1,932� 16,032� 29,280� 47,244� 274,756� 7,390� 54,634� 267,366�
323,000� 1,938� 16,032� 29,280� 47,250� 275,750� 7,490� 54,740� 268,260�
324,000� 1,944� 16,032� 29,280� 47,256� 276,744� 7,490� 54,746� 269,254�
325,000� 1,950� 16,032� 29,280� 47,262� 277,738� 7,490� 54,752� 270,248�
326,000� 1,956� 16,032� 29,280� 47,268� 278,732� 7,610� 54,878� 271,122�
327,000� 1,962� 16,032� 29,280� 47,274� 279,726� 7,610� 54,884� 272,116�
328,000� 1,968� 16,032� 29,280� 47,280� 280,720� 7,610� 54,890� 273,110�
329,000� 1,974� 16,032� 29,280� 47,286� 281,714� 7,710� 54,996� 274,004�
330,000� 1,980� 17,034� 31,110� 50,124� 279,876� 7,610� 57,734� 272,266�
331,000� 1,986� 17,034� 31,110� 50,130� 280,870� 7,610� 57,740� 273,260�
332,000� 1,992� 17,034� 31,110� 50,136� 281,864� 7,710� 57,846� 274,154�
333,000� 1,998� 17,034� 31,110� 50,142� 282,858� 7,710� 57,852� 275,148�
334,000� 2,004� 17,034� 31,110� 50,148� 283,852� 7,710� 57,858� 276,142�
335,000� 2,010� 17,034� 31,110� 50,154� 284,846� 7,820� 57,974� 277,026�
336,000� 2,016� 17,034� 31,110� 50,160� 285,840� 7,820� 57,980� 278,020�
337,000� 2,022� 17,034� 31,110� 50,166� 286,834� 7,820� 57,986� 279,014�
338,000� 2,028� 17,034� 31,110� 50,172� 287,828� 7,920� 58,092� 279,908�
339,000� 2,034� 17,034� 31,110� 50,178� 288,822� 7,920� 58,098� 280,902�
340,000� 2,040� 17,034� 31,110� 50,184� 289,816� 7,920� 58,104� 281,896�
341,000� 2,046� 17,034� 31,110� 50,190� 290,810� 8,040� 58,230� 282,770�
342,000� 2,052� 17,034� 31,110� 50,196� 291,804� 8,040� 58,236� 283,764�
343,000� 2,058� 17,034� 31,110� 50,202� 292,798� 8,040� 58,242� 284,758�
344,000� 2,064� 17,034� 31,110� 50,208� 293,792� 8,140� 58,348� 285,652�
345,000� 2,070� 17,034� 31,110� 50,214� 294,786� 8,140� 58,354� 286,646�
346,000� 2,076� 17,034� 31,110� 50,220� 295,780� 8,140� 58,360� 287,640�
347,000� 2,082� 17,034� 31,110� 50,226� 296,774� 8,250� 58,476� 288,524�
348,000� 2,088� 17,034� 31,110� 50,232� 297,768� 8,250� 58,482� 289,518�
349,000� 2,094� 17,034� 31,110� 50,238� 298,762� 8,250� 58,488� 290,512�
350,000� 2,100� 18,036� 32,940� 53,076� 296,924� 8,250� 61,326� 288,674�
351,000� 2,106� 18,036� 32,940� 53,082� 297,918� 8,250� 61,332� 289,668�
352,000� 2,112� 18,036� 32,940� 53,088� 298,912� 8,250� 61,338� 290,662�
353,000� 2,118� 18,036� 32,940� 53,094� 299,906� 8,420� 61,514� 291,486�
354,000� 2,124� 18,036� 32,940� 53,100� 300,900� 8,420� 61,520� 292,480�
355,000� 2,130� 18,036� 32,940� 53,106� 301,894� 8,420� 61,526� 293,474�
356,000� 2,136� 18,036� 32,940� 53,112� 302,888� 8,670� 61,782� 294,218�
357,000� 2,142� 18,036� 32,940� 53,118� 303,882� 8,670� 61,788� 295,212�
358,000� 2,148� 18,036� 32,940� 53,124� 304,876� 8,670� 61,794� 296,206�
359,000� 2,154� 18,036� 32,940� 53,130� 305,870� 8,910� 62,040� 296,960�
360,000� 2,160� 18,036� 27,450� 47,646� 312,354� 9,400� 57,046� 302,954�
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《 神奈川版　令和４年３月　新規学卒者　初任給一覧 》

この資料は、県内ハローワークに届出のあった新規学卒者の「雇用保険被保険者資格取得届」に記載され
た賃金を元に作成したものです。

※金額は毎月決まって支払われる給与・各種手当（超過勤務手当、賞与、臨時の賃金は含まない）
※賃金欄の「＊」は対象者が１０人未満

高校卒 短大卒 大学卒 高校卒 短大卒 大学卒
建設業
製造業
電気・ガス・熱 ＊194 ＊219 ＊182 ＊235 ＊218
情報通信
運輸・郵便
卸売・小売
金融・保険 ＊174 ＊189
不動産・物品賃貸
学術、専門・技術
宿泊・飲食
生活関連・娯楽
教育・学習 ＊210 ＊233 ＊185
医療・福祉
複合サービス ＊179 ＊190 ＊184
サービス
管理 ＊190
専門的・技術
事務
販売
サービス
保安 ＊189 ＊194
生産工程・労務
輸送・機械運転 ＊193
建設・採掘 ＊220
運搬・清掃・包装等 ＊202
４人以下 ＊184
５～２９人
３０～９９人
１００～２９９人
３００～４９９人
５００～９９９人
１０００人以上

規
模
別
初
任
給

＜単位　千円＞

区分
男性 女性

産
業
別
初
任
給

職
業
別
初
任
給
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神奈川県版高等学校便覧

参考（令和４年度の状況を掲載していますので、統合等で学校名・所在地等変更されている場合があります。）

※令和５年４月から県立養護学校は県立支援学校に名称変更しています。
《 神奈川版　令和４年３月　新規学卒者　初任給一覧 》

この資料は、県内ハローワークに届出のあった新規学卒者の「雇用保険被保険者資格取得届」に記載され
た賃金を元に作成したものです。

※金額は毎月決まって支払われる給与・各種手当（超過勤務手当、賞与、臨時の賃金は含まない）
※賃金欄の「＊」は対象者が１０人未満

高校卒 短大卒 大学卒 高校卒 短大卒 大学卒
建設業
製造業
電気・ガス・熱 ＊194 ＊219 ＊182 ＊235 ＊218
情報通信
運輸・郵便
卸売・小売
金融・保険 ＊174 ＊189
不動産・物品賃貸
学術、専門・技術
宿泊・飲食
生活関連・娯楽
教育・学習 ＊210 ＊233 ＊185
医療・福祉
複合サービス ＊179 ＊190 ＊184
サービス
管理 ＊190
専門的・技術
事務
販売
サービス
保安 ＊189 ＊194
生産工程・労務
輸送・機械運転 ＊193
建設・採掘 ＊220
運搬・清掃・包装等 ＊202
４人以下 ＊184
５～２９人
３０～９９人
１００～２９９人
３００～４９９人
５００～９９９人
１０００人以上

規
模
別
初
任
給

＜単位　千円＞

区分
男性 女性

産
業
別
初
任
給

職
業
別
初
任
給

設
立
区
分

学　校　名
（郵便番号）〔電話番号〕
所　　　　在　　　　地

課
　
　
　
程

学
　
　
　

科

令和４年３月
卒業者数 令和４年３月就職者数 令和５年３月�卒業予定者数 備

　
　
　
考男 女

県内 県外
男 女

男 女 男 女

■ 横 浜 公 共 職 業 安 定 所
（231-0023）横浜市中区山下町 209
〔045（663）8609（代）　045（211）7759（学卒第一部門）〕
〈最寄駅…根岸線＝関内・石川町　市営地下鉄線＝関内みなとみらい線＝日本大通り〉

国 横 浜 国 立 大 学
教 育 学 部 附 属
特 別 支 援 学 校

（232-0061）〔045（742）2291〕
横浜市南区大岡 2-31-3

全 普　通 5 5 2 0 0 1 5 4

県 旭 （241-0806）�〔045（953）3301〕
横浜市旭区下川井町 2247

全 普　通 184 124 3 3 2 1 189 123

県 磯 子 工 業（235-0023）〔045（761）0251〕
横浜市磯子区森 5-24-1

全 機　械 49 2 45 2 4 0 70 1

全 電　気 45 0 43 0 2 0 71 1
�����

全 建　設 20 1 18 1 2 0 33 2

全 化　学 11 2 11 2 0 0 28 0

�定時制〔045（761）1451〕 定単 総　合 12 0 3 0 2 0 8 3

県 神 奈 川 工 業（221-0812）〔045（491）9461〕
横浜市神奈川区平川町 19-1

全 機　械 74 1 36 0 14 1 61 1

全 建　設 51 25 13 9 10 9 56 16

全 電　気 106 7 33 1 34 3 103 3

全 デザイン 3 33 0 1 0 4 8 27

定時制〔045（491）9443〕 定 機　械 23 0 17 0 0 0 17 0

定 建　設 9 1 2 1 1 0 8 1

定 電　気 15 0 7 0 2 0 16 0

県 神 奈 川 総 合（221-0812）〔045（491）2000〕
横浜市神奈川区平川町 19-2

全 単 普　通 89 175 0 0 1 0 72 191

全 単 舞台芸術 0 0 0 0 0 0 0 0 令和3.4
新設

県 希 望 ケ 丘（241-0824）〔045（391）0061〕
横浜市旭区南希望が丘 79-1

全 普　通 205 144 0 0 0 0 190 153

定時制〔045（361）5880〕 定 普　通 23 14 9 5 1 0 17 11

県 光 陵（240-0026）〔045（712）5577〕
横浜市保土ヶ谷区権太坂 1-7-1

全 普　通 163 151 0 0 0 0 151 163

県 商 工（240-0035）〔045（353）0591〕
横浜市保土ヶ谷区今井町 743

全 総　合 63 50 20 34 1 0 56 46
ビジネス

全 総合技術 90 1 59 1 4 0 81 7

県 城 郷（221-0862）〔045（382）5254〕
横浜市神奈川区三枚町 364-1

全 普　通 131 179 0 2 0 1 104 144

県 永 谷（233-0016）〔045（824）2165〕
横浜市港南区下永谷1-28-1

全 普　通 83 72 14 15 4 1 65 52
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設
立
区
分

学　校　名
（郵便番号）〔電話番号〕
所　　　　在　　　　地

課
　
　
　
程

学
　
　
　

科

令和４年３月
卒業者数 令和４年３月就職者数 令和５年３月�卒業予定者数 備

　
　
　
考男 女

県内 県外
男 女

男 女 男 女

県 二 俣 川
看 護 福 祉

（241-0815）〔045（391）6165〕
横浜市旭区中尾 1-5-1

全 看　護 2 72 0 0 0 0 7 67

全 福　祉 9 57 2 7 0 0 7 59

県 保 土 ケ 谷（240-0045）〔045（371）7781〕
横浜市保土ヶ谷区川島町 1557

全 普　通 168 122 24 19 0 2 157 88

県 保 土 ケ 谷（240-0026）〔045（714）0126〕
横浜市保土ヶ谷区権太坂 1-8-1

全 普　通 47 18 5 3 1 0 33 22
支 援 学 校

県 横 浜 旭 陵（241-0001）〔045（953）1004〕
横浜市旭区上白根町 1161-7

全 単 普　通 102 94 19 15 1 0 100 95

県 横 浜 国 際（232-0066）〔045（721）1434〕
横浜市南区六ツ川1-731

全 単 国際情報 26 130 0 0 0 0 43 115

全 単 国　際 5 17 0 0 0 0 7 14
バカロレア

県 横 浜 翠 嵐（221-0854）〔045（311）4621〕
横浜市神奈川区三ツ沢南町 1-1

全 普　通 235 96 0 0 0 0 249 108

定時制〔045（311）5825〕 定 普　通 27 17 1 1 1 0 18 20

県 横 浜 清 陵（232-0007）〔045（242）1926〕
横浜市南区清水ヶ丘41

全単 普　通 140 134 1 0 2 0 122 147

県 横 浜 立 野（231-0825）〔045（621）0261〕
横浜市中区本牧間門 40-1

全 普　通 71 202 1 3 1 3 67 166

県 横 浜 南 陵（234-0053）〔045（842）3764〕
横浜市港南区日野中央 2-26-1

全 普　通 163 108 6 1 2 0 148 87

県 横 浜 氷 取 沢（235-0043）〔045（772）0606〕
横浜市磯子区氷取沢町 938-2

全 普　通 208 133 2 2 0 0 198 157 令和2.4磯
子と氷取
沢が統合

県 横 浜 平 沼（220-0073）〔045（313）9200〕
横浜市西区岡野1-5-8

全 普　通 113 202 0 0 0 0 108 205

県 横 浜 緑 ケ 丘（231-0832）〔045（621）8641〕
横浜市中区本牧緑ヶ丘 37

全 普　通 102 176 0 0 0 0 124 151

県 横 浜 明 朋（234-0054）�〔045（836）1680〕定単 普　通 85 83 23 29 2 4 93 71
横浜市港南区港南台 9-18-1

市 上 菅 田（240-0051）〔045（382）0420〕
横浜市保土ヶ谷区上菅田町462

全 普 通 14 4 0 0 0 0 15 12
特 別 支 援 学 校

市 港 南 台 ひ の（234-0054）〔045（830）5826〕
横浜市港南区港南台 5-3-2

全 普 通 17 8 0 0 0 0 21 11
特 別 支 援 学 校

市 桜 丘（240-0011）〔045（331）5021〕
横浜市保土ヶ谷区桜ヶ丘 2-15-1

全 普 通 166 147 0 0 0 0 138 175

市 左 近 山（241-0831）〔045（352）1580〕
横浜市旭区左近山1011

全 普 通 1 1 0 0 0 0 1 1
特 別 支 援 学 校

市 中 村（232-0033）〔045（261）9863〕
横浜市南区中村町4-269-1

全 普 通 0 3 0 0 0 0 0 4
特 別 支 援 学 校

市 日 野 中 央 高 等（234-0053）〔045（844）3015〕
横浜市港南区日野中央 2-25-3

全 普 通 20 4 17 4 2 0 17 7
特 別 支 援 学 校

全 産業工芸 17 4 14 1 3 1 18 6

全 産業被服 12 2 11 2 1 0 10 6

市 み な と 総 合（231-0023）〔045（662）3710〕
横浜市中区山下町 231

全 単 総 合 53 174 0 0 0 1 46 179

市 南 （233-0011）〔045（822）1910〕
横浜市港南区東永谷 2-1-1

全� 普 通 92 94 0 0 0 0 90 103
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設
立
区
分

学　校　名
（郵便番号）〔電話番号〕
所　　　　在　　　　地

課
　
　
　
程

学
　
　
　

科

令和４年３月
卒業者数 令和４年３月就職者数 令和５年３月�卒業予定者数 備

　
　
　
考男 女

県内 県外
男 女

男 女 男 女

市 盲 （221-0005）〔045（431）1629〕
横浜市神奈川区松見町 1-26

全 普 通 2 2 0 1 0 0 4 1
特 別 支 援 学 校

全 専攻理療 4 1 1 1 1 0 5 2

全 専 攻 2 2 0 0 0 0 1 0
保健理療

市 横 浜 商 業（232-0006）〔045（713）2323〕
横浜市南区南太田 2-30-1

全 商 業 91 140 10 43 4 11 97 134 スポーツ
マネジメン
ト科は商
業に含む

全 国 際 5 32 0 0 0 0 12 27

市 横 浜 商 業（235-0011）〔045（751）5151〕
横浜市磯子区丸山1-22-21

全 理 容 17 19 13 5 1 1 11 16
高 等 学 校 別 科

全 美 容 9 39 7 34 2 3 11 36

市 横 浜 総 合（232-0061）〔045（744）1900〕
横浜市南区大岡 2-29-1

定 単 総 合 116 114 24 25 5 2 133 131

市 ろ う（240-0067）〔045（335）0411〕
横浜市保土ヶ谷区常盤台 81-1

全 普 通 2 5 1 2 0 0 7 4
特 別 支 援 学 校

全 ビジネス 1 0 0 0 1 0 0 2

市 若 葉 台（241-0801）〔045（923）1300〕
横浜市旭区若葉台 2-1-1

全 普 通 24 12 13 7 5 0 17 17
特 別 支 援 学 校

女私 青 山 学 院（232-8580）〔045（731）2861〕
横浜市南区蒔田町 124

全 普 通 - 157 - 0 - 0 - 154
横 浜 英 和

男私 浅 野（221-0012）〔045（421）3281〕
横浜市神奈川区子安台1-3-1

全 普 通 261 - 0 - 0 - 259 -

女 私 神 奈 川 学 園（221-0844）〔045（311）2961〕
横浜市神奈川区沢渡 18

全 普 通 - 191 - 0 - 0 - 169

私 関 東 学 院（232-0002）〔045（231）1001〕
横浜市南区三春台 4

全 普 通 152 95 0 0 0 0 164 73

男 私 聖 光 学 院（231-0837）〔045（621）2051〕
横浜市中区滝之上 100

全 普 通 228 - 0 - 0 - 227 -

私 星 槎（241-0801）〔045（442）8686〕
横浜市旭区若葉台 4-35-1

全 普 通 92 25 8 1 1 0 96 24

通信制〔045（442）6685〕 通 普 通 0 0 0 0 0 0 0 0 令和 4.4�
新設

女私 捜 真 女 学 校（221-8720）〔045（491）3686〕
横浜市神奈川区中丸 8

全 普 通 - 166 - 0 - 0 - 154

私 聖 坂 養 護 学 校（231-0862）〔045（622）2974〕
横浜市中区山手町 140

全 本 科 5 5 0 0 0 0 7 3

全 専 攻 6 4 0 0 0 0 5 4

女 私 フ ェ リ ス（231-8660）〔045（641）0242〕
横浜市中区山手町 178

全 普 通 - 178 - 0 - 0 - 173
女 学 院

私 横 浜 学 園（235-0021）〔045（751）6941〕 全 普 通 172 137 7 1 2 0 132 110
横浜市磯子区岡村 2-4-1

女 私 横 浜 共 立 学 園（231-8662）〔045（641）3785〕
横浜市中区山手町 212

全 普 通 - 175 - 0 - 0 - 179

私 横 浜 訓 盲 学 院（231-0847）〔045（641）2626〕
横浜市中区竹之丸 181

全 普 通 2 0 0 0 0 0 0 0

全 専攻生活 0 0 0 0 0 0 0 0
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設
立
区
分

学　校　名
（郵便番号）〔電話番号〕
所　　　　在　　　　地

課
　
　
　
程

学
　
　
　

科

令和４年３月
卒業者数 令和４年３月就職者数 令和５年３月�卒業予定者数 備

　
　
　
考男 女

県内 県外
男 女

男 女 男 女

全 専攻理療 1 0 0 0 0 0 0 2

全 専 攻 0 2 0 0 0 0 1 0
保健理療

私 横 浜 商 科 大 学（241-0005）〔045（951）2246〕
横浜市旭区白根 7-1-1

全 普 通 184 97 0 0 2 2 180 96

全 商 業 47 27 1 0 2 1 38 26

女 私 横 浜 女 学 院（231-8661）〔045（641）3284〕
横浜市中区山手町 203

全 普 通 - 93 - 0 - 0 - 99

私 横 浜 清 風（240-0023）〔045（731）4361〕
横浜市保土ヶ谷区岩井町447

全 普 通 146 195 2 2 0 0 185 231

私 横 浜 創 英（221-0004）〔045（421）3121〕
横浜市神奈川区西大口 28

全 普 通 196 328 0 0 0 0 181 362

私 横浜富士見丘学園（241-8502）〔045（367）4380〕
横浜市旭区中沢 1-24-1

全 普 通 13 58 - - - 0 8 52
高 等 学 校

女私 横 浜 雙 葉（231-8653）〔045（641）1004〕
横浜市中区山手町 88

全 普 通 - 176 - 0 - 0 - 177

私 岩 谷 学 園 高 等（220-0023）〔045（324）5867〕
横浜市西区平沼1-38-19

全 メディア・ 55 10 5 1 0 0 51 20
専 修 学 校 情 報

私 横 浜 デ ザ イ ン（220-0051）〔045（323）0300〕
横浜市西区中央 1-33-6

全 総 合 7 9 0 0 0 0 4 18
学 院 デザイン

■ 戸塚公共職業安定所
（244-8560）横浜市戸塚区戸塚町 3722
〔045（864）8609〕
〈最寄駅…横須賀線・東海道線・市営地下鉄＝戸塚〉

県 金 井（244-0845）〔045（852）4721〕
横浜市栄区金井町 100

全 普 通 217� 128� 1� 1� 1� 0� 195� 114�

県 上 矢 部（245-0053）〔045（861）3500〕
横浜市戸塚区上矢部町 3230

全 普 通 104� 164� 3� 4� 0� 2� 95� 145�

美術科 8� 28� 0� 0� 0� 0� 3� 35�

県 松 陽（245-0016）〔045（803）3036〕
横浜市泉区和泉町 7713

全 普 通 129� 145� 0� 2� 0� 1� 143� 134�

県 横 浜 瀬 谷（246-0011）〔045（301）6747〕
横浜市瀬谷区東野台 29-1

全 普 通 204� 110� 2� 1� 1� 1� 186� 127� 令和 5.4 瀬
谷西高校と
統合し瀬谷
高校から校
名変更

県 瀬 谷 西（246-0004）〔045（302）3535〕
横浜市瀬谷区中屋敷 2-2-5

全 普 通 172� 154� 6� 4� 0� 2� 144� 145� 瀬谷高校と
の統合によ
り令和 5.3
卒 業 生を
もって廃止

県 瀬 谷 支 援 学 校（246-0005）〔045（302）1616〕
横浜市瀬谷区竹村町 28-1

全 普 通 32� 15� 11� 6� 0� 0� 31� 19�

県 柏 陽（247-0004）〔045（892）2105〕
横浜市栄区柏陽1-1

全 普 通 157� 150� 0� 0� 0� 0� 166� 149�

県 舞 岡（244-0814）〔045（823）8761〕
横浜市戸塚区南舞岡 3-36-1

全 普 通 172� 133� 6� 5� 0� 0� 198� 112�

県 横 浜 桜 陽（245-0062）〔045（862）9343〕
横浜市戸塚区汲沢町 973

全 単 普 通 103� 134� 5� 16� 1� 3� 109� 121�

－－136－－



設
立
区
分
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（郵便番号）〔電話番号〕
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程
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考男 女

県内 県外
男 女

男 女 男 女

県 三 ツ 境（246-0021）〔045（365）3711〕
横浜市瀬谷区二ツ橋町468

全 普 通 41� 21� 8� 3� 0� 0� 33� 12�
支 援 学 校

県 横 浜 栄（247-0013）〔045（891）5581〕
横浜市栄区上郷町 555

全 単 普 通 177� 132� 0� 0� 0� 0� 175� 133� �

県 横 浜 修 悠 館（245-0016）〔045（800）3711〕
横浜市泉区和泉町 2563

通 単 普 通 118� 156� 15� 11� 2� 3� 179� 230�

県 横 浜 緑 園（245-0003）〔045（812）3371〕
横浜市泉区岡津町 2667

全 単 普 通 77� 182� 2� 10� 2� 2� 65� 154�

市 戸 塚（245-8588）〔045（871）0301〕
横浜市戸塚区汲沢 2-27-1

全 単 普 通 135� 176� 1� 0� 0� 2� 137� 172�

定時制〔045（871）0301〕 定 普 通 8� 7� 5� 3� 0� 0� 12� 5�

市 本 郷 特 別（247-0007）〔045（894）2952〕
横浜市栄区小菅ヶ谷 3-37-12

全 普 通 12� 3� 0� 0� 0� 0� 9� 7�
支 援 学 校

市 二 つ 橋 高 等（246-0021）〔045（391）2131〕
横浜市瀬谷区二ツ橋町470

全 普 通 36� 10� 25� 7� 7� 4� 34� 12�
特 別 支 援 学 校

私 公 文 国 際 学 園（244-0004）〔045（853）8200〕
横浜市戸塚区小雀町 777

全 普 通 74� 72� 0� 0� 0� 0� 77� 82�

男 私 秀 英（245-0016）〔045（806）2100〕
横浜市泉区和泉町 7865

通 普 通 68� 0� 13� 0� 0� 0� 107� 0�

私 山 手 学 院（247-0013）〔045（891）2111〕
横浜市栄区上郷町460

全 普 通 279� 312� 0� 0� 0� 0� 239� 259�

私 横 浜 隼 人（246-0026）〔045（364）5101〕
横浜市瀬谷区阿久和南 1-3-1

全 普 通 270� 270� 1� 1� 1� 2� 245� 188�

全 国際語 45� 99� 0� 0� 0� 0� 31� 66�

県 横浜ひなたやま（246-0034）〔045（300）5611〕
横浜市瀬谷区南瀬谷 2-20

全 普 通 32� 13� 7� 7� 0� 0� 25� 19�
支 援 学 校

市 東 俣 野 特 別（245-0065）〔045（851）9631〕
横浜市戸塚区東俣野町 1103-1

全 普 通 0� 2� 0� 0� 0� 0� 1� 3�
支 援 学 校

■ 川崎公共職業安定所
（210-0015）川崎市川崎区南町 17-2
〔044（244）8609〕
〈最寄駅…ＪＲ線＝川崎・京浜急行線＝京急川崎〉

県 川 崎（210-0845）〔044（344）5821〕
川崎市川崎区渡田山王町 22-6

全 単 普 通 84 141 1 5 0 1 93 136

定時制〔044（344）5821〕 定単 普 通 24 28 0 1 1 1 40 45

県 大 師（210-6827）〔044（276）1201〕 全単�� 普 通 97 90 24 11 7 11 76 81
川崎市川崎区四谷下町 25-1

市 川 崎（210-0806）〔044（244）1648〕
川崎市川崎区中島 3-3-1

全 普 通 55 85 0 0 0 1 61 86

全 生活科学 3 34 0 3 1 2 5 33

全 福 祉 5 28 0 8 0 1 6 32

定時制〔044（244）4981〕 定 普 通 37 35 8 5 8 7 38 27

市 川 崎 総 合 科 学（212-0002）〔044（511）7336〕
川崎市幸区小向仲野町 5-1

全 情報工学 34 4 1 0 0 1 36 4

全 総合電気 35 3 12 0 11 0 34 1
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（郵便番号）〔電話番号〕
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程
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考男 女

県内 県外
男 女

男 女 男 女

全 電子機械 36 4 9 2 6 1 32 1

全 建設工学 25 12 4 3 5 3 29 10

全 デザイン 9 29 0 1 0 0 1 35

全 科 学 31 6 0 0 0 0 28 7

定時制〔044（511）7336〕 定 クリエイト 14 2 8 1 2 0 13 0
工 学

定 商 業 5 6 0 3 0 1 3 3

市 幸 （212-0023）〔044（522）0125〕
川崎市幸区戸手本町 1-150

全 普 通 41 32 0 2 0 0 39 35

全 ビジネス 43 103 5 20 5 26 47 106
教 養

市 田 島 支 援 学 校（210-0853）〔044（355）1240〕
川崎市川崎区田島町 20-5

全 普 通 33 16 2 7 6 0 38 18

県 鶴 見（230-0012）〔045（581）4692〕
横浜市鶴見区下末吉 6-2-1

全 普 通 161 151 0 1 0 0 156 152

県 鶴 見 総 合（230-0031）〔045（506）1234〕
横浜市鶴見区平安町 2-28-8

全 単 総 合 93 167 7 13 0 10 101 128

県 鶴 見 支 援 学 校（230-0071）〔045（573）4793〕
横浜市鶴見区駒岡 4-40-1

全 普 通 32 9 4 1 1 0 27 18

市 東 （230-0076）〔045（571）0851〕
横浜市鶴見区馬場 3-5-1

全 単 普 通 121 145 1 0 0 1 134 139

市 横浜サイエンス（230-0046）〔045（511）3654〕
横浜市鶴見区小野町 6

全単 理 数 177 53 0 0 0 0 160 68
フ ロ ン テ ィ ア

女私 聖 ヨ ゼ フ 学 園（230-0016）〔045（581）8808〕
横浜市鶴見区東寺尾北台11-1

全 普 通 - 47 - 0 - 0 - 39

私 橘 学 苑（230-0073）〔045（581）0063〕
横浜市鶴見区獅子ヶ谷1-10-35

全 普 通 140 136 1 1 0 0 115 112

私 鶴 見 大 学 附 属（230-0037）〔045（581）6325〕
横浜市鶴見区鶴見 2-2-1

全 普 通 94 84 0 0 0 0 110 82

女 私 白 鵬 女 子（230-0074）〔045（581）6721〕
横浜市鶴見区北寺尾 4-10-13

全 普 通 - 367 - 5 - 12 - 359

私 法 政 大 学 国 際（230-0878）〔045（571）4482〕
横浜市鶴見区岸谷1-13-1

全 普 通 63 248 0 0 0 0 63 235

■ 横須賀公共職業安定所
（238-0008）横須賀市平成町 2-14-19
〔046（824）8609〕
〈最寄駅…京浜急行線＝県立大学〉

県 岩 戸 支 援 学 校（239-0844）〔046（839）4503〕
横須賀市岩戸 5-6-5

全 普 通 30 22 1 2 4 0 21 10

県 海 洋 科 学（240-0101）〔046（856）4261〕
横須賀市長坂 1-2-1

全 単 海洋科学 106 12 29 4 14 2 92 19

全 単 専攻科 8 0 0 0 8 0 10 1
漁業生産

全単 専攻科 7 0 3 0 4 0 10 0
水産工学

全単 専攻科 2 0 0 0 2 0 7 1
情報通信
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考男 女

県内 県外
男 女

男 女 男 女

県 武 山 支 援 学 校（238-0313）〔046（856）9687〕
横須賀市武 3-35-1

全 普 通 18 12 1 1 0 0 18 9

県 津 久 井 浜（239-0843）〔046（848）2782〕
横須賀市津久井 4-4-1

全 普 通 126 106 7 4 2 0 129 114

県 三 浦 初 声（238-0113）〔046（889）4202〕
三浦市初声町入江 274-2

全 単 普 通 57 123 12 27 1 5 64 75
入江キャンパス
和田キャンパス（238-0114）〔046（888）1036〕

三浦市初声町和田 3023-1
全 単 都市農業 16 20 3 5 1 0 17 14

県 横 須 賀（238-0022）〔046（851）0494〕
横須賀市公郷町 3-109

全 普 通 161 109 2 0 0 0 152 120

�定時制〔046（851）0498〕 定 普 通 12 4 1 0 0 0 13 6

県 横 須 賀 大 津（239-0808）〔046（836）0414〕
横須賀市大津町4-17-1

全 普 通 155 158 3 0 0 0 157 158

県 横 須 賀 工 業（238-0022）〔046（851）2133〕
横須賀市公郷町4-10

全 機 械 72 2 44 2 7 0 69 5

全 電 気 65 2 35 2 10 0 65 2

全 化 学 42 25 28 13 2 4 31 27

全 建 設 0 0 0 0 0 0 0 0 令和 4.4
新設

県 横 須 賀 南（239-0835）〔046（834）5744〕
横須賀市佐原4-20-1

全 普 通 55 42 30 20 0 0 42 63 令 和 2.4�
大楠高校
と横須賀
明光高校
が合併し
校名変更

全 福 祉 8 67 1 13 0 0 14 64

市 横 須 賀 総 合（239-0831）〔046（833）4111〕
横須賀市久里浜 6-1-1

全 単 総合学科 161 148 6 2 6 0 172 145

定 単 総合学科 25 18 4 3 0 1 30 23

市 ろ う 学 校（238-0023）〔046（834）1172〕
横須賀市森崎 5-13-1

全 普 通 0 1 0 1 0 0 1 1

私 湘 南 学 院（239-0835）〔046（833）3433〕
横須賀市佐原 2-2-20

全 普 通 234 263 3 5 0 1 193 218

私 三 浦 学 苑（238-0031）〔046（852）0284〕
横須賀市衣笠栄町 3-80

全 普 通 229 117 9 8 2 1 213 120

全 工 業 45 1 16 0 4 0 43 0
技術科

女私 緑 ヶ 丘 女 子（238-0018）〔046（822）1651〕
横須賀市緑が丘 39

全 普 通 - 80 - 5 - 1 - 98

私 横 須 賀 学 院（238-8511）〔046（822）4225〕
横須賀市稲岡町 82

全 普 通 243 277 0 0 0 1 291 344

私 ヨ コ ス カ 調 理
製 菓 専 門 学 校

（238-0042）〔046（826）3848〕
横須賀市汐入町 2-9

全 調理師 22 10 15 8 1 0 16 14
普通科
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男 女 男 女

■ 平塚公共職業安定所
（254-0041）平塚市浅間町 10-22
〔0463（24）8609〕
〈最寄駅…東海道本線＝平塚〉

県 伊 志 田（259-1116）〔0463（93）5613〕
伊勢原市石田 1356-1

全 普 通 135 131 0 0 0 0 125 142

県 伊 勢 原（259-1142）〔0463（95）2578〕
伊勢原市田中1008-3

全 普 通 112 161 2 2 1 2 128 131

定時制〔0463（95）2578〕 定 普 通 3 3 2 1 0 0 11 3

県 伊 勢 原（259-1116）〔0463（93）7916〕
伊勢原市石田 1390

全 普 通 35 17 13 4 0 0 28 14
支 援 学 校

県 大 磯（255-0002）〔0463（61）0058〕
中郡大磯町東町 2-9-1

全 普 通 146 126 0 1 0 0 136 137

県 湘 南 支 援 学 校（254-0061）〔0463（34）7212〕
平塚市御殿4-14-1

全 普 通 20 6 8 2 0 0 18 5

県 高 浜（254-0805）〔0463（21）0417〕
平塚市高浜台 8-1

全 普 通 103 130 2 2 0 3 100 128

定時制�〔0463（21）0417〕 定単 普 通 0 0 0 0 0 0 2 6 令 和 2.4　
平塚商業
定時制より
移管し、普
通科新設

　　　　 定単 総合学科 9 6 3 3 0 0 7 3 平塚商業
定時制か
らの編入
者は総合
学科に在籍
（ 総 合 学
科の募集
は停止済）

県 二 宮（259-0134）〔0463（71）3215〕
中郡二宮町一色 1363

全 普 通 113 148 2 15 1 2 111 126

県 平 塚 工 科（254-0821）〔0463（31）0417〕
平塚市黒部丘 12-7

全 総合技術 204 7 100 4 30 1 193 12

県 平 塚 江 南（254-0063）〔0463（31）2066〕
平塚市諏訪町 5-1

全 普 通 183 134 0 0 0 0 178 129

県 平 塚 湘 風（254-0013）〔0463（55）1532〕
平塚市田村 3-13-1

全 単 普 通 93 107 14 10 10 5 96 79

県 平 塚 農 商（254-0064）〔0463（31）0944〕
平塚市達上ヶ丘 10-10

全 園芸科学 31 47 13 17 4 7 0 0 令和 2.4�平
塚農業と平
塚商業が
統合し新校
となる

全 農業総合 13 16 6 6 2 1 11 23 平塚商業
定時制は
高浜高校
へ移管

全 食品科学 39 37 11 6 3 7 15 22 令 和 3.4
より校舎
は一箇所
に集約

全 都市農業 0 0 0 0 0 0 20 17

全 都市環境 0 0 0 0 0 0 5 18
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考男 女

県内 県外
男 女

男 女 男 女

全 総 合 57 126 12 41 8 12 44 102
ビジネス

県 平 塚 盲 学 校（254-0047）〔0463（31）0948〕
平塚市追分10-1

全 本科普通 3 0 0 0 0 0 3 3

全 本 科 0 0 0 0 0 0 0 0
保健理療

全 専攻科 2 0 0 0 0 0 4 1
理 療

全 専攻科 0 0 0 0 0 0 1 2
保健理療

県 平 塚 支 援 学 校（259-1215）〔0463（58）0456〕
平塚市寺田縄 590

全 普 通 26 14 2 2 4 1 20 12

県 平 塚 ろ う 学 校（254-0074）〔0463（32）0129〕
平塚市大原 2-1

全 本科普通 1 4 0 0 0 0 2 2

全 本科職業科 2 3 0 0 0 0 4 1
総合デザイン

� 全 本科職業科 1 0 0 0 0 0 1 1
情報ビジネス

全 専攻科総合 0 0 0 0 0 0 0 0
生活デザイン

全 専攻科情報 0 0 0 0 0 0 0 0
応用ビジネス

全 専攻科 0 0 0 0 0 0 0 0
理容・美容

私 向 上（259-1185）〔0463（96）0411〕
伊勢原市見附島 411

全 普 通 210 208 0 1 0 0 228 216

私 平 塚 学 園（254-0805）〔0463（22）0137〕
平塚市高浜台 31-19

全 普 通 230 267 2 1 2 0 224 216

県 平 塚 中 等（254-0074）〔0463（34）0320〕
平塚市大原 1-13

全 単 普 通 76 78 0 0 0 0 78 79
教 育 学 校

私 自 修 館 中 等（259-1185）〔0463（97）2100〕
伊勢原市見附島 411

全 普 通 75 39 0 0 0 0 73 39
教 育 学 校

■ 小田原公共職業安定所
（250-0011）小田原市栄町 1-1-15　ミナカ小田原 9階
〔0465（23）8609（44#）〕
〈最寄駅…東海道本線・小田急線＝小田原〉

県 小 田 原（250-0045）〔0465（23）1201〕
小田原市城山 3-26-1

全 普 通 155 158 0 0 0 0 152 165

定 普 通 7 4 2 2 0 0 9 11

県 小 田 原 東（250-0003）〔0465（34）2847〕
小田原市東町4-12-1

全 総 合 41 70 15 28 2 1 58 44
ビジネス

全 普 通 53 45 7 12 1 2 40 39

県 小 田 原（250-0852）〔0465（36）0111〕
小田原市栢山 200

全 デザイン 3 30 1 9 0 0 5 31
城 北 工 業

全 機 械 60 3 47 2 2 0 67 1

全 建 設 26 5 16 1 2 0 28 4

全 電 気 54 0 27 0 11 0 48 0
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定 電 気 6 0 3 0 0 0 3 0

定 機 械 3 0 1 0 1 0 1 0

県 小 田 原（250-0865）〔0465（37）2755〕
小田原市蓮正寺1021

全 普 通 35 20 9 2 0 0 39 26
支 援 学 校

県 西 湘（256-0816）〔0465（47）2171〕
小田原市酒匂 1-3-1

全 普 通 150 161 0 3 0 0 140 168

女 私 函 嶺（250-0408）〔0460（87）6611〕
足柄下郡箱根町強羅 1320

全 普 通 0 30 0 0 0 0 0 31
白 百 合 学 園

私 新 名 学 園 旭 丘（250-0014）〔0465（24）2227〕
小田原市城内 1-13

全 普 通 73 30 10 1 4 1 70 27

全 総 合 113 64 4 1 3 1 145 100

私 明 徳 学 園 相 洋（250-0045）〔0465（22）0211〕
小田原市城山 4-13-33

全 普 通 196 174 7 2 1 1 213 202

全 商 業 18 7 2 0 0 0 14 14

■ 藤沢公共職業安定所
（251-0054）藤沢市朝日町 5-12
〔0466（23）8609〕
〈最寄駅…東海道本線・小田急江の島線＝藤沢〉

県 大 船（247-0054）〔0467（47）1811〕
鎌倉市高野 8-1

全 普 通 192 194 0 1 0 1 187 202

県 鎌 倉（248-0026）〔0467（32）4851〕
鎌倉市七里ガ浜 2-21-1

全 普 通 161 151 0 0 0 0 173 144

県 鎌 倉 支 援 学 校（247-0075）〔0467（45）1952〕
鎌倉市関谷 566

全 普 通 33 17 3 2 1 0 18 15

県 寒 川（253-0111）〔0467（74）7694〕
高座郡寒川町一之宮 9-30-1

全 普 通 149 122 69 36 1 1 124 106

県 七 里 ガ 浜（248-0025）〔0467（32）5413〕 全 普 通 174 223 0 0 1 1 147 205
鎌倉市七里ガ浜東 2-3-1

県 湘 南（251-0021）〔0466（26）4151〕
藤沢市鵠沼神明 5-6-10

全 普 通 195 155 0 0 0 0 198 159

定時制〔0466（26）8141〕 定単 普 通 17 16 5 4 0 0 11 13
���

県 湘 南 台（252-0805）〔0466（45）6600〕
藤沢市円行1986

全 普 通 107 163 1 1 0 1 109 140

県 茅 ヶ 崎（253-0042）〔0467（52）2226〕
茅ヶ崎市本村 3-4-1

全 普 通 145 148 3 6 1 0 138 157

定時制〔0467（54）1922〕 定 普 通 11 6 3 2 0 0 9 2

県 茅 ヶ 崎 西 浜（253-0061）〔0467（85）0009〕
茅ヶ崎市南湖 7-12869-11

全 普 通 170 162 9 8 0 0 144 188

県 茅 ヶ 崎 北 陵（253-0081）〔0467（51）0311〕
茅ヶ崎市下寺尾 128

全 普 通 162 108 0 0 0 0 148 127

県 茅 ヶ 崎（253-0083）〔0467（57）5375〕
茅ヶ崎市西久保 29-1

全 普 通 16 18 3 1 0 0 25 12
支 援 学 校

県 鶴 嶺（253-0084）〔0467（52）6601〕
茅ヶ崎市円蔵 1-16-1

全 普 通 163 218 1 3 1 1 130 262

県 深 沢（248-0036）〔0467（31）9495〕
鎌倉市手広 6-4-1

全 普 通 105 89 1 0 0 1 124 104
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県 藤 沢 工 科（252-0803）〔0466（43）4265〕
藤沢市今田 744

全 総 合 160 26 72 8 28 6 158 20
技 術

県 藤 沢 清 流（251-0002）〔0466（82）8112〕
藤沢市大鋸 1450

全 単 普 通 180 125 6 1 4 1 149 120

県 藤 沢 総 合（252-0801）〔0466（45）5200〕
藤沢市長後 1909

全 単 総 合 76 186 2 5 0 2 75 198

県 藤 沢 西（251-0861）〔0466（87）2749〕
藤沢市大庭 3608-2

全 普 通 122 191 1 0 1 1 119 159

県 藤 沢 支 援 学 校（252-0813）〔0466（82）9417〕
藤沢市亀井野 2547-19

全 普 通 29 19 1 4 0 0 31 12

市 白 浜 養 護 学 校（251-0046）〔0466（33）1500〕
藤沢市辻堂西海岸1-2-2

全 普 通 3 6 0 0 0 0 9 3

私 ア レ セ イ ア（253-0031）〔0467（87）0132〕
茅ヶ崎市富士見町 5-2

全 普 通 104 147 0 2 0 0 62 78
湘 南

男私 栄 光 学 園（247-0071）〔0467（46）7711〕
鎌倉市玉縄 4-1-1

全 普 通 172 - 0 - 0 - 179 -

男 私 鎌 倉 学 園（247-0062）〔0467（22）0994〕
鎌倉市山ノ内 110

全 普 通 380 - 0 - 0 - 331 -

女 私 鎌 倉 女 学 院（248-0014）〔0467（25）2100〕
鎌倉市由比ガ浜 2-10-4

全 普 通 - 164 - 0 - 0 - 157

女 私 鎌 倉 女 子 大 学（247-8511）〔0467（44）2113〕 全 普 通 - 99 - 1 - 0 - 96
高�　 等　� 部 鎌倉市岩瀬 1420

女 私 北 鎌 倉（247-0062）〔0467（22）6900〕
鎌倉市山ノ内 913

全 普 通 - 97 - 0 - 0 - 92
女 子 学 園

全 音 楽 - 22 - 0 - 0 - 15

私 鵠 沼（251-0031）〔0466（22）4783〕
藤沢市鵠沼藤が谷 4-9-10

全 普 通 81 184 0 1 0 1 113 154

私 慶 應 義 塾 湘 南（252-0816）〔0466（49）3585〕
藤沢市遠藤 5466

全 普 通 110 127 0 0 0 0 117 120
藤 沢 高 等 部

私 湘 南 学 園（251-8505）〔0466（23）6611〕
藤沢市鵠沼松が岡 4-1-32

全 普 通 103 86 0 0 0 0 102 74

私 湘 南 工 科 大 学（251-8511）〔0466（34）4114〕
藤沢市辻堂西海岸1-1-25

全 普 通 412 204 3 2 2 1 378 205
附 属

女私 湘 南（251-0034）〔0466（27）6211〕
藤沢市片瀬目白山 4-1

全 普 通 - 155 - 0 - 0 - 166
白 百 合 学 園

女私 清 泉 女 学 院（247-0074）〔0467（46）3171〕
鎌倉市城廻 200

全 普 通 - 163 - 0 - 0 - 168

男 私 藤 嶺 学 園 藤 沢（251-0001）〔0466（23）3150〕
藤沢市西富 1-7-1

全 普 通 177 - 2 - 1 - 171 -

私 日 本 大 学 藤 沢（252-0885）〔0466（81）0123〕
藤沢市亀井野1866

全 普 通 201 234 0 0 1 2 297 287

男 私 藤 沢 翔 陵（251-0871）〔0466（81）3456〕
藤沢市善行 7-1-3

全 普 通 175 - 17 - 0 - 122 -

全 商 業 70 - 16 - 3 - 73 -

女 私 聖 園 女 学 院（251-0873）〔0466（81）3333〕
藤沢市みその台1-4

全 普 通 - 80 - 0 - 0 - 96
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■ 相模原公共職業安定所
（252-0236）相模原市中央区富士見 6-10-10　相模原地方合同庁舎内
〔042（776）8609〕
〈最寄駅…横浜線＝相模原〉

県 相 原（252-0132）〔042（760）6131〕
相模原市緑区橋本台 4-2-1

全 畜産科学 5 34 0 2 0 2 8 30

全 食品科学 11 26 1 4 0 3 9 29

全 環境緑地 18 16 6 2 1 2 16 22

全 総 合 46 68 3 9 1 2 31 82
ビジネス科

県 麻 溝 台（252-0329）〔042（778）2731〕
相模原市南区北里 2-11-1

全 普 通 176 181 1 0 1 1 175 178

県 神 奈 川
総 合 産 業

（252-0307）〔042（742）6111〕
相模原市南区文京 1-11-1

全 単 総合産業 150 74 3 1 0 0 154 72

定 単 総 合 43 27 12 6 3 4 42 11

県 上 鶴 間（252-0318）〔042（743）5622〕
相模原市南区上鶴間本町 9-31-1

全 普 通 179 169 5 1 4 2 135 134

県 上 溝（252-0243）〔042（762）0008〕
相模原市中央区上溝 6-5-1

全 普 通 112 121 0 1 0 1 97 141

県 上 溝 南（252-0243）〔042（778）1981〕
相模原市中央区上溝 269

全 普 通 168 185 1 0 1 0 182 169

県 相 模 田 名（252-0244）〔042（761）3339〕
相模原市中央区田名 6786-1

全 普 通 154 109 10 7 2 5 167 104

県 相 模 原（252-0242）〔042（752）4133〕
相模原市中央区横山 1-7-20

全 普 通 126 150 0 0 0 0 142 127

県 相 模 原 総 合（252-0135）〔042（761）5055〕
相模原市緑区大島1226

全 総 合 116 119 3 10 2 4 104 129 城山高校と
の統合によ
り令和 5.3
卒 業 生を
もって廃止

県 相 模 原 中 央（252-0221）〔042（768）8510〕
相模原市中央区高根 1-5-36

全 普 通 21 12 3 0 3 0 25 14
支 援 学 校

県 相 模 原（252-0303）〔042（749）1279〕
相模原市南区相模大野 4-1-1

全 普 通 71 75 0 0 0 0 71 78
中 等 教 育 学 校

県 相 模 原（252-0336）〔042（778）0331〕
相模原市南区当麻 814

全 普 通 25 10 4 0 0 0 29 15
支 援 学 校

県 相 模 原 城 山（252-0116）〔042（782）6565〕
相模原市緑区城山1-26-1

全 普 通 144 122 28 8 5 4 147 115 令和 5.4 相
模原総合
高校と統合
し城 山 高
校から校
名変更

県 津 久 井（252-0159）�〔042（784）1053〕
相模原市緑区三ヶ木 272-1

全 普 通 71 26 12 6 6 6 45 31

全 福 祉 11 21 7 10 0 4 7 19

定 普 通 4 0 3 0 0 0 2 4

県 津 久 井（252-0175）〔042（684）4860〕
相模原市緑区若柳 44

全 普 通 11 8 0 2 0 0 5 6
支 援 学 校
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県 橋 本（252-0143）〔042（774）0611〕
相模原市緑区橋本 8-8-1

全 普 通 92 181 0 2 0 0 122 161

県 相 模 原 弥 栄（252-0229）〔042（758）4695〕
相模原市中央区弥栄 3-1-8

全 スポーツ 55 25 1 0 0 0 55 25 令和 2.4 相
模原青陵
高 校と統
合・ 名 称
変更

科 学

全 普 通 84 112 0 0 0 0 74 125

全 音 楽 8 30 0 0 0 0 7 31

全 美 術 5 34 0 1 0 0 2 37

私 麻 布 大 学 附 属（252-0206）〔042（757）2403〕
相模原市中央区淵野辺 1-17-50

全 普 通 192 213 0 0 1 0 250 245

私 光 明 学 園（252-0336）〔042（778）3333〕
相模原市南区当麻 856

全 普 通 252 217 11 8 1 4 236 137
相 模 原

女私 相 模 女 子 大 学（252-0307）〔042（742）1442〕
相模原市南区文京 2-1-1

全 普 通 - 287 - 2 - 0 - 293
高 等 部

私 シュタイナー学園（252-0183）〔042（687）5510〕
相模原市緑区吉野 407

全 普 通 13 8 0 0 0 0 8 12
高 等 部

私 東 海 大 学 付 属（252-0395）〔042（742）1251〕 全 普 通 401 286 0 0 1 1 276 214
相 模 相模原市南区相南 3-33-1

■ 厚木公共職業安定所
（243-0003）厚木市寿町 3-7-10
〔046（296）8609〕
〈最寄駅…小田急線＝本厚木〉

県 愛 川（243-0308）〔046（286）2871〕
愛甲郡愛川町三増 822-1

全 普 通 108 82 28 25 3 1 83 82

県 厚 木（243-0031）〔046（221）4078〕
厚木市戸室 2-24-1

全 普 通 220 130 0 0 0 0 203 151

県 厚 木 北（243-0203）�〔046（241）8001〕
厚木市下荻野 886

全 普 通 141 86 14 5 1 0 147 77

スポーツ 30 8 2 0 0 0 34 1
科学科

県 厚 木 商 業（243-0817）�〔046（223）6669〕
厚木市王子3-1-1

全 総合ビジネス 110 140 36 45 0 0 88 136

県 厚 木 清 南（243-0021）�〔046（228）2015〕
厚木市岡田 1-12-1

全 単 普 通 65 134 6 15 2 2 76 141

定時制〔046（228）1608〕 定単 普 通 33 31 21 10 4 2 84 70

通信制〔046（228）2015〕 通単 普 通 10 52 2 5 1 4 69 118

県 厚 木 西（243-0123）〔046（248）1705〕
厚木市森の里青山12-1

全 普 通 138 117 5 2 0 0 118 123

県 厚 木 東（243-0817）〔046（221）3158〕
厚木市王子1-1-1

全 普 通 108 163 0 6 0 0 88 146

県 有 馬（243-0424）〔046（238）1333〕
海老名市社家 5-27-1

全 普 通 129 184 1 1 0 0 121 181

県 海 老 名（243-0422）〔046（232）2231〕
海老名市中新田 1-26-1

全 普 通 201 190 2 1 0 0 191 196

県 中 央 農 業（243-0422）�〔046（231）5202〕
海老名市中新田 4-12-1

全 園芸科学 49 24 15 7 0 0 29 46
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全 畜産科学 15 24 2 0 0 0 13 24

全 農業総合 21 50 7 18 0 2 21 50

県 相 模 向 陽 館（252-0003）〔046（298）3455〕
座間市ひばりが丘 3-58-1

定 単 普 通 123 83 45 29 4 1 98 112

県 座 間（252-0029）�〔046（253）2011〕
座間市入谷西 5-11-1

全 普 通 141 131 1 0 0 0 164 109

県 座 間 総 合（252-0013）〔046（253）2920〕
座間市栗原 2487

全 単 総 合 111 161 5 8 1 5 91 145

県 座 間 支 援 学 校（252-0029）〔046（255）2253〕
座間市入谷西 5-10-1

全 普 通 42 20 15 6 1 0 57 8

県 え び な（243-0422）〔046（292）5612〕
海老名市中新田 4-5-1

全 普 通 28 10 8 4 0 0 28 10
支 援 学 校

私 厚 木 中 央（243-0032）〔046（221）5678〕
厚木市恩名1-17-18

通 普 通 16 7 10 3 0 0 14 9

通 工 業 24 0 16 0 0 0 17 0

私 専 門 学 校（243-0032）〔046（221）5678〕
厚木市恩名1-17-18

全 工 業 24 0 16 0 0 0 17 0
神 奈 川 総 合 技術学科
大 学 校 全 生 活 3 1 2 0 0 0 3 1

造形学科

■ 松田公共職業安定所
（258-0003）足柄上郡松田町松田惣領 2037
〔0465（82）8609〕
〈最寄駅…御殿場線＝松田・小田急線＝新松田〉

県 足 柄（250-0106）〔0465（73）0010〕
南足柄市怒田 860

全 普 通 148 102 3 5 3 3 129 101

県 大 井（258-0017）〔0465（83）4101〕
足柄上郡大井町西大井 984-1

全 普 通 81 65 34 27 9 6 45 62

県 秦 野 総 合（257-0013）〔0463（82）1400〕
秦野市南が丘 1-4-1

全 総 合 132 90 15 8 6 5 106 80

�定時制〔0463（82）1400〕 定 総　合 6 6 1 1 1 0 3 3

県 秦 野（257-0004）〔0463（77）1422〕
秦野市下大槻 113

全 普 通 207 152 0 0 1 0 205 155

県 秦 野 曽 屋（257-0031）〔0463（82）4000〕
秦野市曽屋 3613-1

全 普 通 113 158 1 5 0 0 104 151

県 山 北（258-0111）〔0465（75）0828〕
足柄上郡山北町向原 2370

全 普 通 121 73 17 10 6 6 127 66

県 吉 田 島（258-0021）〔0465（82）0151〕
足柄上郡開成町吉田島 281

全 単 都 市 14 17 3 6 6 2 11 23
農業科

全単 食 品 12 26 6 6 2 5 13 21
加工科

全単 環境緑
地 科 20 15 13 5 4 1 16 15

全 単 生活科
学 科 3 30 0 5 0 1 8 23

私 立 花 学 園（258-0003）〔0465（83）1081〕
足柄上郡松田町松田惣領 307-2

全 普 通 309 175 12 3 3 0 315 189

株 山 北 学 園（258-0201）〔0465（78）3900〕
足柄上郡山北町中川 921-87

通 単 普 通 120 120 4 3 11 7 79 59
鹿 島 山 北
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学　校　名
（郵便番号）〔電話番号〕
所　　　　在　　　　地

課
　
　
　
程

学
　
　
　

科

令和４年３月
卒業者数 令和４年３月就職者数 令和５年３月�卒業予定者数 備

　
　
　
考男 女

県内 県外
男 女

男 女 男 女

県 秦 野 支 援 学 校（257-0025）〔0463（81）5908〕
秦野市落合 500

全 普 通 9 4 2 2 2 1 18 9 令和5 . 4 � 秦
野養護学校�
から校名変更

■ 横浜南公共職業安定所
（236-8609）横浜市金沢区寺前 1-9-6
〔045（788）8609〕
〈最寄駅…京浜急行線＝金沢文庫〉

県 追 浜（237-0061）〔046（865）4174〕
横須賀市夏島町 13

全 普 通 133 145 0 0 0 1 135 142

定時制�〔046（865）6912〕 定 普 通 10 4 3 2 0 1 12 2

県 金 沢 総 合（236-0051）〔045（773）9942〕
横浜市金沢区富岡東 6-34-1

全 単 総合学科 84 190 4 5 2 4 89 179

県 金 沢 支 援 学 校（236-0051）〔045（770）0456〕
横浜市金沢区富岡東 2-6-1

全 普 通 27 23 7 5 0 1 31 17

県 釜 利 谷（236-0042）〔045（785）1670〕
横浜市金沢区釜利谷東 4-58-1

全 普 通 77 118 24 19 7 11 84 114

県 逗 子（249-0003）〔046（871）3218〕
逗子市池子 4-1025

全 普 通 116 156 1 1 2 0 106 156 逗葉高校と
の統合によ
り令和 5.3
卒 業 生を
もって廃止

県 逗 子 葉 山（249-0005）〔046（873）7460〕
逗子市桜山 5-24-1

全 普 通 171 136 1 14 4 0 175 134 令 和 5.4��
逗子高校と
統合し逗葉
高校から校
名変更

市 金 沢（236-0027）〔045（781）5761〕
横浜市金沢区瀬戸 22-1

全 普 通 165 151 0 0 0 0 166 146

私 関 東 学 院 六 浦（236-8504）〔045（781）2525〕
横浜市金沢区六浦東 1-50-1

全 普 通 96 83 0 1 0 1 99 62

男 私 逗 子 開 成（249-8510）〔046（871）2062〕
逗子市新宿 2-5-1

全 普 通 259 - 0 - 0 - 271 -

女 私 聖 和 学 院（249-0001）〔046（871）2670〕
逗子市久木 2-2-1

全 普 通 - 12 - 0 - 0 - 4

全 英 語 - 16 - 0 - 0 - 18

私 横 浜（236-0053）〔045（781）3396〕
横浜市金沢区能見台通 46-1

全 普 通 304 - 13 - 11 - 390 500 令和 2.4
入学生から
共学

私 横 浜 創 学 館（236-0037）〔045（781）0631〕
横浜市金沢区六浦東 1-43-1

全 普 通 221 175 12 8 0 0 235 170

■ 川崎北公共職業安定所
（213-8573）川崎市高津区千年 698-1
〔044（777）8609〕
〈最寄駅…南武線＝武蔵新城〉

県 麻 生（215-0006）〔044（966）7766〕
川崎市麻生区金程 3-4-1

全 普 通 128 181 0 1 1 1 147 164

県 麻 生 総 合（215-0023）〔044（987）1750〕全単 総合学科 91 99 5 13 4 10 70 73
川崎市麻生区片平1778

県 麻 生 支 援 学 校（215-0013）�〔044（980）4855〕
川崎市麻生区王禅寺 303-1

全 普 通 36 23 8 2 2 2 19 20

県 生 田（214-0035）〔044（977）3800〕
川崎市多摩区長沢 3-17-1

全 普 通 218 172 0 0 0 0 202 155
（一般）
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学　校　名
（郵便番号）〔電話番号〕
所　　　　在　　　　地

課
　
　
　
程

学
　
　
　

科

令和４年３月
卒業者数 令和４年３月就職者数 令和５年３月�卒業予定者数 備

　
　
　
考男 女

県内 県外
男 女

男 女 男 女

県 生 田 東（214-0038）〔044（932）1211〕
川崎市多摩区生田 4-32-1

全 普 通 142 161 0 2 3 2 159 138

県 川 崎 北（216-0003）〔044（855）2631〕
川崎市宮前区有馬 3-22-1

全 普 通 112 202 0 1 1 3 144 140

県 川 崎 工 科（211-0013）〔044（511）0114〕
川崎市中原区上平間1700-7

全 総 合 199 12 89 3 21 1 165 4
技術科

県 新 城（211-0042）〔044（766）7457〕
川崎市中原区下新城 1-14-1

全 普 通 136 138 0 0 2 0 144 129

県 菅 （214-0004）〔044（944）4141〕
川崎市多摩区菅馬場 4-2-1

全 普 通 182 146 10 5 7 3 191 149

県 住 吉（211-0021）〔044（433）8555〕
川崎市中原区木月住吉町 34-1

全 普 通 174 179 2 2 0 2 171 185

県 高 津 支 援 学 校（213-0035）〔044（865）0477〕
川崎市高津区向ヶ丘 16

全 普 通 45 20 6 1 0 2 35 23

県 多 摩（214-0021）〔044（911）7107〕
川崎市多摩区宿河原 5-14-1

全 普 通 149 123 0 0 0 0 155 117

県 中 原 支 援 学 校（211-0035）〔044（755）1632〕
川崎市中原区井田 3-13-1

全 普 通 28 19 1 0 4 0 27 22

県 向 の 岡 工 業（214-0022）〔044（833）5221〕
川崎市多摩区堰 1-28-1

全 機 械 64 2 29 1 9 0 68 3

全 電 気 66 2 25 1 12 0 67 3

全 建 設 57 6 18 0 9 3 65 5

定 総 合 12 3 3 1 4 0 10 2

県 百 合 丘（214-0036）〔044（977）8955〕
川崎市多摩区南生田 4-2-1

全 普 通 165 175 0 0 1 0 150 195

市 高 津（213-0011）〔044（811）2555〕
川崎市高津区久本 3-11-1

全 普 通 143 122 2 2 2 2 110 162

定 普 通 21 7 6 1 5 0 20 11

市 橘 （211-0012）〔044（411）2640〕
川崎市中原区中丸子 562

全 普 通 99 97 0 1 0 0 91 105

全 国 際 7 31 0 0 0 0 12 25

全 スポーツ 23 16 0 0 1 1 24 14

定 普 通 17 9 7 2 2 1 21 7

市 中 央 支 援 学 校（213-0011）〔044（844）1275〕
川崎市高津区久本 3-7-1

全 普 通 34 13 6 4 6 2 32 13

市 聾 学 校（211-0053）〔044（766）6500〕
川崎市中原区上小田中 3-10-5

全 普 通 1 1 1 0 0 0 0 0

全 ライフクリエイト 1 0 1 0 0 0 2 0

私 大 西 学 園（211-0063）〔044（722）2332〕
川崎市中原区小杉町 2-284

全 普 通 15 28 0 0 0 0 16 20

全 家 庭 0 13 0 0 0 0 0 14

女 私 カ リ タ ス 女 子（214-0012）〔044（911）4656〕
川崎市多摩区中野島 4-6-1

全 普 通 0 174 0 0 0 0 0 170
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学　校　名
（郵便番号）〔電話番号〕
所　　　　在　　　　地
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程

学
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卒業者数 令和４年３月就職者数 令和５年３月�卒業予定者数 備

　
　
　
考男 女

県内 県外
男 女

男 女 男 女

女私 洗 足 学 園（213-8580）〔044（856）2777〕 全 普 通 0 228 0 0 0 0 0 229
川崎市高津区久本 2-3-1

私 桐 光 学 園（215-8555）〔044（987）0519〕
川崎市麻生区栗木 3-12-1

全 普 通 414 191 1 0 0 0 388 188

女 私 日 本 女 子 大 学（214-8565）〔044（952）6711〕
川崎市多摩区西生田 1-1-1

全 普 通 0 376 0 0 0 0 0 374
附 属

私 法 政 大 学 第 二（211-0003）〔044（711）4309〕
川崎市中原区木月大町 6-1

全 普 通 373 249 0 0 0 0 381 243

■ 港北公共職業安定所
（222-0033）横浜市港北区新横浜 3-24-6　横浜港北地方合同庁舎
〔045（474）1221〕
〈最寄駅…ＪＲ線・市営地下鉄＝新横浜〉

県 市 ヶ 尾（225-0024）〔045（971）2041〕
横浜市青葉区市ヶ尾町 1854

全 普 通 179 216 0 0 0 0 174 217

県 荏 田（224-0007）〔045（941）3111〕
横浜市都筑区荏田南 3-9-1

全 普 通 178 213 6 4 1 3 212 178
（一般コース）

県 川 和（224-0057）〔045（941）2436〕
横浜市都筑区川和町 2226-1

全 普 通 137 177 0 0 0 0 146 170

県 岸 根（222-0034）〔045（401）7872〕
横浜市港北区岸根町 370

全 普 通 149 166 0 2 0 0 145 166

県 霧 が 丘（226-0016）〔045（921）6937〕
横浜市緑区霧が丘 6-16-1

全 普 通 195 194 2 1 0 0 197 169

県 港 北（222-0037）〔045（541）6251〕
横浜市港北区大倉山 7-35-1

全 普 通 175 176 0 0 0 0 164 148

県 新 栄（224-0035）〔045（593）0307〕
横浜市都筑区新栄町 1-1

全 普 通 175 177 1 1 0 0 149 197

県 田 奈（227-0034）〔045（962）3135〕
横浜市青葉区桂台 2-39-2

全 普 通 64 61 20 12 5 3 43 38

県 新 羽（223-0057）〔045（543）8631〕
横浜市港北区新羽町 1348

全 普 通 182 185 8 7 0 8 198 194

県 白 山（226-0006）〔045（933）2231〕
横浜市緑区白山 4-71-1

全 普 通 142 111 13 6 1 1 125 132

全 美 術 8 23 0 2 0 0 5 33

県 みどり支援学校（226-0002）〔045（471）7491〕
横浜市緑区東本郷 5-18-1

全 普 通 32 11 5 0 0 0 22 9

県 元 石 川（225-0004）〔045（902）2692〕
横浜市青葉区元石川町4116

全 普 通 157 194 0 0 0 0 165 185

市 北 綱 島 特 別（223-0053）〔045（545）0126〕
横浜市港北区綱島西 5-14-54

全 普 通 3 3 0 0 0 0 4 1
支 援 学 校

女私 英 理 女 子 学 院（222-0011）〔045（431）8188〕
横浜市港北区菊名7-6-43

全 普 通 0 166 0 4 0 5 0 166

女 私 大 谷 学 園（222-0024）〔045（421）8864〕
横浜市港北区篠原台町 36-37

通 普 通 0 77 0 4 0 0 0 64
清 心 女 子

私 神 奈 川 大 学（226-0014）〔045（934）6211〕
横浜市緑区台村町 800

全 普 通 111 108 0 0 0 0 112 85
附 属

男私 慶 應 義 塾（223-8524）〔045（566）1381〕
横浜市港北区日吉4-1-2

全 普 通 705 0 0 0 0 0 733 0

男 私 サ レ ジ オ 学 院（224-0029）〔045（591）8222〕
横浜市都筑区南山田 3-43-1

全 普 通 178 0 0 0 0 0 178 0

私 中 央 大 学（224-8515）〔045（592）0801〕
横浜市都筑区牛久保東 1-14-1

全 普 通 128 203 0 0 0 0 106 210
附 属 横 浜
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考男 女

県内 県外
男 女

男 女 男 女

私 桐 蔭 学 園（225-8502）〔045（971）1413〕
横浜市青葉区鉄町 1614

全 普 通 604 429 0 0 0 2 498 358

�私 桐 蔭 学 園（225-8502）〔045（971）1413〕
横浜市青葉区鉄町 1614

全 普 通 131 0 0 0 0 0 143 0 平成 31.4
入学生か
ら共学

中 等 教 育 学 校

私 日 本 大 学（223-8566）〔045（560）2600〕
横浜市港北区箕輪町 2-9-1

全 普 通 243 195 0 1 0 1 303 216

男 私 武 相（222-0023）〔045（401）9042〕
横浜市港北区仲手原 2-34-1

全 普 通 296 0 9 0 7 0 253 0

私 森 村 学 園（226-0026）〔045（984）2505〕
横浜市緑区長津田町 2695

全 普 通 74 100 0 0 0 0 70 97

私 横 浜 翠 陵（226-0015）〔045（921）0301〕
横浜市緑区三保町 1

全 普 通 120 116 0 0 0 0 139 125

県 あおば支援学校（227-0041）〔045（978）1161〕
横浜市青葉区上谷本町 109

全 普 通 0 0 0 0 0 0 16 8 令和 2.4�
新設

私 野 田 鎌 田 学 園（223-0059）〔045（642）3900〕
横浜市港北区北新横浜 1-4-1

全 調 理 12 4 2 3 4 1 29 14
横浜高等専修学校

（226-0015）〔045（921）0301〕
横浜市緑区三保町 1

全 情 報 4 0 0 0 0 0 6 2
メディア

■ 大和公共職業安定所
（242-0018）大和市深見西 3-3-21
〔046（260）8609〕
〈最寄駅…小田急江の島線・相模鉄道＝大和〉

県 綾 瀬（252-1134）〔0467（76）1400〕
綾瀬市寺尾南 1-4-1

全 普 通 153 177 6 13 1 1 151 169

県 綾 瀬 西（252-1123）〔0467（77）5121〕
綾瀬市早川1485-1

全 普 通 148 132 33 28 2 3 135 151

県 大 和（242-0002）〔046（274）0026〕
大和市つきみ野 3-4

全 普 通 146 134 0 0 0 1 153 123

県 大 和 西（242-0006）〔046（276）1155〕
大和市南林間 9-5-1

全 普 通 120 156 0 0 0 0 127 141

県 大 和 東（242-0011）〔046（264）2693〕
大和市深見 1760

全 普 通 81 106 27 26 3 7 102 95

県 大 和 南（242-0014）〔046（269）4903〕
大和市上和田 2557

全 普 通 170 129 16 14 0 1 179 129

私 柏 木 学 園（242-0018）〔046（260）9011〕
大和市深見西 4-4-22

全 単 普 通 203 130 9 7 6 2 195 134

女 私 聖 セ シ リ ア（242-0006）〔046（275）3727〕
大和市南林間 3-10-1

全 普 通 0 96 0 0 0 0 0 82
女 子

私 生 蘭 高 等（252-1121）〔0467（76）1616〕
綾瀬市小園1520

全 総 合 105 30 18 3 2 0 91 34
専 修 学 校 ビジネス科

私 大 和 商 業 高 等（242-0012）〔046（262）0122〕
大和市深見東 1-1-9

全 総 合 46 15 12 7 1 1 56 11
専 修 学 校 ビジネス科
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設 立 区 分
　国＝国立、県＝県立、市＝市立を示し、私＝私立高校を示します。また、男＝男子校、女＝女子

校を示し、記載がないのは共学校です。

課　　　程
　全＝全日制高校、定＝定時制高校、通＝通信制高校、単＝単位制高校を示します。

学　　　科
　普通＝普通科・その他は総合、商業、福祉、その他の学科名を示します。

備　　　考
　過去５年間に設立された学校について新設と示してあります。

　男子校・女子校・共学校の区別は令和４年３月卒業予定者を基準としています。

表　の　見　方
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神奈川県内　特別支援学校一覧
No 学校名 設置学部

郵便番号 所在地 電話 FAX
幼 小 中 高 専

県立
1 �平塚盲学校 視 視 視 視 視 254－0047 平塚市追分10-1 0463（31）0948 0463（31）5996
2 �平塚ろう学校 聴 聴 聴 聴 聴 254－0074 平塚市大原2-1 0463（32）0129 0463（32）1646
3 �瀬谷支援学校 知 知 知 246－0005 横浜市瀬谷区竹村町28-1 045（302）1616 045（304）2950

3b �〃分教室��［大和東高校内］ 知 242－0011 大和市深見1760 046（264）2061 046（264）2062

3c �〃分教室��［大和南高校内］ 知 242－0014 大和市上和田2557 046（279）6577 046（274）6578

4 �相模原支援学校 知 知 知 252－0336 相模原市南区当麻814 042（778）0331 042（778）4957

4b �〃分教室��［橋本高校内］ 知 252－0143 相模原市緑区橋本8-8-1 042（700）1621 042（774）0870

5 �保土ヶ谷支援学校 知 知 知 240－0026 横浜市保土ヶ谷区権太坂1-8-1 045（714）0126 045（742）9716

5b �〃分教室��［舞岡高校内］ 知 244－0814 横浜市戸塚区南舞岡3-36-1 045（823）9654 045（825）5412

5c �〃分教室��［横浜平沼高校内］ 知 220－0073 横浜市西区岡野1-5-8 045（328）2010 045（328）2011

6 �武山支援学校 知
肢

知
肢

知
肢 283－0313 横須賀市武3-35-1 046（856）5800 046（857）6367

6b �〃分教室�　［津久井浜高校内］ 知 239－0843 横須賀市津久井4-4-1 046（848）2137 046（848）2147

7 �藤沢支援学校 知 知 知 252－0813 藤沢市亀井野2547-19 0466（82）8101 0466（83）3520

7b �〃分教室�［鎌倉高校内］ 知 248－0026 鎌倉市七里ヶ浜2-21-1 0467（32）8721 0467（32）8722

8 �高津支援学校 知 知 知 213－0035 川崎市高津区向ヶ丘16 044（865）0477 044（877）2626

8b �〃分教室��［生田東高校内］ 知 214－0038 川崎市多摩区生田4-32-1 044（931）1020 044（931）1020

8c �〃分教室��［川崎北高校内］ 知 216－0003 川崎市宮前区有馬3-22-1 044（870）1040 044（870）1041

9 �みどり支援学校 知 知 知 226－0002 横浜市緑区東本郷5-18-1 045（471）7491 045（474）4707

9b 〃分教室�［新栄高校内］ 知 224－0035 横浜市都筑区新栄町1-1 045（591）6443 045（591）6472

10 伊勢原支援学校 知 知 知 259－1116 伊勢原市石田1390 0463（93）7297 0463（96）2457

10b 〃伊志田分教室�［伊志田高校内］ 知 259－1116 伊勢原市石田１３５６－１ 0463（93）0082 0463（93）0083

11 小田原支援学校 知
肢

知
肢

知
肢 250－0865 小田原市蓮正寺1021 0465（37）2755 0465（37）5356

11b 〃分教室�［大井高校内］ 知 258－0017 足柄上郡大井町西大井954-1 0465（86）0040 0465（86）0041

11C 〃湯河原校舎 知
肢

知
肢

知
肢 259－0301 足柄下郡湯河原町中央2-21-3 0465（60）1800 0465（60）1805

12 鶴見支援学校 知 知 知 230－0071 横浜市鶴見区駒岡4-40-1 045（573）4787 045（584）8502

12b 〃分教室�［岸根高校内］ 知 222－0034 横浜市港北区岸根町370 045（439）3050 045（401）0138

13 湘南支援学校 知 知 知 254－0061 平塚市御殿4-14-1 0463（34）7212 0463（34）8707

14 平塚支援学校 知
肢

知
肢

知
肢 259－1215 平塚市寺田縄590 0463（58）0456 0463（59）4248

15 三ツ境支援学校 肢 肢 知
肢 246－0021 横浜市瀬谷区二ツ橋町468 045（365）3711 045（361）9695

15b 〃分教室�［瀬谷西高校内］ 知 246－0004 横浜市瀬谷区中屋敷2-2-5 045（300）0052 045（300）0053

16 中原支援学校 肢 肢 知
肢 211－0035 川崎市中原区井田3-13-1 044（755）1632 044（752）7786

16b 〃分教室�［住吉高校内］ 知 211－0021 川崎市中原区木月住吉町34-1 044（430）1016 044（430）1017

17 鎌倉支援学校 肢 肢 知
肢 247－0075 鎌倉市関谷566 0467（45）1482 0467（43）4804

17b 〃分教室�［金井高校内］ 知 224－0845 横浜市栄区金井町100 045（852）4722 045（852）4738

18 座間支援学校 肢 肢 知
肢 252－0024 座間市入谷2-314-1 046（255）2251 046（252）5379

18b 〃分教室�［有馬高校内］ 知 243－0424 海老名市社家240 046（238）1349 046（238）1359

18c 〃分教室�［相模向陽館高校内］ 知 252－0003 座間市ひばりが丘3-58-1 046（298）0038 046（298）0039

19 茅ヶ崎支援学校 知
肢

知
肢

知
肢 253－0083 茅ヶ崎市西久保29-1 0467（57）5379 0467（57）5371

－－152－－



神奈川県内　特別支援学校一覧
No 学校名 設置学部

郵便番号 所在地 電話 FAX
幼 小 中 高 専

20 津久井支援学校 知
肢

知
肢

知
肢 252－0175 相模原市緑区若柳44 042（684）4860 042（684）4861

21 麻生支援学校 知
肢

知
肢

知
肢 215－0013 川崎市麻生区王禅寺303-1 044（980）4850 044（986）2517

21b 〃分教室�［元石川高校内］ 知 225－0004 横浜市青葉区元石川町4116 045（905）0037 045（905）0038

22 金沢支援学校 知
肢

知
肢

知
肢 236－0051 横浜市金沢区富岡東2-6-1 045（770）0456 045（775）4121

22b 金沢支援学校分教室�［氷取沢高校内］ 知 235－0043 横浜市磯子区氷取沢町938-2 045（778）1065 045（778）1066

23 岩戸支援学校 知
肢 239－0844 横須賀市岩戸5-6-5 046（839）4502 046（849）3200

24 相模原中央支援学校 視
聴

視知
聴肢

視知
聴肢

知
肢 252－0221 相模原市中央区高根1-5-36 042（768）8510 042（768）8519

25 秦野支援学校 病 病 知
病 257－0025 秦野市落合500 0463（81）0948 0463（83）4118

26 横浜南支援学校 病 病 病 232－0066 横浜市南区六ッ川2-138-4 045（712）4046 045（742）9710

27 横浜ひなたやま支援学校 知 246－0034 横浜市瀬谷区南瀬谷2-20 045（300）5611 045（303）2330

28 えびな支援学校 知
肢

知
肢

知
肢 243－0422 海老名市中新田4-5-1 046（292）5612 046（292）5620

29 あおば支援学校 知
肢

知
肢

知
肢 227－0041 横浜市青葉区上谷本町109 045（978）1161 045（978）1160

横浜市立
30 盲特別支援学校 視 視 視 視 視 221－0005 横浜市神奈川区松見町1-26 045（431）1629 045（423）0284
31 ろう特別支援学校 聴 聴 聴 聴 240－0067 横浜市保土ヶ谷区常盤台81-1 045（335）0411 045（333）4807

32 港南台ひの特別支援学校 知 知 知 234－0054 横浜市港南区港南台5-3-2 045（830）5826 045（830）5753

33 本郷特別支援学校 知 知 知 247－0007 横浜市栄区小菅ヶ谷3-37-12 045（894）2952 045（894）2954

34 日野中央高等特別支援学校 知 234－0053 横浜市港南区日野中央2-25-3 045（844）3015 045（846）8448

35 二つ橋高等特別支援学校 知 246－0021 横浜市瀬谷区二ツ橋町470 045（391）2131 045（391）2193

36 上菅田特別支援学校 肢 肢 肢 240－0051 横浜市保土ヶ谷区上菅田町462 045（382）0420 045（382）0413
37 中村特別支援学校 肢 肢 肢 232－0033 横浜市南区中村町4-269-1 045（261）9863 045（261）9872
38 北綱島特別支援学校 肢 肢 223－0053 横浜市港北区綱島西5-14-54 045（545）0126 045（545）0146
39 東俣野特別支援学校 肢 肢 肢 245－0065 横浜市戸塚区東俣野町1103-1 045（851）9631 045（851）9632
40 浦舟特別支援学校 病 病 232－0024 横浜市南区浦舟町3-46 045（243）2624 045（243）2625

41 若葉台特別支援学校 肢 肢 知
肢 241－0801 横浜市旭区若葉台2-1-1 045（923）1300 045（923）1305

42 左近山特別支援学校 肢 肢 肢 241－0831 横浜市旭区左近山1011 045（352）1580 045（352）1582
川崎市立
43 聾学校 聴 聴 聴 聴 211－0053 川崎市中原区上小田中3-10-5 044（766）6500 044（766）5174
44 中央支援学校 知 知 213－0011 川崎市高津区久本3-7-1 044（844）1275 044（822）7072
44b 〃高等部分教室 知 211－0053 川崎市中原区上小田中3-10-5 044（755）5666 044（755）5666

45 田島支援学校 知
肢

知
肢

知
肢 210－0853 川崎市川崎区田島町20-5 044（355）1240 044（333）6103

横須賀市立
46 ろう学校 聴 聴 聴 聴 238－0023 横須賀市森崎5-13-1 046（834）1172 046（834）0096
47 養護学校 肢 肢 239－0844 横須賀市岩戸5-6-4 046（849）6465 046（849）6559
藤沢市立
48 白浜養護学校 知 知 知 251－0046 藤沢市辻堂西海岸1-2-2 0466（33）1500 0466（37）1066
国立大学法人

49 筑波大学附属久里浜特別支援学校 知 知 239－0841 横須賀市野比5-1-2 046（848）3441 046（848）3740

50
横浜国立大学
教育人間科学部附属
特別支援学校

知 知 知 232－0061 横浜市南区大岡2-31-3 045（742）2291 045（743）4746

私立
51 横浜訓盲学院 視 視 視 視 視 231－0847 横浜市中区竹之丸181 045（641）2626 045（641）2627
52 聖坂養護学校 知 知 知 知 231－0862 横浜市中区山手町140 045（622）2974 045（622）2923

－－153－－



県下公共職業安定所一覧
安 定
所 名 所　　在　　地 郵 便

番 号 管　轄　区　域 電話番号
FAX番号 最　　寄　　駅

横 浜
（中・高卒）

横浜市中区山下町209
帝蚕関内ビル４F
※令和５年度移転予定

231
-0023 横浜市のうち神奈川区、

西区、中区、南区、港南区、
保土ヶ谷区、旭区、磯子
区

JR関内 6分
JR石川町 5分
地下鉄関内 8分
みなとみらい線日本大通り 8分

横浜新卒応援
ハローワーク

（大学等卒）

横浜市西区北幸1－11－15
横浜STビル16階

220
-0004 （045）312-9206

JR横浜
市営地下鉄横浜 8分
各私鉄横浜

戸 塚 横浜市戸塚区戸塚町3722 244
-8560

横浜市のうち戸塚区、瀬
谷区、栄区、泉区

JR戸塚
地下鉄戸塚 15分

川　 崎 川崎市川崎区南町17－2 210
-0015

川崎市のうち川崎区、幸
区、横浜市のうち鶴見区

京急川崎、JR川崎
10分

横須賀 横須賀市平成町2－14－19 238
-0013 京急県立大学 12分

平　 塚 平塚市浅間町10－22 254
-0041 平塚市、伊勢原市、中郡 JR平塚 15分

小田原 小田原市栄町1－1－15
ミナカ小田原９階

250
-0011 小田原市、足柄下郡 JR小田原

小田急小田原 10分

藤　 沢 藤沢市朝日町5－12 251
-0054

藤沢市、茅ヶ崎市、高座郡、
鎌倉市

JR藤沢、
小田急藤沢 10分

相模原 相模原市中央区富士見6－10－10 252
-0236 相模原市 JR相模原

バス　10分

厚　 木 厚木市寿町3－7－10 243
-0003

厚木市、海老名市、座間市、
愛甲郡 小田急本厚木 10分

松　 田 足柄上郡松田町松田惣領2037 258
-0003

秦野市、南足柄市、足柄
上郡

JR松田 5分
小田急新松田 7分

横浜南 横浜市金沢区寺前1－9－6 236
-8609 ※別掲のとおり 京急金沢文庫 10分

川崎北 川崎市高津区千年698－1 213
-8573

川崎市のうち麻生区、宮
前区、高津区、多摩区、
中原区

JR武蔵新城 12分

港　 北 横浜市港北区新横浜3－24－6 222
-0033

横浜市のうち港北区、緑
区、青葉区、都筑区

JR新横浜 12分
地下鉄新横浜

大　 和 大和市深見西3－3－21 242
-0018 大和市、綾瀬市 小田急大和

相鉄大和 15分

※ 　横浜市のうち金沢区、逗子市、三浦郡、
　 　横須賀市のうち船越町、田浦港町、田浦町、田浦大作町、田浦泉町、長浦町、箱崎町、鷹取町、
　 　湘南鷹取、追浜本町、夏島町、浦郷町、追浜東町、追浜町、追浜南町、浜見台、港が丘

－－154－－



県下公共職業安定所一覧
安 定
所 名 所　　在　　地 郵 便

番 号 管　轄　区　域 電話番号
FAX番号 最　　寄　　駅

横 浜
（中・高卒）

横浜市中区山下町209
帝蚕関内ビル４F
※令和５年度移転予定

231
-0023 横浜市のうち神奈川区、

西区、中区、南区、港南区、
保土ヶ谷区、旭区、磯子
区

JR関内 6分
JR石川町 5分
地下鉄関内 8分
みなとみらい線日本大通り 8分

横浜新卒応援
ハローワーク

（大学等卒）

横浜市西区北幸1－11－15
横浜STビル16階

220
-0004 （045）312-9206

JR横浜
市営地下鉄横浜 8分
各私鉄横浜

戸 塚 横浜市戸塚区戸塚町3722 244
-8560

横浜市のうち戸塚区、瀬
谷区、栄区、泉区

JR戸塚
地下鉄戸塚 15分

川　 崎 川崎市川崎区南町17－2 210
-0015

川崎市のうち川崎区、幸
区、横浜市のうち鶴見区

京急川崎、JR川崎
10分

横須賀 横須賀市平成町2－14－19 238
-0013 京急県立大学 12分

平　 塚 平塚市浅間町10－22 254
-0041 平塚市、伊勢原市、中郡 JR平塚 15分

小田原 小田原市栄町1－1－15
ミナカ小田原９階

250
-0011 小田原市、足柄下郡 JR小田原

小田急小田原 10分

藤　 沢 藤沢市朝日町5－12 251
-0054

藤沢市、茅ヶ崎市、高座郡、
鎌倉市

JR藤沢、
小田急藤沢 10分

相模原 相模原市中央区富士見6－10－10 252
-0236 相模原市 JR相模原

バス　10分

厚　 木 厚木市寿町3－7－10 243
-0003

厚木市、海老名市、座間市、
愛甲郡 小田急本厚木 10分

松　 田 足柄上郡松田町松田惣領2037 258
-0003

秦野市、南足柄市、足柄
上郡

JR松田 5分
小田急新松田 7分

横浜南 横浜市金沢区寺前1－9－6 236
-8609 ※別掲のとおり 京急金沢文庫 10分

川崎北 川崎市高津区千年698－1 213
-8573

川崎市のうち麻生区、宮
前区、高津区、多摩区、
中原区

JR武蔵新城 12分

港　 北 横浜市港北区新横浜3－24－6 222
-0033

横浜市のうち港北区、緑
区、青葉区、都筑区

JR新横浜 12分
地下鉄新横浜

大　 和 大和市深見西3－3－21 242
-0018 大和市、綾瀬市 小田急大和

相鉄大和 15分

※ 　横浜市のうち金沢区、逗子市、三浦郡、
　 　横須賀市のうち船越町、田浦港町、田浦町、田浦大作町、田浦泉町、長浦町、箱崎町、鷹取町、
　 　湘南鷹取、追浜本町、夏島町、浦郷町、追浜東町、追浜町、追浜南町、浜見台、港が丘




